
    

 

ニ-118 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑩ 

5818



    

 

ニ-119 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ウラン洗浄塔  １基 

種  類  円筒形パルスカラム 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) ウラン洗浄塔 

種 類 円筒形パルスカラム 

基 数 １ 

内 径 約９ｃｍ 

高 さ 約 11ｍ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑪は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑪と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑪ 

5819



    

 

ニ-120 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑪ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑪ 

5820



    

 

ニ-121 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ＴＢＰ洗浄器  １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) ＴＢＰ洗浄器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.2ｍ 

段 数 ５ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑫は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑫と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑫ 

5821



    

 

ニ-122 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム洗浄器  １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) プルトニウム洗浄器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.2ｍ 

段 数 ５ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑬は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑬と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑬ 

5822



    

 

ニ-123 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑭ 

ウラン逆抽出器  １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑮ 

逆抽出液ＴＢＰ洗浄器  １基 

種  類  ミキサ・セトラ 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑭は，本設

工認では仕様表対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑮は，本設

工認では仕様表対象外

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5823



    

 

ニ-124 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

補助油水分離槽  １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑯ 

容  量   約 0.1 m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) 補助油水分離槽 

種 類 たて置板状形 

基 数 １ 

容 量 約 0.1ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑯は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑯と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑰は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑰と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－○16  

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－○17  

5824



    

 

ニ-125 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム溶液受槽  １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑱ 

容  量   約１m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20) プルトニウム溶液受槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑱は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑱と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑲は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑲と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑲ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑱ 

5825



    

 

ニ-126 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5826



    

 

ニ-127 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

油水分離槽  １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑳ 

容  量   約１m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) 油水分離槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－⑳は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－⑳と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉑は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉑と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉑ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－⑳ 

5827



    

 

ニ-128 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5828



    

 

ニ-129 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム溶液一時貯槽  １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉒ 

容  量   約３m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22) プルトニウム溶液一時貯槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉒は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉒と同義であり

整合している。 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉓は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉓と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－○22  

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－○23  

5829



    

 

ニ-130 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5830



    

 

ニ-131 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム濃縮缶供給槽   １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉔ 

容  量   約３m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23) プルトニウム濃縮缶供給槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉔は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉔と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉕は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉕と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉕ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉕ 

5831



    

 

ニ-132 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5832



    

 

ニ-133 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム濃縮缶  １基 

材  料  ジルコニウム 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) プルトニウム濃縮缶 

種 類 熱サイホン式 

基 数 １ 

容 量 約 0.2ｍ３ 

処理容量 約 0.1ｍ３／ｈ 

主要材料 ジルコニウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉖は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉖と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5833



    

 

ニ-134 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉖ 

5834



    

 

ニ-135 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム濃縮液受槽    １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉗ 

容  量   約１m3 

 ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) プルトニウム濃縮液受槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉗は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉗と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉘は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉘と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉘ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉗ 

5835



    

 

ニ-136 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5836



    

 

ニ-137 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム濃縮液一時貯槽  １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉙ 

容  量   約 1.5 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27) プルトニウム濃縮液一時貯槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 1.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉙は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉙と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉙ 

5837



    

 

ニ-138 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5838



    

 

ニ-139 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム濃縮液計量槽   １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉚ 

容  量   約１m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28) プルトニウム濃縮液計量槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉚は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉚と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉛は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉛と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉛ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉚ 

5839



    

 

ニ-140 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5840



    

 

ニ-141 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

プルトニウム濃縮液中間貯槽  １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉜ 

容  量   約１m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29) プルトニウム濃縮液中間貯槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉜は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉜と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉝は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉝と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉝ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉜ 

5841



    

 

ニ-142 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5842



    

 

ニ-143 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リサイクル槽         １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉞ 

容  量   約１m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) リサイクル槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉞は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉞と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㉟は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㉟と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉟ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㉞ 

5843



    

 

ニ-144 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5844



    

 

ニ-145 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

希 釈 槽           １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㊱ 

容  量   約 2.5 m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㊲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) 希 釈 槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 2.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㊱は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㊱と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾛ)－㊲は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾛ)－㊲と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㊲ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾛ)－㊱ 

5845



    

 

ニ-146 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5846



    

 

ニ-147 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ﾊ) 精製建屋一時貯留処理設備 

第１一時貯留処理槽      １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－① 

容  量   約 1.5 m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 第１一時貯留処理槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 1.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－①は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－①と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－②は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－②と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－② 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－① 

5847



    

 

ニ-148 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5848



    

 

ニ-149 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第２一時貯留処理槽      １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－③ 

容  量   約 1.5 m3 

 ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 第２一時貯留処理槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 1.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－③は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－③と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－④は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－④と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－④ 

5849



    

 

ニ-150 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－③ 

5850



    

 

ニ-151 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第３一時貯留処理槽      １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑤ 

容  量   約３m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 第３一時貯留処理槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑤は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－⑤と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑥は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－⑥と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑥ 

5851



    

 

ニ-152 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑤ 

5852



    

 

ニ-153 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第４一時貯留処理槽      １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑦ 

容  量   約２m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) 第４一時貯留処理槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約２ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑦は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－⑦と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑧は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－⑧と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑧ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑦ 

5853



    

 

ニ-154 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第５一時貯留処理槽      １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑨ 

容  量   約３m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 第５一時貯留処理槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑨は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－⑨と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑩は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－⑩と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑩ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑨ 

5854



    

 

ニ-155 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5855



    

 

ニ-156 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

第７一時貯留処理槽      １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑪ 

容  量   約 10 m3 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 第７一時貯留処理槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 10ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑪は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－⑪と同義であり

整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑫は，事業

変更許可申請書(本文)

のニ.(4) (ⅱ) (a) 

(ﾊ)－⑫と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑫ 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑪ 

5856



    

 

ニ-157 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5857



    

 

ニ-158 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑬ 

第８一時貯留処理槽      １基 

材  料  ステンレス鋼 

容  量   約 10 m3 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (a) (ﾊ)－⑭ 

第９一時貯留処理槽      １基 

材  料  ステンレス鋼 

容  量   約５ m3 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備 

 

(ｲ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽 

（第５一時貯留処理槽用）  １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－① 

容  量   約 0.1 m3/基 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

 

ａ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一

時貯留処理槽用） 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 0.1ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑬は，本設

工認の対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(a) (ﾊ)－⑭は，本設

工認の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－①は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－①と同義で

あり整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－②は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－②と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ)  

(b) (ｲ)－② 

ニ.(4) (ⅱ)  

(b) (ｲ)－① 

5858



    

 

ニ-159 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁 

（第５一時貯留処理槽用） 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－③ 

２基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－⑤ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

配管・弁（第５一時貯留処理槽用）

（「ニ．(4)(ⅱ)(a)(ﾊ) 精製建屋一時貯

留処理設備」と兼用） １系列 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一

時貯留処理槽用） 

基 数 ２ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁

（第５一時貯留処理槽用）（「4.5.1.4 精製建屋   

一時貯留処理設備」と兼用） 

数 量 １系列 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－③は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－③と同義で

あり整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－④は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－④と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑤は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑤と同義で

あり整合している。 

 

 

ニ.(4) (ⅱ)  

(b) (ｲ)－③ 

ニ.(4) (ⅱ)  

(b) (ｲ)－④ 

5859



    

 

ニ-160 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽 

（第７一時貯留処理槽用）  １基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－⑥ 

容  量   約 0.2 m3/基 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁 

（第７一時貯留処理槽用） 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－⑧ 

２基 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一

時貯留処理槽用） 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 0.2ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一

時貯留処理槽用） 

基 数 ２ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑥は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑥と同義で

あり整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑦は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑦と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑧は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑧と同義で

あり整合している。 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑨は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑨と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅱ)  

(b) (ｲ)－⑦ 

ニ.(4) (ⅱ)  

(b) (ｲ)－⑥ 

ニ.(4) (ⅱ)  

(b) (ｲ)－⑧ 

ニ.(4) (ⅱ)  

(b) (ｲ)－⑨ 

5860



    

 

ニ-161 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

配管・弁（第７一時貯留処理槽用）

（「ニ．(4)(ⅱ)(a)(ﾊ) 精製建屋一時

貯留処理設備」と兼用） １系列 

材  料  ステンレス鋼 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ｲ)－⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５一時貯留処理槽（「ニ．(4)(ⅱ)

(a)(ﾊ) 精製建屋一時貯留処理設備」と兼

用） 

 

 

 

第７一時貯留処理槽（「ニ．(4)(ⅱ)

(a)(ﾊ) 精製建屋一時貯留処理設備」と兼

用） 

 

 

 

一般圧縮空気系（「リ．(1)(ⅱ) 圧縮

空気設備」と兼用） 

 

 

 

安全圧縮空気系（「リ．(1)(ⅱ) 圧縮

空気設備」と兼用） 

 

 

 

ｆ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁

（第７一時貯留処理槽用）（「4.5.1.4 精製建

屋一時貯留処理設備」と兼用） 

数 量 １系列 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑩は，事業

変更許可申請書(本

文)のニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ｲ)－⑩と同義で

あり整合している。 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ニ．

(4)(ⅱ)(a)(ﾊ) 精製

建屋一時貯留処理設

備」に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ニ．

(4)(ⅱ)(a)(ﾊ) 精製

建屋一時貯留処理設

備」に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）「リ．

(1)(ⅱ) 圧縮空気設

備」に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）「リ．

(1)(ⅱ) 圧縮空気設

5861



    

 

ニ-162 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 (ﾛ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

プルトニウム濃縮缶（「ニ．(4)(ⅱ)

(a)(ﾛ) プルトニウム精製設備」と兼用） 

 

 

ニ.(4) (ⅱ) (b) (ﾛ)－① 

一次蒸気停止弁       １基 

 

 

 

 

 

 

 (ⅲ) 精製する核燃料物質その他の有用物質の

種類及びその種類ごとの最大精製能力 

 

ニ.(4) (ⅲ) (a)－① 

(a) 精製する核燃料物質その他の有用物質の

種類 

(ｲ) ウラン 

(ﾛ) プルトニウム 

 

ニ.(4) (ⅲ) (b)－① 

(b)  最大精製能力 

(ｲ) ウラン 

4.8 t･U/d 

（ここでいう t･Uは，金属ウラン重量換

算であり，  以下「t･U」という。） 

(ﾛ) プルトニウム 

54 kg･Pu/d 

 

 

 

 

ニ.(4) (ⅳ) －① 

(ⅳ) 主要な核的，熱的及び化学的制限値 

(a) 主要な核的制限値 

(ｲ) 単一ユニット 

精製施設で処理する硝酸ウラニル溶液及

び硝酸プルトニウム溶液の同位体組成 

ウラン－235最高濃縮度    1.6 wt% 

プルトニウム－240最小重量比   17 wt% 

第１酸化塔最大内径     17.8 cm 

抽出塔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備」に示す。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）「「ニ．

(4)(ⅱ)(a)(ﾛ) プル

トニウム精製設備」

に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(4) (ⅱ) 

(b) (ﾛ)－①は，本設

工認では仕様表対象外

である。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたニ.(4) 

(ⅲ) (a)－①は，本

設工認の対象外であ

る。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたニ.(4) 

(ⅲ) (b)－①は，本

設工認の対象外であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたニ.(4) 

(ⅳ)－①は，本設工

認の対象外である。 

 

 

 

5862



    

 

ニ-163 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

シャフト部最大内径    21.4 cm 

上部及び下部の環状部の最大液厚み

    9.25 cm 

核分裂生成物洗浄塔 

シャフト部及び下部最大内径   

    17.5 cm 

上部の環状部の最大液厚み 8.75 cm 

プルトニウム溶液供給槽最大液厚み

     11.1 cm 

補助油水分離槽最大液厚み  8.70 cm 

 

プルトニウム濃縮缶 

加熱部，気液分離部下部及び液抜き

部最大内径        19.2 cm 

気液分離部上部最大内   20.0 cm 

 

プルトニウム濃縮液受槽最大液厚み 

    10.2 cm 

 (ﾛ) 複数ユニット 

抽出塔と核分裂生成物洗浄塔とのシャフ

ト部の面間最小距離  233 cm 

第１酸化塔と第１脱ガス塔との面間最小

距離  118 cm 

 

 

ニ.(4) (ⅳ) (b)－① 

(b) 主要な熱的制限値 

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気最高温度

135℃ 

 

ニ.(4) (ⅳ) (c)－① 

(c) 主要な化学的制限値 

ｎ－ドデカン引火点  74℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたニ.(4) 

(ⅳ) (b)－①は，本

設工認の対象外であ

る。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたニ.(4) 

(ⅳ) (c)－①は，本

設工認の対象外であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5863



    

 

ニ-164 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

   精製施設の設計に係る共通的な設計方針につい

ては，第１章 共通項目の「1. 核燃料物質の臨

界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，

「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷

の防止」，「6. 再処理施設内における溢水によ

る損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化

学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮

蔽」及び「9. 設備に対する要求」に基づくもの

とする。 

 

＜中略＞ 

 

2.4.1 ウラン精製設備 

 

   ウラン精製設備は，分離施設の分配設備のウラ

ン濃縮液受槽からウラン溶液供給槽に受け入れる

硝酸ウラニル溶液を，硝酸及びヒドラジンを含む

硝酸溶液を添加してウラン濃度，硝酸濃度を調整

し，抽出器に供給する設計とする。 

 

抽出器では有機溶媒を用いてウランを抽出する

設計とする。次にウランを含む有機溶媒は，核分

裂生成物洗浄器に移送し，ヒドラジンを含む硝酸

溶液を用いて有機溶媒中に存在する微量の核分裂

生成物等の除去を行った後，逆抽出器に移送し，

逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する設計と

する。逆抽出によって得られた硝酸ウラニル溶液

については，ウラン溶液 TBP洗浄器に移送し，希

釈剤を用いて TBPを除去する設計とする。ウラン

溶液 TBP洗浄器からの硝酸ウラニル溶液について

は，ウラン濃縮缶供給槽に受け入れた後，ウラン

濃縮缶に供給する設計とする。 

 

ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウラニル溶液につ

いては，ウラン濃縮液第 1受槽を経てウラン濃縮

液第 1中間貯槽へ移送する設計とする。ウラン濃

縮液第 1中間貯槽の大部分の硝酸ウラニル溶液に

ついては，ウラン濃縮液第 2受槽及びウラン濃縮

液第 2中間貯槽を経由してポンプで脱硝施設のウ

ラン脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ移送する設計

とする。ウラン濃縮液第 1中間貯槽の一部の硝酸

ウラニル溶液については,ウラン濃縮液第 2受槽

及びウラン濃縮液第 3中間貯槽を経由してポンプ

で脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備

の硝酸ウラニル貯槽へ移送し，硝酸プルトニウム

溶液と混合する設計とする。また，ウラン濃縮液
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第 1中間貯槽の一部の硝酸ウラニル溶液について

は，ウラン濃縮液第 2受槽を経由してウラナス製

造器へも移送する設計とする。 

 

なお，ウラン濃縮液第 1中間貯槽に受け入れた

硝酸ウラニル溶液については，試料採取して核分

裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場合はリ

サイクル槽に受け入れた後，ウラン溶液供給槽へ

移送する設計とする。また，ウラン試験時に用い

る硝酸ウラニル溶液の一部については，脱硝施設

のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽からウラン

濃縮液第 2受槽に受け入れる設計とする。 

 

ウラナス製造器では，水素を用いて硝酸ウラニ

ル溶液を還元してウラナスを製造する設計とす

る。ウラナス製造器からのウラナスを含む硝酸溶

液については，第 1気液分離槽で未反応の水素を

分離後，第 2気液分離槽へ移送して窒素を用いて

溶存する水素を追い出すとともにヒドラジンを含

む硝酸溶液を添加する設計とする。第 2気液分離

槽からのウラナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液

については，ウラナス溶液受槽に受け入れた後，

ウラナス溶液中間貯槽を経由してポンプで分離施

設等へ移送し，分配設備のプルトニウム分配塔，

プルトニウム精製設備のプルトニウム洗浄器等で

利用する設計とする。第 1気液分離槽からの水素

については，洗浄塔で水を用いてウラン及び硝酸

を含むエアロゾルを洗浄により除去し，空気で希

釈した後，精製建屋換気設備へ移送する設計とす

る。 

 

抽出器の抽出廃液については，抽出廃液 TBP洗

浄器で希釈剤を用いて TBPを除去した後，重力流

で酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の油水分離

槽へ移送する設計とする。 

 

ウラン濃縮缶からの凝縮液については，ウラン

濃縮缶凝縮液受槽に受け入れた後，逆抽出用硝酸

として逆抽出器で利用する設計とする。 

 

逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒

については，重力流で酸及び溶媒の回収施設の溶

媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の第 1洗

浄器へ移送する設計とする。 

 

2.4.2 プルトニウム精製設備 
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プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備

のプルトニウム溶液中間貯槽からプルトニウム溶

液供給槽に受け入れる硝酸プルトニウム溶液を，

脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の

凝縮廃液貯槽から低濃度プルトニウム溶液受槽に

受け入れる凝縮液とともに，硝酸を添加した後，

第 1酸化塔に供給する設計とする。 

 

第 1酸化塔に受け入れた硝酸プルトニウム溶液

については，3価のプルトニウムを NOxを用いて

4価のプルトニウムに酸化した後，第 1脱ガス塔

に移送する。第 1脱ガス塔では，空気を用いて硝

酸プルトニウム溶液に溶存している NOxを追い出

した後，抽出塔に供給する設計とする。 

 

抽出塔に供給する硝酸プルトニウム溶液につい

ては，有機溶媒を用いてプルトニウムを抽出する

ことにより，抽出塔からの抽出廃液中のプルトニ

ウム量は微量となる。次にプルトニウムを含む有

機溶媒については，核分裂生成物洗浄塔へ移送

し，硝酸を用いて有機溶媒中に存在する微量の核

分裂生成物の除去を行った後，逆抽出塔で HAN及

びヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，プルトニ

ウムを 3価に還元しプルトニウムの逆抽出を行う

設計とする。 

 

逆抽出によって得られた硝酸プルトニウム溶液

については，ウラン洗浄塔で有機溶媒を用いて微

量のウランを除去し，補助油水分離槽へ移送す

る。補助油水分離槽で有機溶媒を除去した硝酸プ

ルトニウム溶液については，TBP洗浄器で希釈剤

を用いて TBPの除去を行う設計とする。 

 

BP洗浄器からの硝酸プルトニウム溶液につい

ては，第 2酸化塔に供給し，3価のプルトニウム

を NOxを用いて 4価のプルトニウムに酸化し，第

2脱ガス塔に移送する。第 2脱ガス塔では，空気

を用いて硝酸プルトニウム溶液に溶存している

NOxを追い出した後，プルトニウム溶液受槽に移

送する設計とする。 

 

プルトニウム溶液受槽からの硝酸プルトニウム

溶液については，油水分離槽に移送し，微量の有

機溶媒を分離した後，プルトニウム濃縮缶供給槽

を経て，プルトニウム濃縮缶に供給する設計とす

る。なお，油水分離槽の硝酸プルトニウム溶液に

ついては，必要に応じてプルトニウム溶液一時貯
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槽で一時貯蔵できる設計とする。 

 

プルトニウム濃縮缶に供給する硝酸プルトニウ

ム溶液については，プルトニウム濃縮缶で濃縮し

た後，プルトニウム濃縮液受槽に移送する。プル

トニウム濃縮液受槽のプルトニウム濃縮缶で濃縮

された後の硝酸プルトニウム溶液（以下「プルト

ニウム濃縮液」という。）については，プルトニ

ウム濃縮液計量槽へ移送する設計とする。なお，

プルトニウム濃縮液受槽のプルトニウム濃縮液に

ついては，必要に応じてプルトニウム濃縮液一時

貯槽で一時貯蔵できる設計とする。 

 

プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃縮

液については，プルトニウム濃縮液中間貯槽を経

て，ポンプで脱硝施設のウラン・プルトニウム混

合脱硝設備の硝酸プルトニウム貯槽に移送する設

計とする。 

 

なお，プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウ

ム濃縮液については，試料採取して核分裂生成物

等の量を分析し，精製度が低い場合は，リサイク

ル槽を経由して希釈槽へ移送した後，プルトニウ

ム溶液供給槽へ移送する設計とする。精製④-9 

 

油水分離槽で分離した有機溶媒については，補

助油水分離槽に移送する設計とする。 

 

プルトニウム濃縮缶の凝縮液については，凝縮

液受槽に受け入れ，試料採取してプルトニウム量

を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下である

ことを確認した後，スチーム ジェット ポンプで

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽へ移

送する設計とする。 

 

抽出塔からの抽出廃液については，TBP洗浄塔

で希釈剤を用いて TBPを除去した後，抽出廃液受

槽を経由して抽出廃液中間貯槽に移送する。抽出

廃液中間貯槽に受け入れた抽出廃液については，

試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニ

ウム濃度が有意量以下であることを確認した後，

スチームジェットポンプで酸及び溶媒の回収施設

の酸回収設備の供給槽に移送する設計とする。 

 

逆抽出塔で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒

については，プルトニウム洗浄器にて，プルトニ

ウムの還元剤としてウラン精製設備のウラナス溶
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液中間貯槽からのウラナス及びヒドラジンを含む

硝酸溶液並びに逆抽出用液としてヒドラジンを含

む硝酸溶液を用いて，有機溶媒中の微量のプルト

ニウムを除去し，ウラン逆抽出器にて，逆抽出用

硝酸を用いて有機溶媒中の微量のウランを除去し

た後，重力流で酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収

設備の溶媒再生系のプルトニウム精製系の第 1洗

浄器に移送する設計とする。 

 

ウラン逆抽出器からの逆抽出液については，逆

抽出液 TBP洗浄器で希釈剤を用いて TBPを除去し

た後，逆抽出液受槽を経由してスチームジェット

ポンプで分離施設の分配設備のウラン濃縮缶供給

槽に移送する設計とする。精製④-14 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝

酸を用いて，プルトニウム精製設備を洗浄する設

計とする。精製④-15 

 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用

い，抽出塔等を洗浄する設計とする。 

 

プルトニウム精製設備の臨界安全管理を要する

機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合

せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設

計とする。 

 

また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

と，又は中性子吸収材管理との組合せ並びに単一

ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界

を確保できる設計とすることにより，複数ユニッ

トの臨界を防止する。 

 

無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを内

包する機器及び配管を収納するセルにおいて，連

続移送の配管からの漏えいのおそれがあり，漏え

い液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検

知装置を臨界安全管理の観点から多重化し，確実

に漏えいを検知する設計とする。 

 

プルトニウム洗浄器の第４段の有機溶媒は，ア

ルファ線検出器によってアルファ線の計数率を測

定し，ウラン逆抽出器へ移送する有機溶媒中に含

まれるプルトニウム量を監視するとともに，ウラ

ン逆抽出器に有意量のプルトニウムが流出するこ

とを防止するため，アルファ線検出器の計数率高
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により警報を発する設計とする。 

 

 

2.4.3 精製建屋一時貯留処理設備 

 

精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設

備，プルトニウム精製設備，酸及び溶媒の回収施

設の溶媒回収設備等から，工程停止，定期検査等

の際に発生する機器内溶液，洗浄廃液等の液体状

の放射性物質を一時的に受け入れ，有機相（有機

溶媒）と水相（硝酸プルトニウム溶液等の水溶

液）の分離等の処理を行った後，ウラン精製設

備，プルトニウム精製設備，酸及び溶媒の回収施

設の溶媒回収設備等に移送する設計とする。 

 

また，精製建屋一時貯留処理設備は，万一液体

状の放射性物質が精製建屋内のプルトニウム溶液

供給槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした場合，

漏えいした液体状の放射性物質を一時的に受け入

れ貯留し，有機相と水相の分離等の処理を行った

後，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備，酸

及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する

設計とする。 

 

第 1一時貯留処理槽は，主に 4価のプルトニウ

ムを含むプルトニウム精製設備の抽出塔，核分裂

生成物洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる設計

とする。 

 

第 1一時貯留処理槽に受け入れた溶液について

は，ウラナスを添加して有機相中のプルトニウム

を 3価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相

を分離する等の処理を行う設計とする。水相につ

いては，第 3一時貯留処理槽に移送する。有機相

については，第 4一時貯留処理槽に移送する設計

とする。 

 

第 2一時貯留処理槽は，主に 3価のプルトニウ

ムを含むプルトニウム精製設備の逆抽出塔，TBP

洗浄器等の機器内溶液等を受け入れる設計とす

る。 

 

第 2一時貯留処理槽に受け入れた溶液について

は，ウラナスを添加して有機相中のプルトニウム

を 3価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相

を分離する等の処理を行う設計とする。水相につ

いては，第 3一時貯留処理槽に移送する設計とす
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る。有機相については，第 4一時貯留処理槽へ移

送する設計とする。 

 

第 3一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原

子価が 3価である第 1一時貯留処理槽及び第 2一

時貯留処理槽からの水相，プルトニウム精製設備

の抽出廃液受槽等の機器内溶液等，プルトニウム

溶液供給槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした液

体状の放射性物質等を受け入れる設計とする。 

 

第 3一時貯留処理槽に受け入れた溶液について

は，その液体の性状に応じて，プルトニウム精製

設備の第 1酸化塔等へエアリフトポンプで移送す

るか，試料採取してプルトニウム量を分析し，プ

ルトニウム濃度を確認した後，第 7一時貯留処理

槽へ移送する設計とする。 

 

第 4一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去し

た第 1一時貯留処理槽，第 2一時貯留処理槽及び

第 5一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる

設計とする。 

 

第 4一時貯留処理槽に受け入れた有機相につい

ては，微量の水相の混入がある場合，有機相と水

相を分離する等の処理を行う。水相については，

第 1一時貯留処理槽に移送する設計とする。有機

相については，プルトニウム精製設備の逆抽出塔

へエアリフトポンプで移送する設計とする。 

 

第 5一時貯留処理槽は，少量のウランを含むプ

ルトニウム精製設備のウラン逆抽出器，逆抽出液

ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液，ウラン及びプルト

ニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の溶媒回

収設備の溶媒再生系のプルトニウム精製系の第 1

洗浄器，第 2洗浄器等の機器内溶液等を受け入れ

る設計とする。 

 

第 5一時貯留処理槽に受け入れた溶液について

は，有機相と水相を分離する等の処理を行う設計

とする。水相については，その液体の性状に応じ

て，試料採取してプルトニウム量を分析し，プル

トニウム濃度が有意量以下であることを確認した

後，プルトニウム精製設備の逆抽出液 TBP洗浄器

等へエアリフトポンプで，酸及び溶媒の回収施設

の酸回収設備の供給槽又は液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若

しくは低レベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1
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廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する

設計とする。 

 

有機相については，その液体の性状に応じて，

第 4一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取し

てプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が

有意量以下であることを確認した後，プルトニウ

ム精製設備のウラン逆抽出器へエアリフトポンプ

で移送する設計とする。精製⑤-13 

第 7一時貯留処理槽は，主に少量のプルトニウ

ムを含む第 3一時貯留処理槽からの水相，気体廃

棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

の廃ガスの洗浄液，プルトニウム精製設備の抽出

廃液中間貯槽の機器内溶液等を受け入れる設計と

する。 

 

第 7一時貯留処理槽に受け入れた溶液について

は，その液体の性状に応じて，プルトニウム精製

設備の第 1酸化塔へエアリフトポンプで移送する

か又は試料採取してプルトニウム量を分析し，プ

ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認し

た後，プルトニウム精製設備の TBP洗浄塔へエア

リフトポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収

設備の供給槽又は液体廃棄物の廃棄施設の高レベ

ル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若しくは低

レベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃液受槽

等へスチームジェット ポンプで移送する設計と

する。 

 

第 8一時貯留処理槽は，主にウランを含む第 9

一時貯留処理槽からの有機相並びにウラン精製設

備の抽出器，核分裂生成物洗浄器等の機器内溶

液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸及び溶

媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラ

ン精製系の第 1洗浄器等の機器内溶液並びに酸及

び溶媒の回収施設の酸回収設備の油水分離槽の機

器内溶液等を受け入れる設計とする。 

 

第 8一時貯留処理槽に受け入れた溶液について

は，有機相と水相を分離する等の処理を行う設計

とする。 

 

水相については，その液体の性状に応じて，第

9一時貯留処理槽へ移送するか又は酸及び溶媒の

回収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第 1低レ

ベル第 1廃液受槽等へスチームジェットポンプで
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移送する設計とする。 

 

有機相については，その液体の性状に応じて，

ウラン精製設備の抽出器又は酸及び溶媒の回収施

設の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の

第 1洗浄器へエアリフトポンプで移送する設計と

する。 

 

第 9一時貯留処理槽は，ウランを含む第 8一時

貯留処理槽からの水相，ウラン精製設備のウラナ

ス溶液中間貯槽等の機器内溶液等を受け入れる設

計とする。 

 

第 9一時貯留処理槽に受け入れた溶液について

は，微量の有機相が混入した場合，有機相と水相

を分離する等の処理を行う設計とする。 

 

水相については，その液体の性状に応じて，ウ

ラン精製設備の抽出器へエアリフトポンプで移送

するか又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の

供給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル

廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃液受槽等へス

チームジェットポンプで移送する設計とする。 

 

有機相については，第 8一時貯留処理槽へ移送

する設計とする。 

 

精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を要

する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場

合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位

体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの

組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止す

る設計とする。 

 

また，各単一ユニットは，単一ユニット間の中

性子相互干渉を考慮しても未臨界を確保できる設

計とすることにより，複数ユニットとして臨界を

防止する設計とする。 

 

なお，各単一ユニットを無限体系の未臨界濃度

で管理する場合は，複数ユニットを考慮しない。 
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(5) 脱硝施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) 構造 

脱硝施設は，ウラン脱硝設備２系列（一

部１系列）及びウラン・プルトニウム混合

脱硝設備２系列（一部１系列）で構成し，

ウラン脱硝設備はウラン脱硝建屋に収納

し，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に収納

する。 

 

 

ウラン脱硝建屋の主要構造は，鉄筋コン

クリート造で，地上５階，地下１階，建築

面積約 1,500m2の建物イ(5)(i)-①である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 再処理設備本体 

4.6  脱硝施設 

4.6.1  概要 

脱硝施設は，ウラン脱硝設備及びウラン・プル

トニウム混合脱硝設備で構成する。 

<中略> 

2. 施設配置 

2.3  建物及び構築物 

2.3.9  ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋は，脱硝施設のウラン脱硝設

備，気体廃棄物の廃棄施設のウラン脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上５階

（地上高さ約 27ｍ），地下１階，平面が約 39ｍ

（南北方向）×約 41ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

ウラン脱硝建屋機器配置図を第2.3－52図～第

2.3－58図に示す。 

 

2.3.10 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，脱硝施

設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備，気体廃

棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

 なお，硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，セル

内に収容する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.5 脱硝施設 

脱硝施設の設計に係る共通的な設計方針につ

いては，第 1 章 共通項目の「1. 核燃料物質

の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象

等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等

による損傷の防止」，「6. 再処理施設内にお

ける溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施

設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要

求」に基づくものとする。 

脱硝施設は，ウラン脱硝設備2系列（一部1系

列）及びウラン・プルトニウム混合脱硝設備 2

系列（一部 1 系列）で構成し，ウラン脱硝設備

はウラン脱硝建屋に収納し，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備はウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に収納する設計とする。 

 

 

 

ウラン脱硝建屋は，地上 5 階，地下 1 階の建

物イ(5)(i)-①とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請所

(本文)において許可を

受けたウラン脱硝建屋

の主要構造及び建築面

積は，本設工認の対象

外である。 

設工認のイ(5)(i)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(i)-

①と同義であり整合し

ている。 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の主

要構造は，鉄筋コンクリート造で地上２

階，地下２階イ(5)(i)-②，建築面積約

2,700m2の建物イ(5)(i)-③である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン脱硝建屋機器配置概要図を第 98 図

から第 104 図に，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋機器配置概要図を第 105 図から

第 109 図に示す。 

 

ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精

製設備から受け入れた硝酸ウラニル溶液を

加熱して脱硝し，ウラン酸化物（以下「Ｕ

Ｏ３」という。）としてウラン酸化物貯蔵容

器に収納し，製品貯蔵施設のウラン酸化物

貯蔵設備に搬送するイ(5)(i)-④設備であ

る。 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，

精製施設のウラン精製設備及びプルトニウ

ム精製設備からそれぞれ硝酸ウラニル溶液

及び硝酸プルトニウム溶液を受け入れ，混

合した後加熱して脱硝し，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物（ＵＯ２ ・ＰｕＯ２ ，以

下「ＭＯＸ」という。）として混合酸化物

貯蔵容器に収納し，製品貯蔵施設のウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備に搬

送するイ(5)(i)-⑤設備である。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約16ｍ），地下２階，平面が約69ｍ

（南北方向）×約57ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図

を第2.3－59図～第2.3－63図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 再処理設備本体 

4.6  脱硝施設 

4.6.1  概要 

<中略> 

  ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備

のウラン濃縮液第２中間貯槽から硝酸ウラニル溶

液を受け入れ，脱硝塔で脱硝処理してＵＯ３とし

た後，ＵＯ３を製品貯蔵施設へ搬送する設備であ

る。 

 

 

 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，精製施

設のウラン精製設備のウラン濃縮液第３中間貯槽

から硝酸ウラニル溶液，及びプルトニウム精製設

備のプルトニウム濃縮液中間貯槽から硝酸プルト

ニウム溶液を受け入れ，混合し，脱硝装置等で脱

硝処理等を行ってＭＯＸとした後，ＭＯＸを製品

貯蔵施設へ搬送する設備である。 

<中略> 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，地上2

階，地下2階の建物イ(5)(i)-③とする設計とす

る。 

 

【建物】（仕様表） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.5 脱硝施設 

ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設

備から受け入れた硝酸ウラニル溶液を加熱して

脱硝し，ウラン酸化物（以下「UO3」という。）

粉末としてウラン酸化物貯蔵容器に収納し，製

品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備に搬送する

イ(5)(i)-④設計とする。 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，精製

施設のウラン精製設備及びプルトニウム精製設

備からそれぞれ硝酸ウラニル溶液及び硝酸プル

トニウム溶液を受け入れ，混合した後加熱して

脱硝し，ウラン・プルトニウム混合酸化物

（UO2･PuO2，以下「MOX」という。）粉末として

混合酸化物貯蔵容器に収納し，製品貯蔵施設の

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備に搬

送するイ(5)(i)-⑤設計とする。 

 

 

設工認のイ(5)(i)-③

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(i)-

③と同義であり整合し

ている。 

 

 

設工認のイ(5)(i)-②

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(i)-

②と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)は，図面の呼び

込みであり，本設工認

の対象外である。 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(i)-④

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(i)- 

④と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(i)-⑤

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(i)-

⑤と同義であり整合し

ている。 

 

イ(5)(i)-② 

5874

j2160024
線

j2160024
線



    

 

ニ-175 

 

脱
硝
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ウラン脱硝設備系統概要図を第 16 図に，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝設備系統概要

図を第 17 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) ウラン脱硝設備 

 

濃縮缶             １基 

材料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

脱硝塔      ２基（１基／系列） 

種類  流動層式鋼 

材料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

(b) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

 

 

硝酸ウラニル貯槽        １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約２m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)は，図面の呼び

込みであり，本設工認

の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請所

(本文)において許可を

受けたウラン脱硝設備

の主要な設備は，本設

工の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請所

(本文)において許可を

受けたウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備の

溶液系の硝酸ウラニル

貯槽は，本設工認の対

象外である。 
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硝酸プルトニウム貯槽 １イ(5)(ⅱ)-①基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約１m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ．硝酸プルトニウム貯槽 

     種類   環状形 

     基数   １ 

     容量   約１ｍ３  

     主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ウラン・プルトニウム混合脱硝施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

イ(5)(ⅳ)-① 
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設工認のイ(5)(ⅱ)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

①と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅱ)-① 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

 

混合槽       ２イ(5)(ⅱ)-②基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約１m3／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｃ．混合槽   

     種類   環状形 

     基数   ２ 

     容量   約１ｍ３／基 

     主要材料 ステンレス鋼 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-②

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

②と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅱ)-② 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

一時貯槽      １イ(5)(ⅱ)-③基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約１m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｄ．一時貯槽 

     種類   環状形 

     基数   １ 

     容量   約１ｍ３  

     主要材料 ステンレス鋼 

<中略> 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-③

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

③と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅱ)-③ 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

脱硝装置     ２イ(5)(ⅱ)-④基 

（１基／系列） 

種類  マイクロ波加熱方式 

材料  イ(5)(ⅱ)-⑤ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焙焼炉      ２イ(5)(ⅱ)-⑥基 

（１基／系列） 

イ(5)(ⅱ)-⑦材料    ニッケル基合金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

<中略> 

  ｂ．脱硝装置 

     種類   マイクロ波加熱方式 

     基数   ２（１基／系列×２系列） 

     容量   約 20ｋＷ／基 

     主要材料 ステンレス鋼 

     附属品  脱硝皿 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 焙焼・還元系 

  ａ．焙焼炉 

     種類   ロータリキルン方式 

     基数   ２（１基／系列×２系列） 

     主要材料 ニッケル基合金（ハステロイ

Ｘ） 

     附属品  粉末ホッパ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-④

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

④と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-⑤

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

⑤と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-⑥

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

⑥と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-⑦

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

⑦と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅱ)-④ 

イ(5)(ⅱ)-⑤ 

イ(5)(ⅱ)-⑥ 

イ(5)(ⅱ)-⑦ 

イ(5)(ⅳ)-⑤ 

イ(5)(ⅳ)-② 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

還元炉      ２イ(5)(ⅱ)-⑧基 

（１基／系列） 

イ(5)(ⅱ)-⑨材料  ニッケル基合金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混合機       １イ(5)(ⅱ)-⑩基 

材料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ．還元炉 

     種類   ロータリキルン方式 

     基数   ２（１基／系列×２系列） 

     主要材料 ニッケル基合金（ハステロイ

Ｘ） 

     附属品  粉末ホッパ 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 粉体系   

<中略> 

  ｇ．混合機   

     種類   たて置平板形内部かくはん翼

付き 

     基数   １ 

     主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-⑧

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

⑧と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-⑨

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

⑨と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-⑩

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

⑩と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅱ)-⑩ 

イ(5)(ⅱ)-⑧ 

イ(5)(ⅱ)-⑨ 

イ(5)(ⅳ)-⑥ 

5883
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

粉末充てん機     １イ(5)(ⅱ)-⑪基 

材料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 脱硝する核燃料物質その他の有用物質の種

類及びその種類ごとの最大脱硝能力 

(a) 脱硝する核燃料物質その他の有用物質の

種類 

(ｲ) ウラン（ウラン－235 濃縮度 1.6wt%以

下） 

(ﾛ) ウランとプルトニウムの混合物（ウラン

とプルトニウムの重量混合比は１対１，ウ

ラン－235 濃縮度は 1.6wt%以下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｈ．粉末充てん機 

     種類   たて置円筒形 

     容量   約 12ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ） 

     基数   １ 

     主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅱ)-⑪

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅱ)-

⑪と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)の脱硝する核燃

料物質の同位体組成

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅱ)-⑪ 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 最大脱硝能力 

(ｲ) ウラン 

4.8 t･U/d（約 2.4 t･U/d/系列×２系

列） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.5 脱硝施設 

2.5.1 ウラン脱硝設備 

ウラン脱硝設備は，受入れ系，蒸発濃縮

系及びウラン脱硝系で構成する。 

ウラン脱硝設備は，最大 4.8t･U/d（約

2.4t･U/d/系列）で脱硝できる設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨

界安全管理を要する機器は，技術的に見て

想定されるいかなる場合でも，形状寸法管

理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理

及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合

せにより，単一ユニットとして臨界を防止

できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 

(1) 受入れ系 

受入れ系は，精製施設のウラン精製設備

のウラン濃縮液第 2 中間貯槽から硝酸ウラ

ニル溶液を硝酸ウラニル貯槽に受け入れ，

一時貯蔵し，蒸発濃縮系へ移送する設計と

する。 

なお，硝酸ウラニル貯槽は，ウラン脱硝

系で発生した規格外 UO3粉末の溶解液も受け

入れることができる設計とする。 

(2) 蒸発濃縮系 

蒸発濃縮系は，受入れ系からの硝酸ウラ

ニル溶液を硝酸ウラニル供給槽に受け入れ

た後，濃縮缶に供給し，蒸気により加熱し

て濃縮した後，ウラン脱硝系へ移送する設

計とする。 

濃縮缶で発生する廃ガスの凝縮液は，酸

及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第 2 酸

回収系の供給槽へポンプで移送する設計と

する。 

(3) ウラン脱硝系 

ウラン脱硝系は，蒸発濃縮系から硝酸ウ

ラニル濃縮液を濃縮液受槽に受け入れた

後，脱硝塔に供給し，熱分解して UO3粉末を

生成する設計とする。生成した UO3粉末につ

いては，シール槽を経て，UO3 受槽に抜き出

し，製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵容器
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が充てん定位置に設置していることを確認

した後，UO3 受槽からウラン酸化物貯蔵容器

に充てんし，フランジ構造のふたを取り付

けて封入する設計とする。 

UO3 受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充て

んしている間は，脱硝塔から連続的に排出

される UO3粉末を一時的にシール槽へ受け入

れる設計とする。 

なお，充てんする UO3粉末については，試

料採取し，原子核分裂生成物の含有率等を

分析確認することができる設計とする。 

ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を

用いて搬送した後，貯蔵容器クレーンを用

いて製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備

の貯蔵容器搬送台車に移載する設計とす

る。 

製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備か

ら受け入れた UO3粉末については，脱硝塔内

の流動層を形成するために脱硝塔へ移送す

るか，又は UO3 溶解槽に供給した後，溶解

し，硝酸ウラニル溶液として，受入れ系の

硝酸ウラニル貯槽へ移送する設計とする。 

また，脱硝塔内で発生する廃ガスの凝縮

液については，酸及び溶媒の回収施設の酸

回収設備の第 2 酸回収系の供給槽へポンプ

で移送する設計とする。 

なお，生成した UO3 粉末中の規格外 UO3 粉

末については，規格外製品受槽に受け入

れ，規格外製品容器に充てんする設計とす

る。規格外製品容器に充てんした UO3粉末に

ついては，UO3 溶解槽に供給した後，溶解

し，硝酸ウラニル溶液として，受入れ系の

硝酸ウラニル貯槽へ移送する設計とする。

また，ウラン試験時に用いる硝酸ウラニル

溶液の一部については，他の施設から UO3を

受け入れ，UO3 溶解槽にて溶解し，受入れ系

の硝酸ウラニル貯槽を経由して精製施設の

ウラン精製設備のウラン濃縮液第 2 受槽へ

移送する設計とする。 

脱硝塔は，流動層式の反応塔とし，硝酸

ウラニル溶液を熱分解してUO3粉末を生成す

る設計とする。脱硝塔は，下部から空気を

吹き込んで脱硝塔内部のUO3粉末を流動化

し，流動層を形成することができる設計と

する。この流動層の中に硝酸ウラニル溶液
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を空気とともに噴霧ノズルから噴霧供給

し，電気ヒータ及び内部加熱体で加熱し熱

分解する設計とする。 

また，脱硝塔内のUO3粉末の含水率を低く

抑えるため，脱硝塔内温度が低下した場合

には，硝酸ウラニル濃縮液供給停止系によ

り，脱硝塔内への硝酸ウラニル濃縮液の供

給を自動的に停止する設計とする。 

生成した UO3粉末については，脱硝塔の上

部抜き出し口を経て，脱硝塔からシール槽

へ移送する設計とする。 

また，脱硝塔の運転停止時は，下部抜き

出し口からUO3粉末を抜き出すことができる

設計とする。 

脱硝塔には，廃ガスに同伴する UO3粉末を

除去するため，塔頂部には，固気分離フィ

ルタとして，焼結金属フィルタを設ける設

計とする。 

充てん台車は，ウラン酸化物貯蔵容器 1

本を軌道上において取り扱い，ウラン酸化

物貯蔵容器が転倒し難い構造とするととも

に，取扱い時の搬送を安全かつ確実に行う

ため，逸走防止のインターロックを設ける

設計とする。 

貯蔵容器クレーンは，つりワイヤの二重

化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷

を保持できるフェイルセイフ機構を有する

設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，

ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さを 5m

以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及

び逸走防止のインターロックを設ける設計

とする。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) ウランとプルトニウムの混合物（ウラン

とプルトニウムの重量混合比は１対１） 

108 kg(U＋Pu)/d 

（約 54 kg(U＋Pu)/d/系列 

イ(5)(ⅲ)-①×２系列） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 主要な核的，熱的及び化学的制限値 

(a) 主要な核的制限値 

(ｲ) 単一ユニット 

混合槽 

混合調整後のウラン及びプルトニウム

の最大濃度比 

（プルトニウム／ウラン）   1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝塔下部最大内径      41.0cm 

 

 

 

 

 

2.5.2 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，

溶液系，ウラン・プルトニウム混合脱硝

系，焙焼・還元系，粉体系及び還元ガス供

給系で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，

ウランとプルトニウムの混合物（ウランと

プルトニウムの質量混合比は 1対 1）で最大

108kg･(U+Pu)/d(約 54kg･(U+Pu)/d/系列）で

脱硝できる設計とする。 

<中略> 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.5 脱硝施設 

<中略> 

脱硝施設は，ウラン脱硝設備2系列（一部1系

列）及びイ(5)(ⅲ)-①ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備 2 系列（一部 1 系列）で構成し，ウラ

ン脱硝設備はウラン脱硝建屋に収納し，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備はウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋に収納する設計とする。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅲ)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5) (ⅲ)-

①と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)の「混合調整後

のウラン及びプルトニ

ウムの最大濃度比」を

基に混合槽以降の各機

器の核的制限値が定ま

っており，以下のとお

り核的制限値に基づき

設計することから整合

している。 

 

事業変更許可申請書

(本文)の脱硝塔下部最

大内径は，本設工認の

対象外である。 

 

 

5888



    

 

ニ-189 

 

脱
硝
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 貯 槽 最 大 液 厚 み 

イ(5)(ⅳ)-①7.30cm 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅳ)-②,③脱硝装置（脱硝皿最大液

厚み） イ(5)(ⅳ)-④8.00cm 

焙焼炉最大内径   イ(5)(ⅳ)-⑤20.4cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅳ)-⑥混合機最大平板内厚み 

7.00cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ウラン・プルトニウム混合脱硝施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅳ)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5) (ⅳ)-

①と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅳ)-②

～④は，事業変更許可

申 請 書 ( 本 文 ) の イ

(5) (ⅳ)-②～④と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅳ)-②

～④は，事業変更許可

申 請 書 ( 本 文 ) の イ

(5) (ⅳ)-②～④と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅳ)-③,④ 
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イ(5)(ⅳ)-⑤ウラン酸化物貯蔵容器を１系

列当たり一時に１本ずつ取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ(5)(ⅳ)-⑥,⑦混合酸化物貯蔵容器を一時

に１本ずつ取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 複数ユニット 

混合酸化物貯蔵容器と粉末充てん機との

面間最小距離  79.6cm 

 

 

 

 

 

(b) 主要な熱的制限値 

ＴＢＰ，ｎ－ドデカン及びこれらの混合

物（以下「有機溶媒」という。）による火

災及び爆発の可能性がないので該当なし。 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.5 脱硝施設 

2.5.1 ウラン脱硝設備 

(3) ウラン脱硝系 

イ(5)(ⅳ)-⑤充てん台車は，ウラン酸化物

貯蔵容器 1 基を軌道上において取り扱い，

ウラン酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造と

するとともに，取扱い時の搬送を安全かつ

確実に行うため，逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。 

 

 

 

 

2.5.2 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

(4) 粉体系 

イ(5)(ⅳ)-⑥充てん台車は，混合酸化物貯

蔵容器１基を軌道上において取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とする

とともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確

実に行うため，逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。 

イ(5)(ⅳ)-⑦搬送台車は，混合酸化物貯蔵

容器１基を軌道上においてつり上げて取り

扱い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止す

るため，つりチェインの二重化を施すとと

もに，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅳ)-⑤

は，事業変更許可申請

書(本文)のイ(5)(ⅳ)-

⑤と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(5)(ⅳ)-⑥,

⑦は，事業変更許可申

請 書 ( 本 文 ) の イ

(5)(ⅳ)-⑥,⑦と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)の混合酸化物貯

蔵容器と粉末充てん

機との面間最小距離

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)の主要な熱的制

限値は，該当なしであ

り設計上の考慮は不要

としている。 
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(c) 主要な化学的制限値 

還元炉用窒素・水素混合ガス中の水素最

高濃度  6.0vol% 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.5 脱硝施設 

2.5.2 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨

界安全管理を要する機器は，技術的に見て

想定されるいかなる場合でも，形状寸法管

理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理

及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合

せにより，単一ユニットとして臨界を防止

できる設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。 

(1) 溶液系 

溶液系は，精製施設のプルトニウム精製

設備のプルトニウム濃縮液中間貯槽から硝

酸プルトニウム溶液及びウラン精製設備の

ウラン濃縮液第 3 中間貯槽から硝酸ウラニ

ル溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽，硝

酸ウラニル貯槽に受け入れ，これら両溶液

を混合槽に移送し，ウラン濃度及びプルト

ニウム濃度が等しくなるように混合調整

し，分析確認した後，定量ポットを経て一

定量ずつウラン・プルトニウム混合脱硝系

へ真空移送する設計とする。 

溶液系の機器を収納するセルの床には，

配管からセルへの漏えいの拡大を防止する

ために，ステンレス鋼性の漏えい液受皿を

設置し，漏えい検知装置を用いて漏えいし

た溶液を検知する設計とする。漏えいした

溶液は，ポンプで一時貯槽又は硝酸プルト

ニウム貯槽へ移送する設計とする。 

硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸

プルトニウム溶液を多量に内蔵する機器を

収納するセルにおいて，万一溶液の漏えい

が起きた場合は，漏えいした溶液が沸騰す

るおそれがあるため，漏えい検知装置を多

 

事業変更許可申請書

(本文)の主要な化学的

制限値は，本設工認の

対象外である。 
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重化するとともに，漏えいした溶液の移送

のためのポンプは，非常用所内電源系統に

接続し，外部電源が喪失した場合でも溶液

を移送できる設計とする。 

硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸

プルトニウム溶液を多量に内蔵する機器

は，その他再処理設備の附属施設の安全圧

縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の

放射線分解により発生する水素を可燃限界

濃度未満に抑制する設計とする。また，硝

酸プルトニウム貯槽等の主要機器は，接地

し，着火源を適切に排除する設計とする。 

溶液系のグローブボックスは，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設

計とする。閉じ込め部材であるパネルに可

燃性材料を使用する場合は，火災によるパ

ネルの損傷を考慮しても収納する機器の閉

じ込め機能を損なわない設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する硝酸プルトニウ

ム貯槽，混合槽及び一時貯槽を常設重大事

故等対処設備として位置付け，重大事故等

が発生した場合において，当該貯槽等から

の放射性物質の漏えいを防止できる設計と

する。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する硝酸プルトニウ

ム貯槽，混合槽及び一時貯槽は，同時に発

生するおそれがある冷却機能の喪失による

蒸発乾固及び放射線分解により発生する水

素による爆発による温度，圧力，湿度，放

射線及び荷重に対して，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する硝酸プルトニウ

ム貯槽，混合槽及び一時貯槽は，「放射線

分解により発生する水素による爆発」の発

生を仮定する機器における水素濃度ドライ

換算 12vol%での水素爆発に伴う瞬間的に上

昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 
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地震を要因とする重大事故等が発生した

場合においても，常設重大事故等対処設備

である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

及び「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の同時発生を仮定する硝酸プルト

ニウム貯槽，混合槽及び一時貯槽は，第１

章共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」

の「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることで重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分

解により発生する水素による爆発」の同時

発生を仮定する硝酸プルトニウム貯槽，混

合槽及び一時貯槽は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できるウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋に設置し，風（台風）等によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分

解により発生する水素による爆発」の同時

発生を仮定する硝酸プルトニウム貯槽，混

合槽及び一時貯槽は，配管の全周破断に対

して，適切な材料を使用することにより，

漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分

解により発生する水素による爆発」の同時

発生を仮定する硝酸プルトニウム貯槽，混

合槽及び一時貯槽は，内部発生飛散物の影

響を受けない場所に設置することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

(2) ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

ウラン・プルトニウム混合脱硝系は，溶

液系から受け入れた硝酸プルトニウム溶液

及び硝酸ウラニル溶液の混合溶液を中間ポ

ットに受け入れた後，脱硝装置の脱硝皿に

給液し，脱硝装置に附属するマイクロ波発

振器からマイクロ波を照射することによ
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り，蒸発濃縮・脱硝処理し，ウラン・プル

トニウム混合脱硝粉体とする設計とする。 

また，脱硝の終了は，照度計及び赤外線

温度計により，ウラン・プルトニウム混合

脱硝粉体の白熱を検知してマイクロ波の照

射を停止する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体につ

いては，隣接する脱硝皿取扱装置による取

扱いが可能となるようにシャッタを開いた

後，脱硝皿取扱装置を用いて乾燥・冷却・

粗砕し，空気輸送により焙焼・還元系へ移

送する設計とする。 

空気輸送を終了した脱硝皿は，秤量器で

空であることを確認した後，脱硝皿取扱装

置で搬送し，再び脱硝装置内に設置する設

計とする。 

また，脱硝装置内で発生する廃ガスの凝

縮液については，万一ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝粉体を含んだ場合に備えて凝縮

廃液ろ過器でろ過した後，凝縮廃液受槽に

受け入れ，プルトニウム濃度を分析確認し

た後，凝縮廃液貯槽に移送する設計とす

る。さらに，凝縮廃液貯槽で一時貯蔵した

後，精製施設のプルトニウム精製設備の低

濃度プルトニウム溶液受槽へポンプで移送

する設計とする。 

空気輸送に使用した廃ガスについては，

焼結金属フィルタを内蔵した固気分離器及

び 3 段の高性能粒子フィルタを経て，気体

廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋換気設備のグローブボック

ス・セル換気系へ移送する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝系のグロ

ーブボックスは，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用する設計とする。閉じ

込め部材であるパネルに可燃性材料を使用

する場合は，火災によるパネルの損傷を考

慮しても収納する機器の閉じ込め機能を損

なわない設計とする。 

(3) 焙焼・還元系 

焙焼・還元系は，ウラン・プルトニウム

混合脱硝系から受け入れたウラン・プルト

ニウム混合脱硝粉体を焙焼炉において空気

雰囲気中で加熱処理し，空気輸送により還

元炉へ移送する設計とする。 

5894



    

 

ニ-195 

 

脱
硝
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

還元炉では，窒素・水素混合ガス雰囲気

中で加熱処理し，MOX粉末とした後，粉体系

へ重力により移送する設計とする。 

還元炉へは，還元ガス供給系で水素濃度

を確認した還元用窒素・水素混合ガスを供

給する設計とする。 

焙焼炉及び還元炉の廃ガスについては，

焼結金属を内蔵した炉廃ガスフィルタを介

して，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガ

ス処理設備へ移送する設計とする。 

空気輸送に使用した廃ガスについては，

焼結金属フィルタを内蔵した固気分離器及

び 3 段の高性能粒子フィルタを経て，気体

廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋換気設備のグローブボック

ス・セル換気系へ移送する設計とする。 

焙焼炉はヒータ部温度を温度計により測

定し，ヒータ電流の制御系統で制御する設

計とする。また，ヒータ部温度の異常上昇

による閉じ込め機能の喪失を防止するた

め，焙焼炉加熱停止系により，焙焼炉のヒ

ータ加熱を自動的に停止する設計とする。 

還元炉はヒータ部温度を温度計により測

定し，ヒータ電流の制御系統で制御する設

計とする。また，ヒータ部温度の異常上昇

による閉じ込め機能の喪失を防止するた

め，還元炉加熱停止系により，還元炉のヒ

ータ加熱を自動的に停止する設計とする。 

還元炉は，接地し，着火源を適切に排除

する設計とする。 

(4) 粉体系 

粉体系は，保管容器を充てん定位置に設

置していることを確認した後，焙焼・還元

系から受け入れた MOX 粉末を粉砕機で粉砕

しながら保管容器に充てんする設計とす

る。 

充てん後，保管容器は，保管容器移動装

置及び保管昇降機で搬送し，MOX粉末を空気

輸送により混合機へ移送するか，又は保管

ピットに一時保管する設計とする。混合機

では，保管容器最大4本分のMOX粉末を混合

処理することができる設計とする。 

空気輸送に使用した廃ガスについては，

焼結金属フィルタを内蔵した固気分離器及

び 3 段の高性能粒子フィルタを経て，気体
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廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋換気設備のグローブボック

ス・セル換気系へ移送する設計とする。 

混合した MOX 粉末は，粉末充てん機へ移

送し，製品貯蔵施設の粉末缶が充てん定位

置に設置していることを確認した後，秤量

器で確認しながら充てんし，さらに別の秤

量器を用いて計量・確認する設計とする。 

なお，充てんする MOX 粉末については，

試料採取し，原子核分裂生成物の含有率等

を分析確認することができる設計とする。 

この MOX 粉末を充てんした粉末缶は，MOX

粉末の質量を確認した後，粉末缶払出装置

を用いて製品貯蔵施設の混合酸化物貯蔵容

器に収納し，汚染の検査を行った後，フラ

ンジ構造のふたを取り付けて封入する設計

とする。 

混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用

いて搬送し，搬送台車を用いてウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容器

台車に移載する設計とする。 

充てん台車は，混合酸化物貯蔵容器 1 本

を軌道上において取り扱い，混合酸化物貯

蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，

取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うた

め，逸走防止のインターロックを設ける設

計とする。 

搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器 1 本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混合

酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つ

りチェインの二重化を施すとともに，電源

喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイ

フ機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，

混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり

上げ防止及び逸走防止のインターロックを

設ける設計とする。 

(5) 還元ガス供給系 

還元ガス供給系は，還元炉に使用する還

元用窒素・水素混合ガスを製造し，還元炉

へ供給する設計とする。還元用窒素・水素

混合ガスは，還元ガス供給槽にて，水素ガ

スを窒素ガスで希釈・調整する設計とす

る。調整した還元用窒素・水素混合ガス

は，水素濃度を確認し，還元ガス受槽を経
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て還元炉へ供給する設計とする。 

還元ガス供給槽及び還元ガス受槽は，接

地し，着火源を適切に排除する設計とす

る。 

また，還元ガス受槽は，水素濃度計によ

って、還元用窒素・水素混合ガス中の水素

濃度を監視する設計とする。また，還元用

窒素・水素混合ガス中の水素濃度を可燃限

界濃度未満とするため，水素濃度高警報に

より警報を発するとともに，還元用窒素・

水素混合ガスの供給を自動的に停止する停

止系を設ける設計とする。 

 

脱硝施設の対象となる主要な設備について，

「第 1-2-5 表 脱硝施設の主要設備リスト」に

示す。    
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ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

(6) 酸及び溶媒の回収施設 

(ⅰ) 構  造 

 

 

酸及び溶媒の回収施設は，酸回収設備１

系列及び溶媒回収設備１系列で構成し，分

離建屋及び精製建屋にそれぞれ収納する。 

 

 

分離建屋の主要構造は「(3) 分離施設 

(ⅰ) 構造」に示す。 

 

 

また，精製建屋の主要構造は「(4) 精製

施設 (ⅰ) 構造」に示す。 

 

 

 

 

 

 酸回収設備は，第１酸回収系及び第２酸

回収系で構成する。 

 

 

 

第１酸回収系は，液体廃棄物の廃棄施設

等から発生する使用済硝酸を蒸留精製して

回収し，溶解施設，分離施設等に移送して

再利用する設備である。 

 

 

 

第２酸回収系は，精製施設，脱硝施設等

から発生する使用済硝酸を蒸留精製して回

収し，分離施設，精製施設等に移送して再

利用する設備である。 

 

 

 

溶媒回収設備は，溶媒再生系及び溶媒処

理系で構成する。溶媒回収設備は，分離施

設及び精製施設から発生する使用済有機溶

媒を洗浄及び蒸留で精製して回収し，分離

施設及び精製施設に移送して再利用する設

備である。  

 

(６) 酸及び溶媒の回収施設 

(ⅰ) 構  造 

 

 

 

酸及び溶媒の回収施設は，再処理施設で発生す

る使用済みの硝酸を回収する酸回収設備，並びに

分離施設及び精製施設から発生する使用済みの有

機溶媒を回収する溶媒回収設備で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

2.6 酸及び溶媒の回収施設 

 

＜中略＞ 

 

酸及び溶媒の回収施設は，酸回収設備 1系列及

び溶媒回収設備 1系列で構成し，分離建屋及び精

製建屋にそれぞれ収納する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

酸回収設備は，第 1酸回収系及び第 2酸回収系

で構成する。 

 

＜中略＞ 

 

第 1酸回収系は，液体廃棄物の廃棄施設等から

発生する使用済硝酸を蒸留精製して回収し，溶解

施設，分離施設等に移送して再利用する設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

 

第 2 酸回収系は，精製施設，脱硝施設等から発

生する使用済硝酸を蒸留精製して回収し，分離施

設，精製施設等に移送して再利用する設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

 

溶媒回収設備は，溶媒再生系及び溶媒処理系で

構成する。溶媒回収設備は，分離施設及び精製施

設から発生する使用済有機溶媒を洗浄及び蒸留で

精製して回収し，分離施設及び精製施設に移送し

て再利用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）「(3) 分離

施設 (ⅰ) 構造」に

示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ニ．(4) 

精製施設 (ⅰ) 構

造」に示す。 
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ニ.(6)(ⅰ)(a)－① 

酸回収設備系統概要図を第 18図に，溶媒

回収設備系統概要図を第 19図に示す。 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 酸回収設備 

第１酸回収系 

 

ニ.(6)(ⅱ)(a)－① 

蒸 発 缶          １基 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

ニ.(6)(ⅱ)(a)－② 

精 留 塔          １基 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

第２酸回収系 

ニ.(6)(ⅱ)(a)－③ 

蒸 発 缶          １基 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(6)(ⅱ)(a)－④ 

精 留 塔          １基 

材  料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅰ)(a)－①

は，図面の呼び込みで

あり，本設工認の対象

外である。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(a)－①

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(a)－②

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(a)－③

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(a)－④

は，本設工認では仕様

表対象外である。 
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(b) 溶媒回収設備 

溶媒再生系 

分離・分配系 

第１洗浄器        １基 

種  類 ミキサ・セトラ 

材  料 ステンレス鋼 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．分離・分配系 

 

 

(ａ) 第１洗浄器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約１ｍ 

容 量 約 2.6ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【溶媒回収設備】（仕様表） 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

設工認の

ニ.(6)(ⅱ)(b)－①

は，事業変更許可申

請書(本文)の

ニ.(6)(ⅱ)(b)－①と

同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－①  
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ニ.(6)(ⅱ)(b)－② 

第２洗浄器        １基 

種  類 ミキサ・セトラ 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－③ 

第３洗浄器        １基 

種  類 ミキサ・セトラ 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

プルトニウム精製系 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－④ 

第１洗浄器        １基 

種  類 ミキサ・セトラ 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑤ 

第２洗浄器        １基 

種  類 ミキサ・セトラ 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑥ 

第３洗浄器        １基 

種  類 ミキサ・セトラ 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

      ウラン精製系 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑦ 

第１洗浄器        １基 

種  類 ミキサ・セトラ 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－②

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－③

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－④

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑤

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑥

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑦

は，本設工認では仕様

表対象外である。 
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ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑧ 

第２洗浄器        １基 

種  類 ミキサ・セトラ 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑨ 

第３洗浄器        １基 

種  類 ミキサ・セトラ 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

      溶媒処理系 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑩ 

第１蒸発缶        １基 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑪ 

第２蒸発缶        １基 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑫ 

溶媒蒸留塔        １基 

材  料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

ニ.(6) (ⅲ)－①②  
(ⅲ) 回収する酸及び溶媒の種類及びその種類ご

との最大回収能力 

(a) 回収する酸及び溶媒の種類 

酸    硝酸（約 11規定） 

溶媒   ｎ－ドデカン 

ＴＢＰ及びｎ－ドデカンの混

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 酸回収設備 

＜中略＞ 

ニ.(6) (ⅲ)－①酸回収設備は，分離施設等が

4.8t・UPr/d処理した時に発生する使用済みの硝酸か

ら硝酸を回収できるよう 10m3/h の最大回収能力を

有する設計とする。 

なお，酸回収設備で回収する硝酸の濃度は，約

11mol／Lである。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑧

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑨

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑩

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑪

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた

ニ.(6)(ⅱ)(b)－⑫

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

 

 

設工認のニ.(6) (ⅲ)

－①及びニ.(6) (ⅲ)

－②は事業変更許可申

請書（本文）のニ.(6) 
(ⅲ)－①②と同義であ

り整合している。 
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合物（ＴＢＰ約 30%以上） 

(b) 最大回収能力 

使用済硝酸  10m3/h以上（酸回収設

備） 

使用済有機溶媒  5.3m3/h以上（溶媒

回収設備の溶媒再生系）0.4m3/h以上（溶

媒回収設備の溶媒処理系） 

 

 

 

 

 

ニ.(6) (ⅳ)－①  
 (ⅳ) 主要な熱的及び化学的制限値 

(a) 主要な熱的制限値 

第２酸回収系蒸発缶加熱蒸気最高温度 

135℃ 

(b) 主要な化学的制限値 

溶媒再生系のｎ－ドデカン引火点 74℃ 

2.6.2 溶媒回収設備 

 

ニ.(6) (ⅲ)－②溶媒回収設備の溶媒再生系及び

溶媒処理系は，分離施設等が 4.8t・UPr/d処理した

時に発生する使用済みの有機溶媒を処理できるよ

う，それぞれ 5.3m3/h以上及び 0.4m3/h以上の最大

回収能力を有する設計とする。 

なお，溶媒回収設備で回収する有機溶媒の種類

は，n-ドデカン並びに TBP及び n-ドデカンの混合

物(TBP約 30%以上)である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

2.6 酸及び溶媒の回収施設 

 酸及び溶媒の回収施設の設計に係る共通的な

設計方針については，第 1章 共通項目の「2. 

地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機

能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再

処理施設内における溢水による損傷の防止」，

「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」及び「9.設備に対する要求」に

基づくものとする。 

 

2.6.1 酸回収設備 

 

＜中略＞ 

 

(1) 第 1酸回収系 

 

＜中略＞ 

 

第 1酸回収系は，分離施設の分離建屋一時貯留

処理設備の第 1一時貯留処理槽等から相分離槽に

受け入れた洗浄廃液及び気体廃棄物の廃棄施設の

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス洗浄塔等

から低レベル無塩廃液受槽に受け入れた洗浄廃液

並びに液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶等から発生した使用済硝酸を第 1供給槽又は第

2供給槽に受け入れた後，蒸発缶に供給する設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたニ.(6) (ⅳ)

－①は，本設工認では

仕様表対象外である。 
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とする。蒸発缶は，減圧下で使用済硝酸を蒸発さ

せ，蒸気は精留塔に送る設計とする。精留塔は，

減圧下で硝酸と水を分離し回収する設計とする。 

蒸発缶の濃縮液については，スチームジェット

ポンプで分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽に

移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液濃縮設備へ移送する設計とする。酸溶③-5 

回収した硝酸については，回収硝酸受槽を経て

ポンプで溶解施設，分離施設等へ移送して再利用

する設計とする。 

精留塔の濃縮液については，第 1供給槽又は第

2供給槽へ移送し，再度蒸発缶に供給する設計と

する。 

回収した水については，ポンプで液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第 2低レベル

廃液受槽へ移送し，一部は，液体廃棄物の廃棄施

設の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶

で再利用する設計とする。 

 

第 1酸回収系の主要機器は，接地し，着火源を

適切に排除する設計とする。 

 

第 1酸回収系の蒸発缶は，運転温度を低くして

腐食し難い環境とするため，減圧条件下で使用済

硝酸を蒸発させる設計とする。 

第 1酸回収系の精留塔は，運転温度を低くして

腐食し難い環境とするため，減圧条件下で硝酸と

水を回収する設計とする。また，精留塔上部には

圧力計を設置するとともに，精留塔の凝縮器での

冷却能力の低下による放射性物質の浄化機能の低

下を防止するために，精留塔加熱部に供給する加

熱蒸気を自動的に遮断する加熱蒸気停止系を設け

る設計とする。 

 

 

(2) 第 2酸回収系 

 

＜中略＞ 

 

第 2酸回収系は，精製施設のウラン精製設備の

抽出廃液 TBP洗浄器からの抽出廃液を油水分離槽

に受け入れ，有機溶媒を分離した後，供給液受槽

を経由して供給槽へ移送するとともに，精製施設

のプルトニウム精製設備の抽出廃液中間貯槽から

の抽出廃液等の使用済硝酸については供給液受槽

を経由して供給槽に受け入れる設計とする。ま

た，脱硝施設のウラン脱硝設備の脱硝塔の脱硝廃
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ガスの凝縮液等の使用済硝酸を低レベル無塩廃液

受槽及び供給液受槽を経由して，供給槽に受け入

れる設計とする。 

供給槽から使用済硝酸を蒸発缶に供給する設計

とする。蒸発缶は，減圧下で使用済硝酸を蒸発さ

せ，蒸気は精留塔に送る設計とする。精留塔は，

減圧下で硝酸と水を分離し回収する設計とする。 

蒸発缶の濃縮液については，スチームジェット

ポンプで分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽へ

移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液濃縮設備へ移送する設計とする。 

回収した硝酸については，回収硝酸受槽を経て

ポンプで分離施設，精製施設等へ移送して再利用

するか又はポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レ

ベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃液受槽等

へ移送する設計とする。 

精留塔の濃縮液については，供給槽へ移送し，

再度蒸発缶に供給する設計とする。 

回収した水については，ポンプで液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第 2低レベル

廃液受槽へ移送する設計とする。 

 

第 2酸回収系の主要機器は，接地し，着火源を

適切に排除する設計とする。 

 

油水分離槽は，蒸発缶での TBP等の錯体の急激

な分解反応を防止するため，TBPの混入防止対策

として精製施設のウラン精製設備の抽出廃液から

有機溶媒を分離する堰を槽の内部に設け，供給槽

へは水相のみを移送する設計とする。 

第 2酸回収系の蒸発缶は，運転温度を低くして

腐食し難い環境とするため，減圧条件下で使用済

硝酸を蒸発させる設計とする。 

第 2酸回収系の蒸発缶は，蒸発缶の加熱部に供

給する加熱蒸気の温度を加熱蒸気の圧力により制

御し，温度計により監視し，温度高により警報を

発する設計とする。また，蒸気発生器へ供給する

一次蒸気の流量の増大による TBP等の錯体の急激

な分解反応への拡大を防止するため，加熱蒸気の

温度が制限値を超えないように，蒸気発生器に供

給する一次蒸気及び蒸発缶の加熱部に供給する加

熱蒸気を自動的に遮断する加熱蒸気停止系を設け

る設計とする。 

第 2酸回収系の精留塔は，運転温度を低くして

腐食し難い環境とするため，減圧条件下で硝酸と

水を回収する設計とする。 

また，精留塔上部には圧力計を設置するととも
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に，精留塔の凝縮器での冷却能力の低下による放

射性物質の浄化機能の低下を防止するために，蒸

気発生器に供給する一次蒸気及び精留塔加熱部に

供給する加熱蒸気を自動的に遮断する加熱蒸気停

止系を設ける設計とする。 

 

2.6.2 溶媒回収設備 

 

＜中略＞ 

 

なお，溶媒回収設備で回収する有機溶媒の種類

は，n-ドデカン並びに TBP及び n-ドデカンの混

合物である。 

 

(1) 溶媒再生系 

溶媒再生系は，分離・分配系の第 1洗浄器に分

離施設の分配設備のウラン逆抽出器から使用済み

の有機溶媒を，プルトニウム精製系の第 1洗浄器

に精製施設のプルトニウム精製設備のウラン逆抽

出器から使用済みの有機溶媒を，ウラン精製系の

第 1洗浄器に精製施設のウラン精製設備の逆抽出

器から使用済みの有機溶媒を受け入れる設計とす

る。 

各々の第 1洗浄器に受け入れる使用済みの有機

溶媒の TBPについては，溶媒処理系で回収する回

収溶媒を添加する設計とする。 

なお，TBP濃度については，各々の溶媒再生系

での洗浄の後に，定期的に試料採取して分析によ

って確認する設計とする。 

第 1洗浄器の第 1段に受け入れた使用済みの有

機溶媒については，第 1段及び第 2段で炭酸ナト

リウムを用いて洗浄した後，第 2段から抜き出

し，第 2洗浄器に移送する設計とする。第 2洗浄

器では，有機溶媒を硝酸を用いて洗浄した後，第

1洗浄器の第 3段へ移送する設計とする。第 2洗

浄器からの有機溶媒については第 3段及び第 4段

で炭酸ナトリウムを用いて洗浄した後，第 3洗浄

器に移送し，水酸化ナトリウムで洗浄する設計と

する。 

第 1洗浄器から第 3洗浄器の洗浄によって，使

用済みの有機溶媒中の溶媒の劣化物等を除去する

設計とする。 

分離・分配系の洗浄後の有機溶媒については，

ゲデオンで分離施設の分離設備，分配設備へ移送

し再利用するとともに，一部は溶媒処理系の溶媒

供給槽へ移送する設計とする。プルトニウム精製

系の洗浄後の有機溶媒については，ゲデオンで精
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製施設のプルトニウム精製設備へ移送し再利用す

るとともに，一部は分離・分配系の洗浄後の有機

溶媒に混合する設計とする。 

ウラン精製系の洗浄後の有機溶媒については，

ポンプで精製施設のウラン精製設備及びプルトニ

ウム精製設備へ移送し再利用するとともに，一部

はプルトニウム精製系の洗浄後の有機溶媒に混合

する設計とする。 

分離・分配系の有機溶媒の洗浄により発生する

廃液については，スチームジェットポンプで液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアル

カリ廃液供給槽へ移送する設計とする。 

プルトニウム精製系の有機溶媒の洗浄により発

生する廃液については，スチームジェットポンプ

で液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備

のアルカリ廃液供給槽へ移送するか又は低レベル

廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃液受槽等へ移

送する設計とする。 

ウラン精製系の有機溶媒の洗浄により発生する

廃液については，スチームジェットポンプで液体

廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第 1

低レベル第 1廃液受槽等へ移送する設計とする。 

 

溶媒再生系の主要機器は，接地し，着火源を適

切に排除する設計とする。 

 

溶媒再生系の第１洗浄器及び第３洗浄器は，有

機溶媒の洗浄の効率を高めるために，第１洗浄器

及び第３洗浄器の下部にジャケットを設けて約

90℃の温水を供給し，第１洗浄器及び第３洗浄器

内の溶液の温度を約 50℃とする。 

第１洗浄器及び第３洗浄器は，機器内の溶液の

温度を制御，監視する設計とする。また，第１洗

浄器及び第３洗浄器での有機溶媒の流量低下及び

ジャケットに供給する温水の温度上昇により，当

該機器内の温度が希釈剤の引火点（74℃）を超え

ることを防止するために，溶液の温度高により警

報を発するとともに，温水の供給を自動的に停止

する設計とする。 

第１洗浄器及び第３洗浄器は，有機溶媒の流量

低下により，当該機器内の温度が希釈剤の引火点

（74℃）を超えることを防止するために，分離施

設等から重力流で溶媒再生系に受け入れる有機溶

媒の流量は，分離施設等において監視し，流量の

異常を検知し，警報を発する設計とする。 

分離・分配系の第１洗浄器は，その他再処理設

備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に
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供給し，溶液の放射線分解により発生する水素を

可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

 

(2) 溶媒処理系 

溶媒処理系は，溶媒再生系の分離・分配系の第

3洗浄器からの洗浄後の有機溶媒を溶媒供給槽に

受け入れ，第 1蒸発缶に供給し水分を除去する設

計とする。第 1蒸発缶からの有機溶媒について

は，第 2蒸発缶で蒸発させ，蒸気は溶媒蒸留塔へ

移送し，回収希釈剤と回収溶媒を得る設計とす

る。溶媒蒸留塔上部から得た回収希釈剤について

は，回収希釈剤中間貯槽を経て回収希釈剤第 1貯

槽に受け入れ，ポンプで分離施設，精製施設に移

送し再利用するか又は回収溶媒第 3貯槽に移送す

る設計とする。 

溶媒蒸留塔下部から得た回収溶媒については，

回収溶媒中間貯槽を経て回収溶媒第 1貯槽に受け

入れ，溶媒再生系で再利用するか又は回収溶媒第

3貯槽に移送する設計とする。 

第 1蒸発缶からの凝縮液については，スチーム

ジェットポンプ等で酸回収設備又は液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第 1低レベル

第 1廃液受槽等へ移送する設計とする。 

第 2蒸発缶の未蒸発の有機溶媒については，第

2蒸発缶に再循環させるとともに，一部は廃有機

溶媒残渣として廃有機溶媒残渣中間貯槽に受け入

れ，ポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固

体廃棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移送する設計

とする。 

回収溶媒第 3貯槽に受け入れた回収希釈剤及び

回収溶媒については，各々廃希釈剤及び廃有機溶

媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベ

ル固体廃棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移送する

か又は再度蒸留処理する設計とする。 

分離施設及び精製施設で使用した有機溶媒を新

しい有機溶媒に更新する場合，溶媒処理系に受け

入れる有機溶媒については，回収溶媒第 3貯槽を

経て，廃有機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃

棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の廃溶媒処

理系へ移送することもできる設計とする。 

 

なお，溶媒処理系の主要機器は，接地し，着火

源を適切に排除する設計とする。 

 

第 1蒸発缶及び第 2蒸発缶は、減圧条件下で運

転し、有機溶媒を蒸発させる設計とする。また，

溶媒蒸留塔は、減圧条件下で運転し,希釈剤と有
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機溶媒に分離し回収する設計とする。 

第１蒸発缶，第２蒸発缶及び溶媒蒸留塔は，有

機溶媒へ着火するおそれのない可燃領域外で有機

溶媒の処理を行う設計とするとともに，廃ガスに

は，不活性ガス（窒素）を注入して排気する設計

とする。 
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ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備 

(1) 構 造 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設

備で処理したＵＯ３を受け入れ貯蔵するウラ

ン酸化物貯蔵設備及び脱硝施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝設備で処理したＭＯＸを

受け入れ，貯蔵するウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵設備で構成し，ウラン酸化物貯

蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋に収納し，

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋に収納する。 

 

 

ウラン酸化物貯蔵建屋の主要構造は，鉄筋

コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート

造）で，地上２階，地下２階，建築面積約

2,700m2の建物ホ(1)－①である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 製品貯蔵施設 

5.1  概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品貯蔵施設は，ウラン酸化物貯蔵設備及びウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成す

る。 

ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱

硝設備で生成したＵＯ３粉末の製品を貯蔵する設

備である。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，

脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で

生成したＭＯＸ粉末の製品を貯蔵する設備であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 製品貯蔵施設 

  製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針に

ついては，第 1 章 共通項目の「1. 核燃料物質

の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象

等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等に

よる損傷の防止」，「6. 再処理施設内における

溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内に

おける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，

「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」に基

づくものとする。 

  製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で

処理したウラン酸化物（以下「UO3」という。）粉

末を受け入れ，貯蔵するウラン酸化物貯蔵設備及

び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備

で処理したウラン・プルトニウム混合酸化物

（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を受け

入れ，貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウ

ラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋に収納する設計とする。 

 

  ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上 2 階，地下 2 階

の建物ホ(1)－①とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ(1)－①

は，変更許可申請書

（本文）ホ(1)－①と

同義であり整合して

いる。 

変更許可申請書（本

文）において許可を

受けたウラン酸化物

貯蔵建屋の「主要構

造」のうち、「材料

及び建築面積」は，

本設工認の対象外で

ある。 
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ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

１階，地下４階ホ(1)－②，建築面積約

2,700m2の建物ホ(1)－③である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図を第

110図から第114図に，ウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図を第 115

図から第 120 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，製

品貯蔵施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地

上高さ約 14ｍ），地下４階，平面が約 56ｍ（南北方

向）×約 52ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，

地上 1階，地下 4階の建物ホ(1)－③とする設計と

する。 

＜中略＞ 

【建物】（仕様表） 

 
 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 製品貯蔵施設 

<中略> 

  ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機

器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理

並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとし

て臨界を防止できる設計とする。 

  ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，中性

子吸収材管理を組み合わせて適切に配置するこ

と，また，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の単一ユニットは，適切に配置することによ

り，複数ユニットとして臨界を防止できる設計と

する。 

  ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3 粉末をウラン酸化

物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能

 

 

設工認のホ(1)－②，

③は変更許可申請書

（本文）のホ(1)－

②，③と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）の記載は図

面 の 呼 び 込 み で あ

り，本設工認の対象

外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ(1)－② 
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を確保できる設計とする。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，

MOX 粉末充てん済みの粉末缶を混合酸化物貯蔵容

器に封入することにより，閉じ込め機能を確保で

きる設計とする。 

 

3.1 ウラン酸化物貯蔵設備 

   ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン

脱硝設備からUO3粉末を封入したウラン酸化物貯

蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及び昇降

リフトで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケッ

トに収納後，バスケット搬送台車及び昇降リフ

トで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に貯蔵す

る設計とする。 

   UO3 粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他

施設へ払い出す場合は，貯蔵室クレーン，バス

ケット搬送台車及び昇降リフトを用いてトラッ

クヤードから払い出す設計とする。 

   ウラン脱硝設備から受け入れた一部のUO3粉末

及び貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，貯蔵容

器取扱室で一時保管した後，脱硝塔内の流動層

を形成するため，又は UO3 溶解槽で溶解するた

め，脱硝施設のウラン脱硝設備に移送する設計

とする。 

   貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，保障措置

検査のため貯蔵容器取扱室へ移送した後，再度

貯蔵室に貯蔵する設計とする。また，貯蔵室に

貯蔵した空き容量を有する貯蔵バスケットは，

搬送室へ移送し，UO3 粉末を封入したウラン酸化

物貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵す

る設計とする。 

   貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器

1 本を軌道上において取り扱い，ウラン酸化物

貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とするとと

もに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行う

ため，逸走防止のインターロックを設ける設計

とする。 

   昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台又はバ

スケット搬送台車 1 台を載せたまま，ウラン酸

化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コンク

リート軀体内を昇降する油圧駆動方式とし，電

源喪失時にも荷を保持するフェイルセイフ機構

を有する設計とするとともに，運転を安全かつ

確実に行うため，逸走防止のインターロックを

設ける設計とする。 

   移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器 1 本

をつり上げて取り扱い，ウラン酸化物貯蔵容器
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の取り扱い時の落下を防止するため，つりワイ

ヤの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつ

り荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設

計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラ

ン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さを 5ｍ以下と

し，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止

のインターロックを設ける設計とする。 

   バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット１基

を軌道上において取り扱い，貯蔵バスケットが

転倒及び落下し難い構造とするとともに，取り

扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走

防止のインターロックを設ける設計とする。 

   貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット 1 基を取

り扱い，貯蔵バスケット取り扱い時の落下を防

止するため，つりワイヤの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイル

セイフ機構を有する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵

バスケットのつり上げ高さを 6ｍ以下とし，つ

かみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。 

 

3.2 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝

設備から MOX 粉末充てん済みの粉末缶を封入し

た混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台

車及び昇降機により搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホ

ールに貯蔵する設計とする。 

   混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合

は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯蔵

容器台車，昇降機，移載機，払出台車，運搬容

器台車及び天井クレーンを用いてローディング

ドックから払い出す設計とする。 

   貯蔵ホールに貯蔵した一部の MOX 粉末は，保

障措置検査のため，脱硝施設のウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備へ移送した後，再度貯蔵ホ

ールに貯蔵する設計とする。 

   粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，MOX 燃料

加工施設と共用し，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。 

   貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器

が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時

の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止の

インターロック及び衝突防止のインターロック
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を設ける設計とする。 

   昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上

においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵

容器の落下を防止するため，つりチェインの二

重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する設計とす

る。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，混合

酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止

及び逸走防止のインターロックを設ける設計と

する。 

   貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道

上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯

蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，つり

チェインの二重化を施すとともに，電源喪失時

にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有

する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，混合

酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止

及び逸走防止のインターロックを設ける設計と

する。 

   移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上

においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵

容器の落下を防止するため，つりチェインの二

重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する設計とす

る。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，混合

酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止

及び逸走防止のインターロックを設ける設計と

する。 

   払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道

上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が転

倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬

送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。 

 

製品貯蔵施設の対象となる主要な設備につい

て，「第 1-3 表 製品貯蔵施設の主要設備リス

ト」に示す。 
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ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

は，地下４階において貯蔵容器搬送用洞道と

接続し，ＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を収

納した混合酸化物貯蔵容器をＭＯＸ燃料加工

施設の洞道搬送台車を用いて搬送し，ＭＯＸ

燃料加工施設へ払い出す。このため，粉末缶

及び混合酸化物貯蔵容器ホ(1)－⑥をＭＯＸ

燃料加工施設と共用ホ(1)－⑦するととも

に，ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車を再

処理施設と共用する。 

貯蔵容器搬送用洞道との接続に伴い，貯蔵

容器搬送用洞道及びＭＯＸ燃料加工施設の燃

料加工建屋の一部は，負圧管理の境界として

共用する。 

共用の範囲には，再処理施設境界の扉及び

ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉を含み，再処理

施設境界の扉は，火災影響軽減設備の防火戸

とする。 

粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器並びにＭＯ

Ｘ燃料加工施設の洞道搬送台車，貯蔵容器搬

送用洞道及び燃料加工建屋の一部は，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 

 

 

  (2) 主要な設備及び機器の種類 

  (ⅰ) ウラン酸化物貯蔵設備 

     ウラン酸化物貯蔵容器     １式 

     材  料  ステンレス鋼 

     容  量  約１t･U／貯蔵容器 

     貯蔵バスケット        １式 

     容量 ウラン酸化物貯蔵容器４本／基 

     貯蔵バスケット貯蔵エリア 

     貯蔵容量  貯蔵バスケット 1,000 基 

     貯蔵容器搬送台車       １台 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

5.3.1  概要 

<中略> 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のう

ち，粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用するとともに，ＭＯＸ燃料加工

施設の洞道搬送台車は再処理施設と共用する。 

<中略> 

 

5.3.2  設計方針 

<中略> 

 (6) 共用 

粉末缶，混合酸化物貯蔵容器及びＭＯＸ燃料

加工施設の洞道搬送台車は，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

3. 製品貯蔵施設 

 3.2 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

<中略> 

   粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器ホ(1)－⑥

は，MOX 燃料加工施設と共用ホ(1)－⑦し，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本

文）において許可を

受けた貯蔵容器搬送

用洞道のウラン・プ

ルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋接続に係

る設計は本設工認の

対象外である。 

設工認のホ(1)－④,

⑤は，変更許可申請

書（本文）ホ(1)－

④,⑤と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたウラン酸

化物貯蔵容器，貯蔵

バスケット，貯蔵バ

スケット貯蔵エリア

及び貯蔵容器搬送台

車は，本設工認の対

象外である。 
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ホ-7 

 

脱
硝
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (ⅱ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設

備 

 

     混合酸化物貯蔵容器      １式 

     （ホ(2)(ⅱ)－①ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

     材  料  ホ(2)(ⅱ)－②ステンレス

鋼 

     容  量  粉末缶３缶／貯蔵容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.3－１表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の主要設備の仕様 

<中略> 

(2) 混合酸化物貯蔵容器（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

   種類 たて置円筒形 

   本数 １式 

   容量 粉末缶３缶／貯蔵容器 

   主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製品貯蔵施設】（仕様表） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ(2)(ⅱ)－

①は，変更許可申請

書（本文）ホ(2)(ⅱ)

－①と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ(4)(i)－③ 

ホ(4)(i)－③ 
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ホ-8 

 

脱
硝
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

     （粉末缶容量は約 12kg･(Ｕ＋Ｐｕ)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.3－１表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備の主要設備の仕様 

(1) 粉末缶（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

   種類 たて置円筒形 

   缶数 １式 

   容量 約 12ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／缶 

   主要材料 アルミニウム合金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ(3)(ⅰ)－① 
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ホ-9 

 

脱
硝
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

     貯蔵ホール 

     構  成  ホール ホ(2)(ⅱ)－③

1,680 本 

     （混合酸化物貯蔵容器１本／ホール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     貯蔵台車           ４台 

 

  (3) 貯蔵する製品の種類及びその種類ごとの最

大貯蔵能力 

  (ⅰ) 貯蔵する製品の種類 

   (a) ホ(3)(ⅰ)－①ウラン（ＵＯ３） 

   (b) ホ(3)(ⅰ)－②ウランとプルトニウムの

混合物（ＭＯＸ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 貯蔵ホール 

   種類 換気空冷・たて置円筒管貯蔵方式 

   構成 ホール 1,680 本 

      （混合酸化物貯蔵容器１本／ホール） 

   容量 混合酸化物貯蔵容器 1,680 本 

<中略> 

 
 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 製品貯蔵施設 

<中略> 

  製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で

処理したホ(3)(ⅰ)－①ウラン酸化物（以下

「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウ

ラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝設備で処理したホ(3)(ⅰ)

－②ウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・

PuO2，以下「MOX」という。）粉末を受け入れ，

貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラ

ン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋に収納する設計とす

る。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ(2)(ⅱ)－

②は，変更許可申請

書（本文）ホ(2)(ⅱ)

－②と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた貯蔵台車

は，本設工認の対象

外である。 

設工認のホ(3)(ⅰ)－

①,②は，変更許可申

請 書 （ 本 文 ） ホ

(3)(ⅰ)－①,②と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

ホ(2)(ⅱ)－② 

ホ(4)(i)－④ 
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ホ-10 

 

脱
硝
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (ⅱ) 最大貯蔵能力 

   (a) ウラン 

     4,000 t･U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (b) ホ(3)(ⅱ)－①ウランとプルトニウムの

混合物（ウランとプルトニウムの重量混合

比は１対１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ホ(3)(ⅱ)－②,③,④60 t･(U＋Pu) 

 

 

 

 

  (4) 主要な核的制限値 

  (ⅰ) 単一ユニット 

     貯蔵容器搬送台車はウラン酸化物貯蔵容

器ホ(4)(ⅰ)－①を１台当たり一時に１本

ずつ取り扱う。 

 

 

 

 

     貯蔵台車は混合酸化物貯蔵容器ホ

(4)(ⅰ)－②を１台当たり一時に１本ずつ

取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ウラン酸化物貯蔵設備 

<中略> 

   貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器

ホ(4)(ⅰ)－①1 本を軌道上において取り扱い，

ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構

造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全か

つ確実に行うため，逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。 

<中略> 

3.2 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

<中略> 

   貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器ホ(4)(ⅰ)

－②１本を軌道上においてつり上げて取り扱

い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を防

止するため，つりチェインの二重化を施すとと

もに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイ

ルセイフ機構を有する設計とする。 

<中略> 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたウランの

貯蔵能力は，本設工

認の対象外である。 

粉末缶の容量×貯蔵

容器の容量×貯蔵ホ

ールの容量は約 60t ･

(U＋Pu)であり，整合

している。 

 

設工認のホ(3)(ⅱ)－

①は，変更許可申請

書（本文）ホ(3)(ⅱ)

－①と同義であり整

合している。 

事業変更許可申請書

（本文）で許可を受

けたウランとプルト

ニウムの重量混合比

は本設工認の対象外

である。 

設工認のホ(3)(ⅱ)－

②,③,④を組み合わ

せると約60tであり，

事業変更許可申請書

（本文）のホ(3)(ⅱ)

－②,③,④と整合し

ている。 

 

設工認のホ(4)(ⅰ)－

①は，変更許可申請

書（本文）ホ(4)(ⅰ)

－①と同義であり整

合している。 

 

 

 

設工認のホ(4)(ⅰ)－

②は，変更許可申請

書（本文）ホ(4)(ⅰ)

－②と同義であり整

合している。 
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ホ-11 

 

脱
硝
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

     ウラン酸化物貯蔵容器最大内径 49.0cm 

 

 

 

 

 

混 合 酸 化 物 貯 蔵 容 器 最 大 内 径 

ホ(4)(i)－③20.4cm 

 

 

 

 

  (ⅱ) 複数ユニット 

     貯蔵バスケット 

     カドミウム板最小厚み    0.07cm 

      

 

 

 

貯蔵ホール  ホ(4)(i)－④貯蔵時の混

合酸化物貯蔵容器面間最小距離  38.5cm 

 変更許可申請書（本

文）において許可を

受けたウラン酸化物

貯蔵容器の核的制限

値は，本設工認の対

象外である。 

 

設工認のホ(4)(i)－

③は，変更許可申請

書（本文）ホ(4)(i)

－③と同義であり整

合している。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた貯蔵バス

ケットの核的制限値

は，本設工認の対象

外である。 

設工認のホ(4)(i)－

④は，変更許可申請

書（本文）ホ(4)(i)

－④と同義であり整

合している。 
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ヘ-1 

 

計
装
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(1) 核計装設備の種類 

安全機能を有する施設の健全性を確保する

ため，へ．(1)-①臨界安全管理の観点から，

ガンマ線，中性子等の放射線を測定し，運転

監視・制御を行うとともに，安全を確保する

ための警報等を発する核計装設備を設置す

る。へ．(1)-②核計装設備で測定するパラメ

ータは，再処理施設の運転時，停止時及び運

転時の異常な過渡変化時においても想定され

る範囲内に制御できるとともに，想定される

範囲内で監視できる設計とする。へ．(1)-③

また，設計基準事故時に想定される環境下に

おいて十分な測定範囲及び期間にわたり監視

できる設計とする。 

 

 

核計装設備を以下に示す。 

 

 

 

 

 

へ．(1)-④使用済燃料の受入れ施設の燃料

仮置きピットに，使用済燃料集合体の燃焼度

及び平均濃縮度を測定する燃焼度計測装置を

設置する。 

 

へ．(1)-④分離施設の分配設備のプルトニ

ウム洗浄器の中性子の計数率を測定し，警報

を発する中性子検出器を設置する。また，分

配設備のプルトニウム洗浄器のアルファ線の

計数率を測定し，警報を発するアルファ線検

出器を設置する。 

 

精製施設へ．(1)-⑤のプルトニウム精製設

備のプルトニウム洗浄器のアルファ線の計数

率を測定へ．(1)-⑥し，警報を発するアルフ

ァ線検出器を設置する。 

 

 

 

    

 

 

1.9.18 計測制御系統施設 

適合のための設計方針 

第一号について 

核計装設備及び主要な工程計装設備における

安全機能を有する施設の健全性を確保するた

め，核計装設備の臨界安全管理の観点による，

ガンマ線，中性子等の放射線の測定，並びに主

要な工程計装設備による再処理施設の各施設の

温度，圧力，流量，液位，密度，濃度等を想定

される範囲内に制御できる設計とする。 

第二号について 

 第一号のパラメータは，必要な対策を講じ得

るように，核計装設備，主要な工程計装設備等

により，想定される範囲内で監視できる設計と

する。 

第三号について 

 設計基準事故時においても，核計装設備の臨

界安全管理の観点による，ガンマ線，中性子等

の放射線の測定，並びに主要な工程計装設備に

よる再処理施設の各施設の温度，圧力，流量，

液位，密度，濃度等は，設計基準事故時に想定

される環境下において，十分な測定範囲及び期

間にわたり監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 個別項目 

4. 計測制御系統施設 

再処理施設には，安全機能を有する施設の健全

性を確保するためにへ．(1)-①必要なパラメータ

を制御，監視及び記録するために，計測制御系統

施設を設ける設計とする。 

計測制御系統施設は，再処理施設の運転時，停

止時及び運転時の異常な過渡変化時において，

へ．(1)-②安全機能を有する施設の健全性を確保

するために必要なパラメータを想定される範囲内

に制御できるとともに，想定される範囲内で監視

できる設計とする。 

へ．(1)-③設計基準事故が発生した場合の状況

把握及び対策を講ずるために必要なパラメータ

は，設計基準事故時に想定される環境下において

十分な測定範囲及び期間にわたり監視できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 計測制御設備 

核計装設備として，精製施設へ．(1)-⑤に供

給される溶液中のプルトニウムの濃度を測定する

ためのプルトニウム洗浄器のアルファ線の計数率

を測定へ．(1)-⑥する装置を設置する設計とす

る。 

 

事業変更許可申請書

（本文）第四号ヘ項に

おいて，設工認の内容

は，以下の通り整合し

ている。 

 

 

設工認のへ．(1)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のへ．(1)-①

と同義であり整合して

いる。 

設工認のへ．(1)-②

は，事業変更許可申請

書(本文)のへ．(1)-②

と同義であり整合して

いる。 

設工認のへ．(1)-③

は，事業変更許可申請

書(本文)のへ．(1)-③

と同義であり整合して

いる。 

事業変更許可申請書

（本文）は，概要の書

き出しであり詳細は後

段に示す。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたへ．(1)-④

は，仕様表にて示す。 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(1)-⑤

は，事業変更許可申請

書(本文)のへ．(1)-⑤

を具体的に記載してお

り整合している。 

設工認のへ．(1)-⑥

は，事業変更許可申請

書(本文)のへ．(1)-⑥
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ヘ-2 

 

計
装
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

(2) 主要な安全保護回路の種類 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故が発生した場合において，これらの異常

を検知し，これらの核的，熱的及び化学的

制限値を超えないようにするための設備並

びに火災，爆発その他の再処理施設の安全

性を著しく損なうおそれが生じたときに，

これらを抑制し，又は防止するための設備

の作動を速やかに，かつ，自動で開始させ

る安全保護回路は，以下の(a)～(o)で構成

する。これらの安全保護回路の系統概要図

を第 20図～第 34図に示す。 

 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅰ)-① 

(a) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃

縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(b) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材

緊急供給回路及びせん断処理施設のせん断

機のせん断停止回路 

(c) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加

熱停止回路 

(d) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路 

(e) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路 

(f) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の

蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(g) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高によ

る還元ガス供給停止回路 

(h) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計

数率高による工程停止回路 

(i) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃

縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止

回路 

(j) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による

加熱停止回路 

(k) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による

加熱停止回路 

 

 

 

1.9.19 安全保護回路 

適合のための設計方針 

第一号について 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が

発生した場合において，これらの異常な状態を

検知し，これらの核的，熱的及び化学的制限値

を超えないよう，温度計により液体廃棄物の廃

棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度を計

測し，加熱蒸気温度高により加熱蒸気遮断を目

的とした弁が閉となり工程停止となる機能を有

する設備等の作動を速やかに，かつ，自動で開

始させる設計とする。 

 

 

 

第一号及び第二号について 

第一号及び第二号の要求事項に対して，運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対処す

るために必要な以下の 15回路を安全保護回路と

して選定する。 

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃 

縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材

緊急供給回路及びせん断処理施設のせん断

機のせん断停止回路 

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加

熱停止回路 

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路 

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路◇2 

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の

蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高によ

る還元ガス供給停止回路◇2 

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計

数率高による工程停止回路◇2 

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃

縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止

回路 

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による

加熱停止回路 

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による

加熱停止回路 

 

 

 

 

 

4.2 安全保護回路 

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故が発生した場合において，これらの

異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化

学的制限値を超えないようにするための設備並び

に火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著し

く損なうおそれが生じたときに，これらを抑制

し，又は防止するための設備の作動を速やかに，

かつ，自動で開始させる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）は，概要の書

き出しであり詳細は後

段に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたへ．

(2)(ⅰ)-①は，仕様

表にて示す。 
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(l) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失に

よる建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離

建屋） 

(m) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失に

よる建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製

建屋） 

(n) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台

車上の質量高によるガラス流下停止回路 

(o) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高

による固化セル隔離ダンパの閉止回路 

 

 

 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(a) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発

生した場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中

性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を

未臨界に移行するためにへ．(2)(ⅱ)(a)-1

必要な重大事故等対処設備を設置する。 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-2 また，緊急停止系の操

作によって速やかに固体状の核燃料物質の

移送を停止することで未臨界を維持するた

めにへ．(2)(ⅱ)(a)-3 必要な重大事故等対

処設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失に

よる建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離

建屋） 

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失に

よる建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製

建屋） 

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台

車上の質量高によるガラス流下停止回路 

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高

による固化セル隔離ダンパの閉止回路◇2 

 

 

 

6.2 重大事故等対処設備 

6.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

6.2.2.1 概  要 

溶解設備の溶解槽において，臨界事故が発生した

場合，溶解設備の溶解槽に可溶性中性子吸収材を供

給し，溶解設備の溶解槽を未臨界に移行するために

必要な重大事故等対処設備を設置する。 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに固体状

の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持

するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を

判定した場合において，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給回路により自動で代替可溶性中性子吸収材緊

急供給槽から溶解設備の溶解槽に可溶性中性子吸収

材を重力流により供給する。 

 

また，中央制御室における緊急停止系の操作によ

って速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止す

る。 

  

6.2.2.2 系統構成及び主要設備 

溶解設備の溶解槽にて臨界事故が発生した場合に

可溶性中性子吸収材の供給及び使用済燃料のせん断

処理を停止するための設備として代替可溶性中性子

吸収材緊急供給回路を設ける。 

 (１) 系統構成 

溶解設備の溶解槽の臨界事故の発生を判定した場

合，可溶性中性子吸収材を自動で供給する設備とし

て，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を使用す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場

合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給

し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するために

へ．(2)(ⅱ)(a)-1必要な重大事故等対処設備として

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計

とする。 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-2緊急停止系の操作によって速や

かに固体状の核燃料物質の移送を停止することで未

臨界を維持するためにへ．(2)(ⅱ)(a)-3必要な重大

事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急

供給回路を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-1は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(a)-1と

同義であり整合してい

る。 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-2は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(a)-2と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-3は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(a)-3と

同義であり整合してい

る。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止

系で構成する。 

へ．(2)(ⅱ)(a)-4 臨界検知用放射線検出

器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-6 また，設計基準対象の

施設と兼用する電気設備の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-7 臨界検知用放射線検出

器については「ヘ．(3)(ⅱ)(a) 計装設備」

に，へ．(2)(ⅱ)(a)-8 電気設備については

「リ．(1)(ⅰ) 電気設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発

生した機器から放出される核分裂に伴う放

射線を計測することで，臨界事故が発生し

る。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検

知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成す

る。 

 

計装設備の一部である臨界検知用放射線検出器を

常設重大事故等対処設備として設置する。 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の

一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設

備として位置付ける。 

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要

設備」に，電気設備については「9.2.2.4 系統構

成」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知

用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放

出される核分裂に伴う放射線を計測することで，臨

界事故が発生した場合にその発生を即座に検知でき

る設計とする。 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-4 代替可溶性中性子吸収材緊急供

給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系

で構成する。 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-5 代替可溶性中性子吸収材緊急供

給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び

設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路で構

成する。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止

系は，ハードワイヤードロジックで構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知

用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放

出される核分裂に伴う放射線を計測することで，臨

界事故が発生した場合にその発生を即座に検知でき

る設計とする。 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-4は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(a)-4を

含んでおり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．

(2)(ⅱ)(a)-6 は事業

変更許可申請書（本

文）「リ.(1)(ⅰ)電気

設備)」に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．

(2)(ⅱ)(a)-7 は事業

変更許可申請書（本

文）「ヘ．(3)主要な

工程計装設備の種類」

に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．

(2)(ⅱ)(a)-8 は事業

変更許可申請書（本

文）「リ.(1)(ⅰ)電気

設備)」に示す。 
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た場合にその発生を即座に検知できる設計

とする。 

 

臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の

溶解槽１基当たりへ．(2)(ⅱ)(a)-9３台を

設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-10 また，臨界検知用放

射線検出器の種類は，放射線の測定原理が

単純であり，放射線計測分野で多く用いら

れているガンマ線用検出器とする。 

へ．(2)(ⅱ)(a)-11 さらに，高線量に曝

露された場合でも窒息現象が生じにくい測

定方式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号

は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入

力し，論理回路により臨界事故の発生を判

定する設計とする。 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用

放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界

検知用放射線検出器へ．(2)(ⅱ)(a)-12３

台からの警報の「２ out of ３」論理を用

い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検

出器から警報が発せられた場合に臨界事故

が発生したとへ．(2)(ⅱ)(a)-13 判定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，溶解設備の溶解槽１

基当たり３台を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)-10また，臨界検知用放射線検出器の

種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計

測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とす

る。 

へ．(2)(ⅱ)-11さらに，高線量に曝露された場合

でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検

知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路に

より臨界事故の発生を判定する設計とする。 

 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検

出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出

器３台からの警報の「２ out of ３」論理を用い，

同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報

が発せられた場合に臨界事故が発生したと判定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１

基当たりへ．(2)(ⅱ)(a)-9 十分な台数を設ける設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-10 臨界検知用放射線検出器の種

類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器とす

る。 

へ．(2)(ⅱ)(a)-11 臨界検知用放射線検出器は，

高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい

測定方式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検

知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路に

より臨界事故の発生を判定する設計とする。 

 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検

出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出

器からの警報の「２ out of ３」論理を用い，同時

に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発

せられた場合に臨界事故が発生したとへ．

(2)(ⅱ)(a)-13 判定する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-9は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(a)-9と

同義であり整合してい

る。 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-10は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(a)-

10と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-11は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(a)-

11と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)のへ．

(2)(ⅱ)(a)-12 は，設

工認における仕様表に

て記載している。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-13は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(a)-

13と同義であり整合し

ている。 
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臨界検知用放射線検出器の論理回路は，

臨界事故が発生したと判定した場合に，中

央制御室に警報を発し，臨界事故への対処

を促すとともに，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留

設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の

空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備

のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離

弁の閉信号を発することができる設計とす

る。 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測

制御用交流電源設備からとし，外部電源の

喪失等により電源が遮断され，誤警報を発

することがない設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界

事故が発生した場合に線量率の上昇を検知

しやすいよう，臨界事故が発生する機器に

可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を

考慮しても臨界事故を確実に検知できる設

計とする。 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につ

いては，想定される臨界事故の規模（プラ

トー期における核分裂率が１×1015 

fissions/s）に対し，核分裂率が一桁の上

振れ又は下振れを生じた場合においても

へ．(2)(ⅱ)(a)-14 測定できるよう設定す

る。 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値

は，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015 

fissions/s）の臨界事故が発生した場合

に，線量率の上昇を検知して確実に警報を

発するよう設定し，具体的には通常想定さ

れる線量率の変動を考慮するとともに，バ

ックグラウンドレベルの 50倍を目安に設定

する。 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，

１系列当たりへ．(2)(ⅱ)(a)-15２台設け

る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出

器の信号へ．(2)(ⅱ)(a)-16 が分配されて

入力される。そのため，片方の論理回路の

機能が喪失した場合でも，臨界事故の検知

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故

が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を

発し，臨界事故への対処を促すとともに，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガ

ス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空

気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発する

ことができる設計とする。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交

流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源

が遮断され，誤警報を発することがない設計とす

る。 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発

生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨

界事故が発生する機器に可能な限り近接させるとと

もに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知で

きる設計とする。 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，

想定される臨界事故の規模（プラトー期における核

分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，

核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合に

おいても測定できるよう設定する。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定さ

れる臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率

が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発

生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報

を発するよう設定し，具体的には通常想定される線

量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンド

レベルの50倍を目安に設定する。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当

たり２台設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線

検出器の信号が分配されて入力される。そのため，

片方の論理回路の機能が喪失した場合でも，臨界事

故の検知機能を喪失しないよう設計する。 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故

が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を

発し，臨界事故への対処を促すとともに，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガ

ス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空

気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発する

ことができる設計とする。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交

流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源

が遮断され，誤警報を発することがない設計とす

る。 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発

生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨

界事故が発生する機器に可能な限り近接させるとと

もに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知で

きる設計とする。 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，

想定される臨界事故の規模（プラトー期における核

分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，

核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合に

おいても測定できる設計とする。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定さ

れる臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率

が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発

生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報

を発するよう設定し，具体的には通常想定される線

量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンド

レベルの 50倍を目安に設定する。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当

たりへ．(2)(ⅱ)(a)-15 十分な台数を設ける多重化

構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号へ．

(2)(ⅱ)(a)-16 を分配して入力することにより，片

方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の

検知機能をへ．(2)(ⅱ)(a)-17 喪失しない設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-14は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(a)-

14と同義であり整合し

ている。 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-15は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(a)-

15と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-16は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(a)-

16と同義であり整合し

ている。 
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機能をへ．(2)(ⅱ)(a)-17 喪失しないよう

設計する。 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出

器及び論理回路のいずれかにおいて故障を

検知した場合に中央制御室に故障警報を発

すること又は運転員による指示値の確認を

行うことにより，速やかに異常を把握でき

る設計とする。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

緊急停止系は，へ．(2)(ⅱ)(a)-18 緊急停

止操作スイッチ及び設計基準対象の施設の

せん断機を停止する回路から構成し，臨界

事故が発生した機器への固体状の核燃料物

質の移送を停止することで，未臨界を維持

できる設計とする。 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-19 また，代替可溶性中

性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，

作動状態の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

は，へ．(2)(ⅱ)(a)-20 設計基準事故に対

処するための設備である可溶性中性子吸収

材緊急供給回路及びせん断停止回路と共通

要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊

急供給回路及びせん断停止回路と異なる設

備とすることで，独立性を有する設計とす

る。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品

漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して

へ．(2)(ⅱ)(a)-21 修理等の対応，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論

理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中

央制御室に故障警報を発すること又は運転員による

指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把

握できる設計とする。 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止

系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施

設のせん断機を停止する回路から構成し，臨界事故

が発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を停

止することで，未臨界を維持できる設計とする。 

 

 

 

また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。 

 

 

6.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，

位置的分散」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，設計基

準事故に対処するための設備である可溶性中性子吸

収材緊急供給回路及びせん断停止回路と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停

止回路と異なる設備とすることで，独立性を有する

設計とする。 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，地震等

により機能が損なわれる場合，修理等の対応により

機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

る。 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論

理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中

央制御室に故障警報を発すること又は運転員による

指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把

握できる設計とする。 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止

系は，臨界事故が発生した機器への固体状の核燃料

物質の移送を停止することで，未臨界を維持できる

設計とする。 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(a)-19 代替可溶性中性子吸収材緊急

供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，へ．

(2)(ⅱ)(a)-20 共通要因によって設計基準事故に対

処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供

給回路及びせん断停止回路と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急

供給回路及びせん断停止回路と異なる設備とするこ

とで，独立性を有する設計とする。 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内

部発生飛散物に対してへ．(2)(ⅱ)(a)-21 修理の対

応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-17は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(a)-

17と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-5は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(a)-18

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-19は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(a)-

19と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-20は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(a)-

20と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-21 は，事

業変更許可申請書（本

文）のへ．

(2)(ⅱ)(a)-21 を具体

的に記載しており整合
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

は，他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

緊急停止系は，へ．(2)(ⅱ)(a)-22 せん断

処理施設のせん断機１機器当たり１系列で

構成する。 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

は，臨界事故が発生した場合に，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留

設備に対して起動信号を発するよう警報設

定値を設定するとともに，動的機器である

臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮

した数量を有する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に

２系列を設置する設計とする。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

は，臨界事故の発生を仮定する機器ごと

に，重大事故等への対処に必要な設備を１

セットへ．(2)(ⅱ)(a)-23 確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，必要に応じて関連する工程を停止する等の

手順を整備する。 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防

止」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設

備から独立して単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容

量」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止

系は，せん断処理施設のせん断機１機器当たり１系

列で構成する。 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事

故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材緊急

供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号を発す

るよう警報設定値を設定するとともに，動的機器で

ある臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した

数量を有する設計とする。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知

用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置する

設計とする。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事

故の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する。 

 

 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境条件

等」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，地震等

により機能が損なわれる場合，修理等の対応により

関連する工程を停止すること等については，保安

規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設

備から独立して単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止

系は，へ．(2)(ⅱ)(a)-22 せん断処理施設のせん断

機１機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の

核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持す

ることができる設計とする。 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事

故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材緊急

供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号を発す

るよう警報設定値を設定するとともに，動的機器で

ある臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮した

数量を有する設計とする。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知

用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置する

設計とする。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界

事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セットへ．(2)(ⅱ)(a)-23

確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-22 は，事

業変更許可申請書（本

文）のへ．

(2)(ⅱ)(a)-22 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-23 は，事

業変更許可申請書（本

文）のへ．

(2)(ⅱ)(a)-23 を具体

的に記載しており整合

している。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

は，配管の全周破断に対して，影響を受け

ない場所に設置することにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）によりへ．(2)(ⅱ)(a)-24 機

能を損なわない設計とする。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，中央

制御室で操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

緊急停止系は中央制御室において緊急停止

操作スイッチを押下することで作動する設

計とし，臨界事故の発生の判定後１分以内

に操作できる設計とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

は，へ．(2)(ⅱ)(a)-25 再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検，性能確認等が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能を維持する設計とする。また，必要に応じて関

連する工程を停止する等の手順を整備する。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の

全周破断に対して，影響を受けない場所に設置する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない

設計とする。 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても操作に支

障がないように，中央制御室で操作可能な設計とす

る。 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の

確保」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止

系は中央制御室において緊急停止操作スイッチを押

下することで作動する設計とし，臨界事故の発生の

判定後１分以内に操作できる設計とする。 

 

 

6.2.2.4 主要設備の仕様 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の主要設備

の仕様を第6.2.2－１表(1)に，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路に関連するその他設備の概略仕様

を第6.2.2－１表(2)～第6.2.2－１表(3)に，代替可

溶性中性子吸収材緊急供給回路の系統概要図を第

6.2.2－１図に示す。 

 

6.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検

査性」に示す。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，性能確認等が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の

全周破断に対して，影響を受けない場所に設置する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）によりへ．(2)(ⅱ)(a)-

24 重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても操作に支

障がないように，中央制御室で操作可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止

系は中央制御室において緊急停止操作スイッチを押

下することで作動する設計とし，臨界事故の発生の

判定後１分以内に操作できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，へ．

(2)(ⅱ)(a)-25 通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，外観点検，

性能確認等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-24 は，事

業変更許可申請書（本

文）のへ．

(2)(ⅱ)(a)-24 と同義

であり整合している。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

緊急停止系 

（前処理施設用，電路含む）  １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

へ．(2)(ⅱ)(b)-1 臨界事故の発生を仮定

する機器において，臨界事故が発生した場

合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性

子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機

器を未臨界に移行するためにへ．

(2)(ⅱ)(b)-2 必要な重大事故等対処設備を

設置する。 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-3 また，緊急停止系の操

作によって速やかに固体状又は液体状の核

燃料物質の移送を停止することで未臨界を

維持するためにへ．(2)(ⅱ)(b)-4 必要な重

大事故等対処設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

6.2.3.1 概  要 

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事

故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶

性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器

を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設

備を設置する。 

 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに固体状

又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで未

臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備を

設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を

判定した場合において，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路により自動で重大事故時可溶性中性子

吸収材供給槽から臨界事故が発生した機器に可溶性

中性子吸収材を重力流により供給する。 

 

また，中央制御室における緊急停止系の操作によ

って速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送

【代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路】(要目表) 

 

 
 

 

 

4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

へ．(2)(ⅱ)(b)-1「臨界事故」の発生を仮定する

機器において，臨界事故が発生した場合，臨界事故

が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨

界事故が発生した機器を未臨界に移行するために

へ．(2)(ⅱ)(b)-2 必要な重大事故等対処設備として

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設

計とす 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-3 緊急停止系の操作によって速や

かに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで未臨界を維持するためにへ．(2)(ⅱ)(b)-4

必要な重大事故等対処設備として重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(a)-1 は，事

業変更許可申請書（本

文）のへ．

(2)(ⅱ)(a)-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-3は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(b)-3と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-4は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(b)-4と

同義であり整合してい

る。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止

系で構成する。 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-5 臨界検知用放射線検出

器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-7 また，設計基準対象の

施設と兼用する電気設備の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-8 臨界検知用放射線検出

器については「ヘ．(3)(ⅱ)(a) 計装設備」

に，へ．(2)(ⅱ)(b)-9 電気設備については

「リ．(1)(ⅰ) 電気設備」に示す。 

 

 

 

 

 

を停止する。 

 

6.2.3.2 系統構成及び主要設備 

臨界事故が発生した場合に可溶性中性子吸収材の

供給及び使用済燃料のせん断処理を停止する又は液

体状の核燃料物質の移送を停止するための設備とし

て重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設け

る。 

 

 (１) 系統構成 

臨界事故の発生を判定した場合，可溶性中性子吸

収材を自動で供給する設備として，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路を使用する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界

検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成す

る。 

 

計装設備の一部である臨界検知用放射線検出器を

常設重大事故等対処設備として設置する。 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の

一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設

備として位置付ける。 

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要

設備」に，電気設備については「9.2.2.4 系統構

成」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界

検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-6 重大事故時可溶性中性子吸収材

供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及

び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路及

び主要弁で構成する。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停

止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-5は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(b)-5を

含んでおり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．

(2)(ⅱ)(b)-7 は事業

変更許可申請書（本

文）「リ.(1)(ⅰ)電気

設備)」に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．

(2)(ⅱ)(b)-8 は事業

変更許可申請書（本

文）「ヘ．(3)主要な

工程計装設備の種類」
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が

発生した機器から放出される核分裂に伴う

放射線を計測することで，臨界事故が発生

した場合にその発生を即座に検知できる設

計とする。 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の

発生を仮定する機器１基当たりへ．

(2)(ⅱ)(b)-10３台を設ける設計とする。 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-11 また，臨界検知用放

射線検出器の種類は，放射線の測定原理が

単純であり，放射線計測分野で多く用いら

れているガンマ線用検出器とする。 

へ．(2)(ⅱ)(b)-12 さらに，高線量に曝

露された場合でも窒息現象が生じにくい測

定方式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号

は臨界検知用放射線検出器の論理回路に入

力し，論理回路により臨界事故の発生を判

定する設計とする。 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用

放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検

知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から

放出される核分裂に伴う放射線を計測することで，

臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知で

きる設計とする。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の発生を仮

定する機器１基当たり３台を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

また，臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線

の測定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用

いられているガンマ線用検出器とする。 

 

さらに，高線量に曝露された場合でも窒息現象が

生じにくい測定方式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検

知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路に

より臨界事故の発生を判定する設計とする。 

 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検

出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出

器３台からの警報の「２ out of ３」論理を用い，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検

知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から

放出される核分裂に伴う放射線を計測することで，

臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知で

きる設計とする。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生

を仮定する機器１基当たりへ．(2)(ⅱ)(b)-10 十分

な台数を設ける設計とする。 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-11 臨界検知用放射線検出器の種

類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器とす

る。 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-12 臨界検知用放射線検出器は，

高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい

測定方式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検

知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路に

より臨界事故の発生を判定する設計とする。 

 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検

に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．

(2)(ⅱ)(b)-9 は事業

変更許可申請書（本

文）「リ.(1)(ⅰ)電気

設備)」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-10は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

10と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-11は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

11と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-12は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

12と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)のへ．
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検知用放射線検出器へ．(2)(ⅱ)(b)-13３

台からの警報の「２ out of ３」論理を用

い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検

出器から警報が発せられた場合に臨界事故

が発生したとへ．(2)(ⅱ)(b)-14 判定す

る。 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，

臨界事故が発生したと判定した場合に，中

央制御室に警報を発し，臨界事故への対処

を促すとともに，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯

留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備

の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備

のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃

ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の排風機の停止信号を発す

ることができる設計とする。 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測

制御用交流電源設備からとし，外部電源の

喪失等により電源が遮断され，誤警報を発

することがない設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界

事故が発生した場合に線量率の上昇を検知

しやすいよう，臨界事故が発生する機器に

可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を

考慮しても臨界事故を確実に検知できる設

計とする。 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につ

いては，想定される臨界事故の規模（プラ

トー期における核分裂率が１×1015 

fissions/s）に対し，核分裂率が一桁の上

振れ又は下振れを生じた場合においても

へ．(2)(ⅱ)(b)-15 測定できるよう設定す

る。 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値

同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報

が発せられた場合に臨界事故が発生したと判定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故

が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を

発し，臨界事故への対処を促すとともに，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃

ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の

空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の排風機の停止信号を発することがで

きる設計とする。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交

流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源

が遮断され，誤警報を発することがない設計とす

る。 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発

生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨

界事故が発生する機器に可能な限り近接させるとと

もに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知で

きる設計とする。 

 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，

想定される臨界事故の規模（プラトー期における核

分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，

核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合に

おいても測定できるよう設定する。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定さ

れる臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率

出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出

器からの警報の「２ out of ３」論理を用い，同時

に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発

せられた場合に臨界事故が発生したとへ．

(2)(ⅱ)(b)-14 判定する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が

発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発

し，臨界事故への対処を促すとともに，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガ

ス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空

気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の排風機の停止信号を発することがで

きる設計とする。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交

流電源設備からとし，外部電源の喪失等により電源

が遮断され，誤警報を発することがない設計とす

る。 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発

生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨

界事故が発生する機器に可能な限り近接させるとと

もに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知で

きる設計とする。 

 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，

想定される臨界事故の規模（プラトー期における核

分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，

核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合に

おいてもへ．(2)(ⅱ)(b)-15 測定できる設計とす

る。 

 

 

(2)(ⅱ)(b)-13 は，設

工認における仕様表に

て記載している。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-14は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

14と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-15は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

15と同義であり整合し

ている。 
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は，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015 

fissions/s）の臨界事故が発生した場合

に，線量率の上昇を検知して確実に警報を

発するよう設定し，具体的には通常想定さ

れる線量率の変動を考慮するとともに，バ

ックグラウンドレベルの 50倍を目安に設定

する。 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，

１系列当たりへ．(2)(ⅱ)(b)-16２台設け

る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出

器の信号へ．(2)(ⅱ)(b)-17 が分配されて

入力される。そのため，片方の論理回路の

機能が喪失した場合でも，臨界事故の検知

機能をへ．(2)(ⅱ)(b)-18 喪失しないよう

設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出

器及び論理回路のいずれかにおいて故障を

検知した場合に中央制御室に故障警報を発

すること又は運転員による指示値の確認を

行うことにより，速やかに異常を把握でき

る設計とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

の緊急停止系は，へ．(2)(ⅱ)(b)-19 緊急

停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設

のせん断機を停止する回路，精製建屋第５

一時貯留処理槽への移送機器を停止するた

めの弁及び精製建屋第７一時貯留処理槽へ

の移送機器を停止するための弁から構成

し，臨界事故が発生した機器への固体状又

は液体状の核燃料物質の移送を停止するこ

が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発

生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報

を発するよう設定し，具体的には通常想定される線

量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンド

レベルの50倍を目安に設定する。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当

たり２台設ける多重化構成とし，臨界検知用放射線

検出器の信号が分配されて入力される。そのため，

片方の論理回路の機能が喪失した場合でも，臨界事

故の検知機能を喪失しないよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論

理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中

央制御室に故障警報を発すること又は運転員による

指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把

握できる設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停

止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象の

施設のせん断機を停止する回路，精製建屋第５一時

貯留処理槽への移送機器を停止するための弁及び精

製建屋第７一時貯留処理槽への移送機器を停止する

ための弁から構成し，臨界事故が発生した機器への

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止するこ

とで，未臨界を維持できる設計とする。 

 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定さ

れる臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率

が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発

生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報

を発するよう設定し，具体的には通常想定される線

量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンド

レベルの 50倍を目安に設定する。 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当

たりへ．(2)(ⅱ)(b)-16 十分な台数を設ける多重化

構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号へ．

(2)(ⅱ)(b)-17 を分配して入力することにより，片

方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の

検知機能をへ．(2)(ⅱ)(b)-18 喪失しない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論

理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中

央制御室に故障警報を発すること又は運転員による

指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把

握できる設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停

止系は，臨界事故が発生した機器への固体状又は液

体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界

を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-16は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

16と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-17は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

17と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-18は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

18と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-6は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(b)-19

と同義であり整合して

いる。 
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とで，未臨界を維持できる設計とする。 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-20 また，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系

は，作動状態の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生する

ことはないことから，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路は，溶解施設又は精製

施設のへ．(2)(ⅱ)(b)-21 臨界事故の発生

を仮定する機器間でへ．(2)(ⅱ)(b)-22 兼

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品

漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して

へ．(2)(ⅱ)(b)-23 修理等の対応，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

 

また，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはな

いことから，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路は，溶解設備又は精製建屋一時貯留処理設備の臨

界事故の発生を仮定する機器間で兼用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，

位置的分散」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，地震

等により機能が損なわれる場合，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。 

 

 

 

また，必要に応じて関連する工程を停止する等の

手順を整備する。 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防

止」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の

設備から独立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容

量」に示す。 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(b)-20 重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはな

いことから，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路は，溶解施設又は精製施設のへ．(2)(ⅱ)(b)-21

「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用へ．

(2)(ⅱ)(b)-22 できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然

現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対してへ．(2)(ⅱ)(b)-23 修理の

対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とする。 

 

関連する工程を停止すること等については，保安

規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の

設備から独立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-20は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

20と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-21は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

21と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-22は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

22と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-23は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

23を具体的に記載して

おり整合している。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

の緊急停止系は，へ．(2)(ⅱ)(b)-24 臨界

事故の発生を仮定する機器当たり１系列で

へ．(2)(ⅱ)(b)-25 構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故が発生した場合に，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯

留設備に対して起動信号を発するよう警報

設定値を設定するとともに，動的機器であ

る臨界検知用放射線検出器の単一故障を考

慮した数量を有する設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

の臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋

に４系列を設置し，精製建屋に２系列を設

置する設計とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故の発生を仮定する機器ごと

に，重大事故等への対処に必要な設備を１

セットへ．(2)(ⅱ)(b)-26 確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，配管の全周破断に対して，影響を受け

ない場所に設置することにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停

止系は，臨界事故の発生を仮定する機器当たり１系

列で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界

事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号を

発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機

器である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮

した数量を有する設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検

知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設置

し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界

事故の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への

対処に必要な設備を１セット確保する。 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境条件

等」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，地震

等により機能が損なわれる場合，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，必要に応じて

関連する工程を停止する等の手順を整備する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管

の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置す

ることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわな

い設計とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停

止系は，へ．(2)(ⅱ)(b)-24「臨界事故」の発生を

仮定する機器当たり１系列でへ．(2)(ⅱ)(b)-25 構

成し，速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移

送を停止することで未臨界を維持することができる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界

事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号を

発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機

器である臨界検知用放射線検出器の単一故障を考慮

した数量を有する設計とする。 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検

知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設置

し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨

界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等

への対処に必要な設備を１セットへ．(2)(ⅱ)(b)-

26 確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管

の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置す

ることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-24は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

24と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-25は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

25を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-26は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

26と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-27は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

27と同義であり整合し
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有機溶媒等）によりへ．(2)(ⅱ)(b)-27 機

能を損なわない設計とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，中央

制御室で操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

の緊急停止系は中央制御室において緊急停

止操作スイッチを押下することで作動する

設計とし，臨界事故の発生の判定後１分以

内に操作できる設計とする。 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，へ．(2)(ⅱ)(b)-28 再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検，性能確認等が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

緊急停止系 

（前処理建屋用，電路含む）  １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定

される重大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，中央制御室で操作可能な設計と

する。 

 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の

確保」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急

停止系は中央制御室において緊急停止操作スイ

ッチを押下することで作動する設計とし，臨界

事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計

とする。 

 

6.2.3.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検

査性」に示す。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，性能確認等

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の液体（溶液，有機溶媒等）によりへ．

(2)(ⅱ)(b)-27 重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定

される重大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，中央制御室で操作可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停

止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチを

押下することで作動する設計とし，臨界事故の発生

の判定後１分以内に操作できる設計とする。 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，へ．

(2)(ⅱ)(b)-28 通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，外観点検，

性能確認等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

【重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路】 

(要目表) 

 

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(b)-28は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(b)-

28と同義であり整合し

ている。 
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緊急停止系 

（精製建屋用，電路含む）   １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 重大事故時供給停止回路 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合において，プルトニウム濃縮缶へ

の供給液の供給を停止することで，プルト

ニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の再発を防止するために必要

な重大事故等対処設備をへ．(2)(ⅱ)(c)-1

設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，分解反応検

知機器及び緊急停止系で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(c)-3 また，設計基準対象の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 重大事故時供給停止回路 

6.2.4.1 概  要 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合

において，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

停止することで，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するため

に必要な重大事故等対処設備を設置する。 

 

 

重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニ

ウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動で停止

する。 

6.2.4.2 系統構成及び主要設備 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の再発を防止するための設備として，

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止するた

め，重大事故時供給停止回路を設ける。 

(１) 系統構成 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合

の重大事故等対処設備として，重大事故時供給停止

回路を使用する。 

重大事故時供給停止回路は，分解反応検知機器及

び緊急停止系で構成する。 

 

重大事故時供給停止回路は，分解反応検知機器及

び緊急停止系で構成する。 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，ハード

ワイヤードロジックで構成する。 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する計装設備の

 

 
 

 

4.2.4 重大事故時供給停止回路 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合

において，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

停止することで，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するため

に必要な重大事故等対処設備をへ．(2)(ⅱ)(c)-1設

ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，分解反応検知機器及び

緊急停止系で構成する。 

 

へ．(2)(ⅱ)(c)-2 重大事故時供給停止回路の緊急

停止系は，緊急停止操作スイッチ及び重大事故時供

給液停止弁で構成する。 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，ハード

ワイヤードロジックで構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-1は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(c)-1と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．
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施設と兼用する工程計装設備の一部及び

へ．(2)(ⅱ)(c)-4 電気設備の一部である受

電開閉設備等を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(c)-5 工程計装設備について

は「ヘ．(3) 主要な工程計装設備の種類」

に，へ．(2)(ⅱ)(c)-6 電気設備については

「リ．(1)(ⅰ) 電気設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生した場合に，

分解反応検知機器であるプルトニウム濃縮

缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度

計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計の

３台の検出器によりプルトニウム濃縮缶の

異常を検知し，警報をへ．(2)(ⅱ)(c)-7 発

報する。 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生

の判定には，検出器３台からの警報の「２ 

out of ３」論理を用い，同時に２台以上の

検出器からプルトニウム濃縮缶の異常を検

知した警報が発せられた場合に，分解反応

検知機器の論理回路がＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応が発生したとへ．

一部であるプルトニウム濃縮缶供給槽液位計，供給

槽ゲデオン流量計，プルトニウム濃縮缶圧力計，プ

ルトニウム濃縮缶気相部温度計，プルトニウム濃縮

缶液相部温度計及び電気設備の一部である受電開閉

設備等を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備については「6.2.1.3 主要設備及び仕

様」に，電気設備については「9.2.2.4 系統構成」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応が発生した場合に，分解反応検知機器

であるプルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃

縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温

度計の３台の検出器によりプルトニウム濃縮缶の異

常を検知し，警報を発する。 

 

 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定に

は，検出器３台からの警報の「２ out of ３」論理

を用い，同時に２台以上の検出器からプルトニウム

濃縮缶の異常を検知した警報が発せられた場合に，

論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

したと判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応が発生した場合に，分解反応検知機器

であるプルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃

縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温

度計の３台の検出器によりプルトニウム濃縮缶の異

常を検知し，警報をへ．(2)(ⅱ)(c)-7 発報する設計

とする。 

 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定に

は，検出器３台からの警報の「２ out of ３」論理

を用い，同時に２台以上の検出器からプルトニウム

濃縮缶の異常を検知した警報が発せられた場合に，

分解反応検知機器の論理回路がＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応が発生したとへ．(2)(ⅱ)(c)-8 判定す

る設計とする。 

(2)(ⅱ)(c)-3 は事業

変更許可申請書（本

文）「リ.(1)(ⅰ)電気

設備)」に示す。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．

(2)(ⅱ)(c)-4 は事業

変更許可申請書（本

文）「ヘ．(3)主要な

工程計装設備の種類」

に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．

(2)(ⅱ)(c)-5 は事業

変更許可申請書（本

文）「リ.(1)(ⅰ)電気

設備)」に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）のへ．

(2)(ⅱ)(c)-6 は事業

変更許可申請書（本

文）「ヘ．(3)主要な

工程計装設備の種類」

に示す。 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-7は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(c)-7と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-8は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(c)-8と

同義であり整合してい

る。 
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(2)(ⅱ)(c)-8 判定する。 

 

 

論理回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生したと判定した場合に，中央

制御室に警報を発し，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応への対処を促すとともに，プ

ルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止す

るための重大事故時供給液停止弁の閉信

号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃

ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃

ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の排風機の停止信号を発する

ことができる設計とする。 

 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停

止するための重大事故時供給液停止弁は，

論理回路によるＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応の発生の判定から１分以内に閉止す

ることで，プルトニウム濃縮缶への供給液

の供給を停止できる設計とする。 

 

重大事故時供給停止回路のうち分解反応

検知機器のプルトニウム濃縮缶圧力計，プ

ルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルト

ニウム濃縮缶液相部温度計は，プルトニウ

ム濃縮缶の異常を検知するために警報設定

値を有する設計とする。 

 

プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部の

圧力が瞬間的に上昇することから，設計基

準対象の施設であるプルトニウム濃縮缶圧

力の圧力高警報設定値の約２倍を目安に設

定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応を検知できる設計とする。 

 

プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報

設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応が発生した場合にプルトニウム濃縮缶気

相部温度が急激に上昇することから，文献

値を基にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

が発生する温度を目安に設定することによ

 

 

 

分解反応検知機器の論理回路は，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応が発生したと判定した場合に，中

央制御室に警報を発し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応への対処を促すとともに，プルトニウム濃縮

缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供給

液停止弁の閉信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信

号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガ

ス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号

及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号を発す

ることができる設計とする。 

 

 

 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するた

めの重大事故時供給液停止弁は，論理回路によるＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定から１

分以内に閉止することで，プルトニウム濃縮缶への

供給液の供給を停止できる設計とする。 

 

 

重大事故時供給停止回路のうち分解反応検知機器

のプルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶

気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計

は，プルトニウム濃縮缶の異常を検知するために警

報設定値を有する設計とする。 

 

 

プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値は，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合にプル

トニウム濃縮缶気相部の圧力が瞬間的に上昇するこ

とから，設計基準対象の施設であるプルトニウム濃

縮缶圧力の圧力高警報設定値の約２倍を目安に設定

することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

を検知できる設計とする。 

 

 

プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設定値

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場

合にプルトニウム濃縮缶気相部温度が急激に上昇す

ることから，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応が発生する温度を目安に設定することによ

り，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知できる

 

 

 

論理回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発

し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処を促

すとともに，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを

停止するための重大事故時供給液停止弁の閉信号，

廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備

の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備の精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の排風機の停止信号を発することができる設計

とする。 

 

 

 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するた

めの重大事故時供給液停止弁は，論理回路によるＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定から１

分以内に閉止することで，プルトニウム濃縮缶への

供給液の供給を停止できる設計とする。 

 

 

重大事故時供給停止回路のうち分解反応検知機器

のプルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶

気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計

は，プルトニウム濃縮缶の異常を検知するために警

報設定値を有する設計とする。 

 

 

プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値は，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合にプル

トニウム濃縮缶気相部の圧力が瞬間的に上昇するこ

とから，設計基準対象の施設であるプルトニウム濃

縮缶圧力の圧力高警報設定値の約２倍を目安に設定

することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

を検知できる設計とする。 

 

 

プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設定値

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場

合にプルトニウム濃縮缶気相部温度が急激に上昇す

ることから，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応が発生する温度を目安に設定することによ

り，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知できる
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り，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検

知できる設計とする。 

 

プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報

設定値は，熱的制限値を目安に設定するこ

とにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応を検知できる設計とする。 

 

分解反応検知機器の論理回路は，１系列

当たりへ．(2)(ⅱ)(c)-9２台設ける多重化

構成とし，プルトニウム濃縮缶圧力計，プ

ルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルト

ニウム濃縮缶液相部温度計からのへ．

(2)(ⅱ)(c)-10 信号が分配されて入力され

る。そのため，１台の論理回路の機能が喪

失した場合でも，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の検知機能をへ．(2)(ⅱ)(c)-11

喪失しないよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，検出器又は

論理回路のいずれかにおいて故障を検知し

た場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこ

とにより，速やかに異常を把握できる設計

とする。 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，へ．(2)(ⅱ)(c)-12 緊急停止操作スイ

ッチ及び重大事故時供給液停止弁から構成

し，プルトニウム濃縮缶へ供給液を供給す

るプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停

止するための重大事故時供給液停止弁の閉

信号を発することで，プルトニウム濃縮缶

供給槽ゲデオンを停止することにより，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防

止できる設計とする。 

 

設計とする。 

 

 

プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設定値

は，熱的制限値を目安に設定することにより，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応を検知できる設計とす

る。 

 

分解反応検知機器の論理回路は，１系列当たり２

台設ける多重化構成とし，プルトニウム濃縮缶圧力

計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニ

ウム濃縮缶液相部温度計からの信号が分配されて入

力される。そのため，１台の論理回路の機能が喪失

した場合でも，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の

検知機能を喪失しないよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，検出器又は論理回路

のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御

室に故障警報を発すること又は運転員による指示値

の確認を行うことにより，速やかに異常を把握でき

る設計とする。 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，緊急停

止操作スイッチ及び重大事故時供給液停止弁から構

成し，プルトニウム濃縮缶へ供給液を供給するプル

トニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重

大事故時供給液停止弁の閉信号を発することでプル

トニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止することによ

り，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止

できる設計とする。 

 

 

 

 

設計とする。 

 

 

プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設定値

は，熱的制限値を目安に設定することにより，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応を検知できる設計とす

る。 

 

分解反応検知機器の論理回路は，１系列当たり

へ．(2)(ⅱ)(c)-9十分な台数を設ける多重化構成と

し，プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮

缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度

計からのへ．(2)(ⅱ)(c)-10信号を分配して入力す

ることにより，１台の論理回路の機能が喪失した場

合でも，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知機

能をへ．(2)(ⅱ)(c)-11喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，検出器又は論理回路

のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御

室に故障警報を発すること又は運転員による指示値

の確認を行うことにより，速やかに異常を把握でき

る設計とする。 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，プルト

ニウム濃縮缶へ供給液を供給するプルトニウム濃縮

缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供給

液停止弁の閉信号を発することで，プルトニウム濃

縮缶供給槽ゲデオンを停止することにより，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応の再発を防止できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-9は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(c)-9と

同義であり整合してい

る。 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-10は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(c)-

10と同義であり整合し

ている。 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-11は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(c)-

11と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-2は，事業

変更許可申請書(本文)

のへ．(2)(ⅱ)(c)-12

と同義であり整合して

いる。 
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重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，作動状態の確認が可能な設計とする。 

 

へ．(2)(ⅱ)(c)-13 また，中央制御室に

おける緊急停止系の操作によって１分以内

にプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

停止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，へ．

(2)(ⅱ)(c)-14 プルトニウム濃縮缶加熱蒸

気温度高による加熱停止回路と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，加熱停止回路とは異なるプル

トニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止する

ための重大事故時供給液停止弁の閉止回路

とすることで，プルトニウム濃縮缶加熱蒸

気温度高による加熱停止回路に対して多様

性を有する設計とする。 

 

へ．(2)(ⅱ)(c)-15 重大事故時供給停止

回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

してへ．(2)(ⅱ)(c)-16 修理等の対応，関

連する工程の停止等により重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，作動状

態の確認が可能な設計とする。 

 

また，中央制御室における緊急停止系の操作によ

って１分以内にプルトニウム濃縮缶への供給液の供

給を停止できる設計とする。 

 

 

 

 

6.2.4.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１)ａ．多様性，

位置的分散」に示す。 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気温度高による加熱停止回路と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，加熱停止回路とは異なるプルトニウム濃縮缶供

給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供給液停

止弁の閉止回路とすることで，プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気温度高による加熱停止回路に対して多様性

を有する設計とする。 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(c)-15 重大事故時供給停止回路は，

地震等により機能が損なわれる場合，へ．

(2)(ⅱ)(c)-16 修理等の対応により機能を維持する

設計とする。 

 

 

 

また，必要に応じて関連する工程を停止する等の

手順を整備する。 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１)ｂ．悪影響防

止」に示す。 

重大事故時供給停止回路は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

（３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２)個数及び容

量」に示す。 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，作動状

態の確認が可能な設計とする。 

 

へ．(2)(ⅱ)(c)-13 重大事故時供給停止回路の緊急

停止系は，中央制御室における緊急停止系の操作に

よって１分以内にプルトニウム濃縮缶への供給液の

供給を停止できる設計とする 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，へ．(2)(ⅱ)(c)-14

共通要因によってプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度

高による加熱停止回路と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，加熱停止回路とは異なるプル

トニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重

大事故時供給液停止弁の閉止回路とすることで，プ

ルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回

路に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(c)-15重大事故時供給停止回路は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災

及び内部発生飛散物に対してへ．(2)(ⅱ)(c)-16修

理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計とする。 

 

関連する工程を停止すること等については，保安

規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-13は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(c)-

13と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-14は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(c)-

14と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-16 は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(c)-

16 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．
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重大事故時供給停止回路は，へ．

(2)(ⅱ)(c)-17 プルトニウム濃縮缶に対し

１系列で構成する。 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生した場合に，

重大事故時供給液停止弁に対して閉信号

を，廃ガス貯留設備に対して起動信号を発

するよう警報設定値を設定するとともに，

動的機器である分解反応検知機器の単一故

障を考慮した数量を有する設計とする。 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応により瞬間的に上昇

する温度及び圧力の影響を考慮しても機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，配管の全周

破断に対して，適切な材質とすることによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）によりへ．

(2)(ⅱ)(c)-19 機能を損なわない設計とす

る。 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，中央

制御室で操作可能な設計とする。 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮缶

に対し１系列で構成する。 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応が発生した場合に，重大事故時供給液

停止弁に対して閉信号を，廃ガス貯留設備に対して

起動信号を発するよう警報設定値を設定するととも

に，動的機器である分解反応検知機器の単一故障を

考慮した数量を有する設計とする。 

 

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18 (３)環境条件等」

に示す。 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力

の影響を考慮しても機能を損なわない設計とする。 

 

 

へ．(2)(ⅱ)(c)-18重大事故時供給停止回路は，

地震等により機能が損なわれる場合，修理等の対応

により機能を維持する設計とする。また，必要に応

じて関連する工程を停止する等の手順を整備する。 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，配管の全周破断に対

して，適切な材質とすることにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

により機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても操作に支

障がないように，中央制御室で操作可能な設計とす

る。 

 

 

(５) 操作性の確保 

重大事故時供給停止回路は，へ．(2)(ⅱ)(c)-17 プ

ルトニウム濃縮缶に対し１系列で構成し，火災又は

爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束さ

せることができる設計とする 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応が発生した場合に，重大事故時供給液

停止弁に対して閉信号を，廃ガス貯留設備に対して

起動信号を発するよう警報設定値を設定するととも

に，動的機器である分解反応検知機器の単一故障を

考慮した数量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力

の影響を考慮しても機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，配管の全周破断に対

して，適切な材質とすることにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

によりへ．(2)(ⅱ)(c)-19重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても操作に支

障がないように，中央制御室で操作可能な設計とす

る。 

 

 

 

(2)(ⅱ)(c)-17 は，事

業変更許可申請書(本

文)のへ．(2)(ⅱ)(c)-

17 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-15 

～へ．(2)(ⅱ)(c)-16

は事業変更許可申請書

(添付書類 六)のへ．

(2)(ⅱ)(c)-18 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-19 は，事

業変更許可申請書（本

文）のへ．

(2)(ⅱ)(c)-19 と同義

であり整合している。 
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重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，中央制御室において緊急停止操作スイ

ッチを押下することで作動する設計とし，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の

判定後１分以内に操作できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，性能確認等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

    ［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時供給停止回路 

緊急停止系 

（精製建屋用，電路含む）   １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針については，「1.7.18 (４)ａ．操作性の

確保」に示す。 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央制

御室において緊急停止操作スイッチを押下すること

で作動する設計とし，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生の判定後１分以内に操作できる設計とす

る。 

 

6.2.4.4 主要設備の仕様 

重大事故時供給停止回路の主要設備の仕様を第

6.2.4－１表に，重大事故時供給停止回路の系統概要

図を第6.2.4－１図に示す。 

6.2.4.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (４)ｂ．試験・検

査性」に示す。 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，性能確認等が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

第6.2.4－１表(1) 重大事故時供給停止回路の主要

設備の仕様 

(１)重大事故時供給停止回路 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ. 緊急停止系（精製建屋用，電路含む） 

数量             １式◇1  

 

ｂ．分解反応検知機器 

詳細は「第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータ」及び「第6.2.1－４表(1) 

計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様」

に記載する。 

(ａ)プルトニウム濃縮缶圧力計 

使用数量             １ 

計測範囲       -24～２ｋＰａ 

計測方式        エアパージ式 

(ｂ)プルトニウム濃縮缶気相部温度計 

使用数量             １ 

計測範囲         ０～200℃ 

計測方式           熱電対 

(ｃ)プルトニウム濃縮缶液相部温度計 

使用数量             １ 

計測範囲         ０～200℃ 

計測方式          熱電対 ◇3  

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央制

御室において緊急停止操作スイッチを押下すること

で作動する設計とし，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生の判定後１分以内に操作できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，通常時

において，重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観点検，性能確認等が可能な設

計とする。 

 

 

 

【常設重大事故等対処設備】（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．

(2)(ⅱ)(c)-20 は，事

業変更許可申請書（本

文）のへ．

(2)(ⅱ)(c)-20 と同義

であり整合している。 
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(3) 主要な工程計装設備の種類 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

安全機能を有する施設の健全性を確保す

るため，再処理施設の各施設の温度・圧

力・流量・液位・密度・濃度等を測定し，

運転監視・制御を行うとともに，安全を確

保するための警報等を発する工程計装設備

を設置する。工程計装設備で測定するパラ

メータは，再処理施設の運転時，停止時及

び運転時の異常な過渡変化時においても想

定される範囲内に制御できるとともに，想

定される範囲内で監視できる設計とする。

また，設計基準事故時に想定される環境下

において十分な測定範囲及び期間にわたり

監視できる設計とする。主要な工程計装設

備を以下に示す。 

 

へ．(3)(i)-①使用済燃料の貯蔵施設の

燃料貯蔵プールの水位を測定し，警報を発

する水位計を設置する。 

へ．(3)(i)-①せん断処理施設のせん断

機のせん断刃位置を測定し，警報を発する

検出器を設置する。 

へ．(3)(i)-①溶解施設の溶解槽への供

給硝酸の流量を測定し警報を発する流量測

定装置を設置する。また，溶解槽の溶解液

温度及び溶解液密度を測定し警報を発する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.1 計測制御設備 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料溶解槽内の温度を測定するための溶

解槽溶解液温度を測定する装置を設置する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）は，概要の書

き出しであり詳細は後

段に示す。 
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温度測定装置及び密度測定装置を設置す

る。また，清澄機の振動を測定し，警報を

発する振動測定装置を設置する。 

へ．(3)(i)-①分離施設の抽出塔に供給

する溶解液供給流量を測定し，警報を発す

る流量測定装置を設置する。 

へ．(3)(i)-①精製施設のウラン濃縮缶

の加熱蒸気の温度を測定し，警報を発する

温度測定装置を設置する。 

へ．(3)(i)-①脱硝施設のウラン・プル

トニウム混合脱硝設備還元炉の還元ガス水

素濃度を測定し，警報を発する水素濃度測

定装置を設置する。 

へ．(3)(i)-①酸及び溶媒の回収施設の

酸回収設備の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸

気の温度を測定し，警報を発する温度測定

装置を設置する。 

へ．(3)(i)-①酸及び溶媒の回収施設の

酸回収設備の第１酸回収系の蒸発缶加熱蒸

気の圧力を測定し，警報を発する圧力測定

装置を設置する。 

へ．(3)(i)-①製品貯蔵施設のウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容

器台車等の運転制御装置を設置する。 

へ．(3)(i)-①液体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液処理設備高レベル濃縮廃液貯

槽の廃液の温度を測定し，警報を発する温

度測定装置を設置する。 

へ．(3)(i)-①固体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液ガラス固化設備の固化セル移

送台車上の流下ガラスの重量を測定し，警

報を発する重量計を設置する。 

へ．(3)(i)-①その他再処理設備の附属

施設の安全圧縮空気系の空気貯槽圧力を測

定し，警報を発する圧力測定装置を設置す

る。 

へ．(3)(i)-①溶解施設の溶解槽への供

給硝酸の可溶性中性子吸収材濃度を測定

し，警報を発する濃度測定装置を設置す

る。 

 

へ．(3)(i)-①固体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液混合槽及び供給液槽廃液温度

を測定し，警報を発する温度測定装置を設

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸発缶内の温度及び圧力を測定するための第２

酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度及び第１酸回収系

の蒸発缶加熱蒸気圧力を測定する装置を設置する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程計装設備として，液体状の中性子吸収材の

濃度を測定するための溶解槽供給硝酸の可溶性中

性子吸収材濃度を測定する装置を設置する設計と

する。 

 

廃液槽の冷却水の流量及び温度を測定するため

の凝縮器の出口冷却水流量，高レベル廃液混合槽

及び供給液槽廃液温度を測定する装置を設置する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたへ．(3)(i)-

①は，仕様表にて示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたへ．(3)(i)-

①は，仕様表にて示す 
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へ．(3)(i)-①精製施設の凝縮器の出口

冷却水流量を測定し，警報を発する流量測

定装置を設置する。 

 

へ．(3)(i)-①精製施設のプルトニウム

濃縮缶の缶内液位を測定し，警報を発する

液位測定装置を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(a) 計装設備 

へ．(3)(ⅱ)-①計装設備は，重大事故等

が発生した場合において，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメ

ータを計測できる設計とする。 

 

へ．(3)(ⅱ)-①計装設備は，重大事故等

が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その他の故障によ

り当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，再処理施設

における重大事故等の事象進展速度や重大

事故等に対処するための時間的余裕の観点

を考慮し，当該パラメータを推定するため

に有効な情報を把握できる設計とする。 

 

直流電源の喪失その他の故障として，再

処理施設のパラメータを計測する機器の多

くが交流電源により給電する設計としてい

ることから，必要なパラメータを計測する

ことが困難となる条件として全交流動力電

源の喪失を想定し，また，計測機器の故障

（計装導圧配管及び温度計ガイド管（以下

「計装配管」という。）が損傷した場合を

含む。）及び計測範囲の超過を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 重大事故等対処設備 

6.2.1 計装設備 

6.2.1.1 概要 

計装設備は，重大事故等が発生した場合にお

いて，重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測できる設計とす

る。 

 

計装設備は，重大事故等が発生した場合におい

て，計測機器（非常用のものを含む。）の直流

電源の喪失その他の故障により重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータ

を計測することが困難となった場合において，

再処理施設における重大事故等の事象進展速度

や重大事故等に対処するための時間的余裕の観

点を考慮し，当該パラメータを推定するために

有効な情報を把握できる設計とする 

 

 

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施

設のパラメータを計測する機器の多くが交流電

源により給電する設計としていることから，必

要なパラメータを計測することが困難となる条

件として全交流動力電源の喪失を想定し，ま

た，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度計

ガイド管（以下「計装配管」という。）が損傷

した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定

する。 

 

 

 

 

機器内の溶液の液位を測定するためのプルトニ

ウム濃縮缶液位を測定する装置を設置する設計と

する 

 

再処理施設には，再処理施設の設備の機能の喪

失，誤操作その他の要因により再処理施設の安全

性を著しく損なうおそれが生じたとき又は液体状

の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物

質が著しく漏えいするおそれが生じたときに，こ

れらを確実に検知して速やかに警報（漏えい液受

皿の集液溝の液位高）を発する装置を設置する設

計とする。 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-①計測制御設備は，重大事故等

が発生した場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメータを計測で

きる設計とする。 

 

へ．(3)(ⅱ)-①計測制御設備は，重大事故等

が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故

等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータを計測することが困難となった場合におい

て，再処理施設における重大事故等の事象進展速

度や重大事故等に対処するための時間的余裕の観

点を考慮し，当該パラメータを推定するために有

効な情報を把握できる設計とする。 

 

 

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施

設のパラメータを計測する機器の多くが交流電源

により給電する設計としていることから，必要な

パラメータを計測することが困難となる条件とし

て全交流動力電源の喪失を想定し，また，計測機

器の故障（計装導圧配管及び温度計ガイド管（以

下「計装配管」という。）が損傷した場合を含

む。）及び計測範囲の超過を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

①は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-①と同義であ

り整合している。 
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へ．(3)(ⅱ)-①計装設備は，重大事故等

が発生した場合において，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメ

ータを計測する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，

可搬型重要代替計器及びへ．(3)(ⅱ)-②第

５表のうち「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための手順等」に用いる一部のパラメ

ータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必

要な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニ

ット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユ

ニット用空気圧縮機，けん引車で構成す

る。 

 

 

 

 

可搬型重要計器の一部は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型重

要計器は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設における重大事故等対処に同時に対処

することを考慮し，対処に必要となる計測

範囲及び個数を確保することで，共用によ

って重大事故等時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉝重大事故等が発生した場

合，当該パラメータは「ヘ．(4)(ⅰ)(a) 計

測制御装置」の情報把握計装設備，監視制

御盤及び安全系監視制御盤を監視並びに記

録する設備として兼用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設備の設

計方針 

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設備の一

部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-①計測制御設備は，重大事故等

が発生した場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメータを計測す

る設備として，常設重要計器，常設重要代替計

器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び

へ．(3)(ⅱ)-②第 2章 個別項目の「1.2.1 使

用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10 監視設備」

に用いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要

計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測

ユニット用空気圧縮機，けん引車で構成し，必要

なパラメータを計測する設計とする。 

 

 

 

4.1.2.1 重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備の詳細設

計方針 

可搬型重要計器の一部は，MOX燃料加工施

設と共用する 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型重要計

器は，再処理施設及び MOX燃料加工施設にお

ける重大事故等に同時に対処することを考慮

し，対処に必要となる計測範囲及び個数を確

保することで，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

4.1.3 再処理施設への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムが発生した場合において必

要な情報を把握し記録する設備の設計方針 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉝再処理施設への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合において必要なパラメータを把握し記録

する設備として，常設重要計器，常設重要代替

計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

を使用するとともに，第 2章 個別項目の「4.3 

制御室」の「4.3.1 計測制御装置」の情報把

握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及

び「7.3.9 緊急時対策所」の「7.3.9.4 緊急

時対策建屋情報把握設備」の情報収集装置，情

報表示装置，データ収集装置，データ表示装置

を再処理施設への故意による大型航空機の衝突

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

①は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-①と同義であ

り整合している。 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

②は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-②と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉝は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉝と同義であ

り整合している 
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重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータ及び当該パラメータ

を推定するために有効な情報は，パラメー

タの重要性や計測に当たっての優先順位の

明確化の観点から，以下の通り分類する。 

 

再処理施設の状態を監視するパラメータ

のうち，当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータ及び当該

パラメータを推定するために有効な情報

は，重大事故等の対策における各作業手順

に用いるパラメータ及び重大事故等に対す

る対策の有効性評価に用いるパラメータか

ら抽出する（以下「抽出パラメータ」とい

う。）。 

 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等の発

生防止対策及び拡大防止対策等を成功させ

るために監視することが必要なパラメータ

を主要パラメータとする。また，抽出パラ

メータのうち，電源設備の受電状態，重大

事故等対処設備の運転状態又は再処理施設

の状態を補助的に監視するパラメータを補

助パラメータとする。 

 

主要パラメータのうち，再処理施設の状

態を直接監視するパラメータを重要監視パ

ラメータとする。 

 

主要パラメータのうち，再処理施設の状

態を換算等により推定，又は推測するパラ

メータを重要代替監視パラメータとする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータの種類を第１表に示す。 

 

重要代替監視パラメータが複数ある場合

は，重要監視パラメータとの相関性の高

さ，検出器の種類及び使用環境条件を踏ま

 

 

 

 

 

6.2.1.2 設計方針 

 (１) パラメータの選定方針 

重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータ及び当該パラメータを推定す

るために有効な情報は，パラメータの重要性や

計測に当たっての優先順位の明確化の観点か

ら，以下のとおり分類する。 

 

再処理施設の状態を監視するパラメータのう

ち，重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータ及び当該パラメータを推定

するために有効な情報は，「添付書類八 5.重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力」のうち，以下

の作業手順に用いるパラメータ及び「添付書類

八 7. 重大事故等に対する対策の有効性評価」

において監視を行うパラメータから抽出する

（以下「抽出パラメータ」という。）。 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防

止対策及び拡大防止対策等を成功させるために

把握することが必要なパラメータを主要パラメ

ータとする。また，抽出パラメータのうち，電

源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転

状態又は再処理施設の状態を補助的に監視する

パラメータを補助パラメータとする。 

 

 

 主要パラメータのうち，再処理施設の状態を

直接監視するパラメータを重要監視パラメータ

とする。 

 

主要パラメータのうち，再処理施設の状態を

換算等により推定，又は推測するパラメータを

重要代替監視パラメータとする。 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータが複数ある場合は，

重要監視パラメータとの相関性の高さ，検出器

の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさ

その他のテロリズムが発生した場合において必

要な情報を把握し監視並びに記録する設備とし

て兼用する設計とする。 

 

 

4.1.1 パラメータの選定方針 

    重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータ及び当該パラメータを推定す

るために有効な情報は，パラメータの重要性や

計測に当たっての優先順位の明確化の観点か

ら，以下の通り分類する。 

 

再処理施設の状態を監視するパラメータのう

ち，当該重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータ及び当該パラメータを

推定するために有効な情報は，重大事故等の対

策における各作業手順に用いるパラメータ及び

重大事故等に対する対策の有効性評価に用いる

パラメータから抽出する（以下「抽出パラメー

タ」という。） 

 

 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生

防止対策及び拡大防止対策を成功させるため

に監視することが必要なパラメータを主要パ

ラメータとする。また，抽出パラメータのう

ち，電源設備の受電状態，重大事故等対処設

備の運転状態又は再処理施設の状態を補助的

に監視するパラメータを補助パラメータと

し，保安規定に定めて，管理する。 

 

主要パラメータのうち，再処理施設の状態

を直接監視するパラメータを重要監視パラメ

ータとする。 

 

主要パラメータのうち，再処理施設の状態

を換算等により推定，又は推測するパラメー

タを重要代替監視パラメータとする。 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータが複数ある場合

は，重要監視パラメータとの相関性の高さ，

検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確

からしさを考慮し，計測に当たっての優先順

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）は，概要の書

き出しであり詳細は後
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えた確からしさを考慮し，計測に当たって

の優先順位を定める。 

 

重要代替監視パラメータは，重要監視パ

ラメータと同一物理量のパラメータを計測

する異なる計測点（以下「他チャンネル」

という。）がある場合は，重要代替監視パ

ラメータとしていずれか１つの適切な他チ

ャンネルを選定し，計測する設計とする。

また，重要監視パラメータを換算等により

推定，又は推測可能なパラメータがある場

合は，重要代替監視パラメータとして計測

する設計とする。 

 

重大事故等が発生した場合は，重要監視

パラメータの計測に着手することで，再処

理施設の状態を把握する手段を有する設計

とする。 

 

 

 

重要監視パラメータの計測が困難な場合

は，重要代替監視パラメータの計測に着手

することで，再処理施設の状態を推定，又

は推測可能な手段を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータを計測する設備のうち，

重要監視パラメータを計測する設備を重要

計器，重要代替監視パラメータを計測する

設備を重要代替計器とし，重大事故等の発

生要因に応じて対処に有効な設備を使用す

る設計とする。 

 

重要計器及び重要代替計器は，再処理施

設の状態を推定するための計測範囲を有す

る設計とする。 

 

重要監視パラメータは，外的事象による

安全機能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合には，可搬型重要計器を使用

して計測する設計とする。また，内的事象

による安全機能の喪失を要因とし，全交流

を考慮し，計測に当たっての優先順位を定め

る。 

 

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメ

ータと同一物理量のパラメータを計測する異な

る計測点(以下「他チャンネル」という。)があ

る場合は，重要代替監視パラメータとしていず

れか１つの適切な他チャンネルを選定し，計測

する設計とする。また，重要監視パラメータを

換算等により推定，又は推測可能なパラメータ

がある場合は，重要代替監視パラメータとして

計測する設計とする。 

 

 

重大事故等が発生した場合は，「添付書類八 

第 5－１表 重大事故等対処における手順の概

要（11／15）」に示す対応手段等により，重要

監視パラメータの計測に着手することで，再処

理施設の状態を把握する手段を有する設計とす

る。 

 

重要監視パラメータの計測が困難となった場合

は，「添付書類八 第 5－１表 重大事故等対

処における手順の概要（11／15）」に示す対応

手段等により，重要代替監視パラメータの計測

に着手することで，再処理施設の状態を推定，

又は推測可能な手段を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位を保安規定に定めて，管理する。 

 

重要代替監視パラメータは，重要監視パラ

メータと同一物理量のパラメータを計測する

異なる計測点（以下「他チャンネル」とい

う。）がある場合は，重要代替監視パラメー

タとしていずれか１つの適切な他チャンネル

を選定し，計測する設計とする。また，重要

監視パラメータを換算等により推定，又は推

測可能なパラメータがある場合は，重要代替

監視パラメータとして計測する設計とする。 

 

 

重大事故等が発生した場合は，重要監視パ

ラメータの計測に着手することで，再処理施

設の状態を把握する手段を有する設計とす

る。 

 

 

 

重要監視パラメータの計測が困難な場合

は，重要代替監視パラメータの計測に着手す

ることで，再処理施設の状態を推定，又は推

測可能な手段を有する設計とする。 

   

 

 

 

4.1.2  重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを把握する設備の設計方針 

主要パラメータを計測する設備のうち，重要

監視パラメータを計測する設備を重要計器，重

要代替監視パラメータを計測する設備を重要代

替計器とし，重大事故等の発生要因に応じて対

処に有効な設備を使用する設計とする。 

 

 

重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の

状態を推定するための計測範囲を有する設計と

する。 

 

重要監視パラメータは，外的事象による安全

機能の喪失を要因として重大事故等が発生した

場合には，可搬型重要計器を使用して計測する

設計とする。また，内的事象による安全機能の

喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わ

ない重大事故等が発生した場合には，可搬型重

段に示す。 
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動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発

生した場合には，可搬型重要計器又は常設

重要計器を使用して計測する設計とする。

重要監視パラメータを計測する可搬型重要

計器は重大事故等対処設備としてへ．

(3)(ⅱ)-③配備する。重要監視パラメータ

を計測する常設重要計器は，へ．(3)(ⅱ)-

④第５表のうち「1.1 臨界事故の拡大を防

止するための手順等」及び「1.4 有機溶媒

等による火災又は爆発に対処するための手

順等」の常設計器を重大事故等対処設備と

して位置付けるとともに，設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータは，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合には，可搬型重要代替計

器を使用して計測する設計とする。また，

内的事象による安全機能の喪失を要因と

し，全交流動力電源の喪失を伴わない重大

事故等が発生した場合には，常設重要代替

計器を使用して計測する設計とする。重要

代替監視パラメータを計測する可搬型重要

代替計器は，重大事故等対処設備として

へ．(3)(ⅱ)-⑤配備する。重要代替監視パ

ラメータを計測する常設重要代替計器は，

へ．(3)(ⅱ)-⑥第５表のうち「1.1 臨界事

故の拡大を防止するための手順等」及び

「1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対

処するための手順等」の常設計器を重大事

故等対処設備として位置付けへ．(3)(ⅱ)-

⑦るとともに，設置する。主要パラメータ

の計測概要図を第 194 図から第 196 図に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要計器又は常設重要計器を使用して計測する設

計とする。重要監視パラメータを計測する可搬

型重要計器は重大事故等対処設備としてへ．

(3)(ⅱ)-③設ける設計とする。重要監視パラ

メータを計測する常設重要計器は，へ．

(3)(ⅱ)-④第 2章 個別項目の「2.2.1 溶解

設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系」，「2.4.2 プルトニウム精

製設備」の「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム

濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3 精製建屋一時

貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系，「5.1 気体廃棄物の廃棄施

設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2 

圧縮空気設備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃

気系」の常設計器を重大事故等対処設備として

位置付けるとともに，設置する設計とする 

 

重要代替監視パラメータは，外的事象による

安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生

した場合には，可搬型重要代替計器を使用して

計測する設計とする。また，内的事象による安

全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪

失を伴わない重大事故等が発生した場合には，

常設重要代替計器を使用して計測する設計とす

る。重要代替監視パラメータを計測する可搬型

重要代替計器は，重大事故等対処設備として

へ．(3)(ⅱ)-⑤設ける設計とする。重要代替

監視パラメータを計測する常設重要代替計器

は，へ．(3)(ⅱ)-⑥第 2章 個別項目の

「2.2.1 溶解設備」の「2.2.1.1 代替可溶性

中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2 

プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1 重大事故

時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3 

精製建屋一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系，「5.1 気体廃棄

物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及

び「7.1.2 圧縮空気設備」の「7.1.2.4 臨界

事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対

処設備として位置付け，へ．(3)(ⅱ)-⑦重要

監視パラメータを計測するために設置する設計

とする。 

 

4.1.2.1  重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備の詳細設

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

③は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-③と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

④は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-④を具体的に

記載しており、整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑤は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑤と同義であ

り整合している。 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑥は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑥を具体的に

記載しており、整合し

ている。 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑦は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑦と同義であ

り整合している。 
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可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

は，計測方式に応じて設計基準対象の施設

である計測制御設備の計装配管に接続して

計測する設計とする。 

 

主要パラメータを計測するために必要な

設備のうち常設重要計器及び常設重要代替

計器の電源は，へ．(3)(ⅱ)-⑧「リ．

(1)(ⅰ)(b)(ﾛ) 重大事故等対処設備」の一

部である受電開閉設備等から給電する設計

とする。 

 

主要パラメータを計測するために必要な

設備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器の電源は，重大事故等が発生した

場合において，乾電池，充電池又はへ．

(3)(ⅱ)-⑨「ヘ．(4)(ⅰ)(a) 計測制御装

置」の情報把握計装設備可搬型発電機，

「リ．(1)(ⅰ)(b)(ﾛ)1) 代替電源設備」の

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型

発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機から給電する

設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型

重要計器及び可搬型重要代替計器には，各

建屋の可搬型発電機からへ．(3)(ⅱ)-⑩

「ヘ．(4)(ⅰ)(a) 計測制御装置」の前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可

搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型情報収集装置を介して給電す

る設計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可

搬型計測ユニットを介して電源を給電する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計方針 

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

は，計測方式に応じて設計基準対象の施設で

ある計測制御設備の計装配管に接続して計測

する設計とする。 

 

主要パラメータを計測するために必要な設

備のうち常設重要計器及び常設重要代替計器

の電源は，へ．(3)(ⅱ)-⑧重大事故等対処

設備の一部である受電開閉設備等から給電す

る設計とする。 

 

 

主要パラメータを計測するために必要な設

備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器の電源は，重大事故等が発生した場合に

おいて，乾電池，充電池又は，へ．

(3)(ⅱ)-⑨第 2章 個別項目の「4.3 制御

室」の「4.3.1 計測制御装置」の情報把握

計装設備可搬型発電機，「7.1.1 電気設

備」の「7.1.1.9 代替電源設備」のうち前

処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機から給電する設計とする。前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化

建屋の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器には，各建屋の可搬型発電機からへ．

(3)(ⅱ)-⑩第 2章 個別項目の「4.3 制御

室」の「4.3.1 計測制御装置」の前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置を介して給電する設計とす

る。 

 

4.1.2.2  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等

に対処するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備の詳細設計方針 

主要パラメータを計測するために必要な設

備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器の電源は，重大事故等が発生した場合に

おいて，乾電池，充電池又は第 2章 個別項

目の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑧は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑧と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑨は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑨を具体的に

記載しており、整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑩は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑩と同義であ

り整合している。 
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パラメータの計測に必要な圧縮空気は，

へ．(3)(ⅱ)-⑪可搬型計測ユニット用空気

圧縮機，「リ．(1)(ⅱ) 圧縮空気設備」の

安全圧縮空気系，一般圧縮空気系及び可搬

型空気圧縮機から空気を供給する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-⑫第５表のうち「1.5 使用

済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」に

用いる一部のパラメータの監視及び可搬型

重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニッ

ト，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニ

ット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及

びけん引車を重大事故等対処設備として

へ．(3)(ⅱ)-⑬配備する。へ．(3)(ⅱ)-⑭

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ

ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニ

ット用空気圧縮機及びけん引車は，外部保

管エリアに保管し，対策時はけん引車によ

り使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍の屋外

に設置し使用する。 

 

可搬型計測ユニットは，パラメータの計

測に必要な圧縮空気及び可搬型空冷ユニッ

トに必要な圧縮空気を供給する機能を有す

る設計とする。可搬型計測ユニットにおい

て必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット

用空気圧縮機から供給する設計とする。 

 

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機から給電する設計とす

る。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要

計器には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機から可搬型計測ユニットを

介して電源を給電する設計とする。 

 

4.1.2.1  重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備の詳細設

計方針 

パラメータの計測に必要な圧縮空気は，

へ．(3)(ⅱ)-⑪第 2章 個別項目の「7.1.2 

圧縮空気設備」の「7.1.2.1 一般圧縮空気

系」，「7.1.2.2 安全圧縮空気系」，可搬

型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の

計測用ボンベ並びに可搬型空気圧縮機から空

気を供給する設計とする。 

 

4.1.2.2  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等

に対処するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備の詳細設計方針 

へ．(3)(ⅱ)-⑫第 2章 個別項目の

「「1.2.1 使用済燃料の貯蔵施設」の

「1.2.1.10 監視設備」に用いる一部のパラ

メータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必

要な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ

ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニッ

ト用空気圧縮機及びけん引車を重大事故等対

処設備としてへ．(3)(ⅱ)-⑬設ける設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測ユニットは，パラメータの計測

に必要な圧縮空気及び可搬型空冷ユニットに

必要な圧縮空気を供給する機能を有する設計

とする。可搬型計測ユニットにおいて必要な

圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機から供給する設計とする 

 

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で

計測する燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑪は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑪を具体的に

記載しており、整合し

ている。 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑫は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑫と同義であ

り整合している。 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑬は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑬と同義であ

り整合している。 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたへ．(3)(ⅱ)-

⑭は，本設工認の対象

外である。 
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で計測する燃料貯蔵プール等水温，燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等空間線

量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメ

ラ）のパラメータをユニット内で監視可能

な機能を有する設計とする。また，可搬型

監視ユニットには，へ．(3)(ⅱ)-⑮「ヘ．

(4)(ⅰ)(a) 計測制御装置」の使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置を搭載

可能な設計とする。 

 

 

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニ

ットから供給される圧縮空気を冷却する機

能を有する設計とする。冷却した圧縮空気

は，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料

貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測す

る可搬型重要計器に供給することで，崩壊

熱による使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇

及び沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温

度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬型重

要計器の機能を損なわない設計とする。 

 

また，可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニットに必要な電

源は，へ．(3)(ⅱ)-⑯「リ．(1)(ⅰ)(b)

(ﾛ)1) 代替電源設備」の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から供給

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-⑰「リ．(1)(ⅰ)(b)(ﾛ)1) 

代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機は，けん引車に

て設置場所までけん引可能な設計とする。 

へ．(3)(ⅱ)-⑱可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット及

び可搬型計測ユニット用空気圧縮機の系統

構成を第 197 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ａ．重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備 

(ｅ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要

な計装設備 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，

可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空

気圧縮機，及び「9.2 電気設備」使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，けん

引車にて設置場所までけん引可能な設計とする

とともに，けん引車を重大事故等対処設備とし

て配備する。 

 

 

 

 

ール等水位，燃料貯蔵プール等空間線量率及

び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパ

ラメータをユニット内で監視可能な機能を有

する設計とする。また，可搬型監視ユニット

には，へ．(3)(ⅱ)-⑮第 2章 個別項目の

「4.3 制御室」の「4.3.1 計測制御装置」

計測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置を搭載可能な設計とす

る。 

 

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニッ

トから供給される圧縮空気を冷却する機能を

有する設計とする。冷却した圧縮空気は，燃

料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プー

ル等状態（監視カメラ）を計測する可搬型重

要計器に供給することで，崩壊熱による使用

済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び沸騰による

使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇

を考慮しても，可搬型重要計器の機能を損な

わない設計とする。 

 

また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニットに必要な電源

は，へ．(3)(ⅱ)-⑯第 2章 個別項目の

「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替電源

設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機から供給する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-⑰可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可

搬型計測ユニット用空気圧縮機及び第 2章 

個別項目の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 

代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機は，けん引車にて設

置場所までけん引可能な設計とするととも

に，けん引車を重大事故等対処設備として設

ける設計とする 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑮は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑮と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑯は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑯と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑰は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑰と同義であ

り整合している。 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたへ．(3)(ⅱ)-

⑱は，系統図にて示す 
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常設重要計器，常設重要代替計器，可搬

型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重

大事故等における条件において，その機能

を確実に発揮できる設計とする。 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-⑲計装設備の可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器は，設計基準対

象の施設の計測制御設備と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含めて必

要な数量を設計基準対象の施設の計測制御

設備が設置される建屋から 100m以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る。

または，設計基準対象の施設の計測制御設

備が設置される建屋から 100m以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋

にも保管することで位置的分散を図る。前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する

場合は設計基準対象の施設の計測制御設備

が設置される場所と異なる場所に保管する

ことで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-⑳計装設備の燃料貯蔵プー

ル等水位（超音波式，メジャー），燃料貯

蔵プール等水温（サーミスタ）及び燃料貯

蔵プール等空間線量率（半導体検出器（携

行型））のパラメータを計測する可搬型重

要計器は，設計基準対象の施設の計測制御

設備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，設計基準

対象の施設の計測制御設備が設置される建

屋から 100m以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで

位置的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

 

 

 

 

 

 

(４)  重大事故等対処施設に関する設計方針 

ａ．多様性，位置的分散 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，設計基準対象の施設の計測制御設備と

共通要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測制

御設備が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る。または，

設計基準対象の施設の計測制御設備が設置され

る建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋

及び制御建屋にも保管することで位置的分散を

図る。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場合

は設計基準対象の施設の計測制御設備が設置さ

れる場所と異なる場所に保管することで位置的

分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波

式，メジャー），燃料貯蔵プール等水温（サー

ミスタ）及び燃料貯蔵プール等空間線量率（半

導体検出器（携行型））のパラメータを計測す

る可搬型重要計器は，設計基準対象の施設の計

測制御設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，設計基準対

象の施設の計測制御設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋にも保管することで位置的分散を図る。使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は

設計基準対象の施設の計測制御設備が設置され

 

 

 

 

4.1.2.1  重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備の詳細設

計方針 

へ．(3)(ⅱ)-⑲計測制御設備の可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器は，共通要因

によって設計基準対象の施設の計測制御設備

と同時にその機能が損なわれるおそれがない

ように，故障時バックアップを含めて必要な

数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が

設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散して保

管することで位置的分散を図る設計とする。

または，設計基準対象の施設の計測制御設備

が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管するととも

に，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋及び制御建屋にも保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋及び制御建屋内に保管する場合は設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置的分

散を図る設計とする 

 

4.1.2.2  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等

に対処するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備の詳細設計方針 

へ．(3)(ⅱ)-⑳計測制御設備の燃料貯蔵

プール等水位（超音波式，メジャー），燃料

貯蔵プール等水温（サーミスタ）及び燃料貯

蔵プール等空間線量率（半導体検出器（携行

型））のパラメータを計測する可搬型重要計

器は，共通要因によって設計基準対象の施設

の計測制御設備と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，設計基準対象の施設

の計測制御設備が設置される建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋にも保管することで位置的分散を図る設

計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に

保管する場合は設計基準対象の施設の計測制

 

仕様表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑲は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑲と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

⑳は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-⑳と同義であ

り整合している 
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蔵建屋内に保管する場合は設計基準対象の

施設の計測制御設備が設置される場所と異

なる場所に保管することで位置的分散を図

る。 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉑計装設備の可搬型計測ユ

ニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷

ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位（電

波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等

水温（測温抵抗体），代替注水設備流量，

スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間

線量率（半導体検出器（パラメータ伝送

型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメ

ラ）のパラメータを計測する可搬型重要計

器は，設計基準対象の施設の計測制御設備

と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を設計基準対象

の施設の計測制御設備が設置される建屋か

ら 100m以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管することで

位置的分散を図る。 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉒計装設備の常設重要計器

及び常設重要代替計器は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用すること

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻により

飛来物とならないよう必要に応じて固縛等

の措置をとることで他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

る場所と異なる場所に保管することで位置的分

散を図る。 

 

 

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユ

ニット用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プー

ル等水位（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵

プール等水温（測温抵抗体），代替注水設備流

量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間

線量率（半導体検出器（パラメータ伝送

型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計器は，設

計基準対象の施設の計測制御設備と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含めて必要な

数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保

した複数の外部保管エリアに分散して保管する

ことで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

ｂ．悪影響防止 

 計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計

器は，安全機能を有する施設として使用する場

合と同様に重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来

物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を

とることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

ｄ．環境条件等 

御設備が設置される場所と異なる場所に保管

することで位置的分散を図る設計とする 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉑計測制御設備の可搬型計

測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空

冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位（電波

式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温

（測温抵抗体），代替注水設備流量，スプレ

イ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率

（半導体検出器（パラメータ伝送型）），燃

料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，共通要因

によって設計基準対象の施設の計測制御設備

と同時にその機能が損なわれるおそれがない

ように，故障時バックアップを含めて必要な

数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が

設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散して保

管することで位置的分散を図る設計とする。 

 

4.1.2.1  重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備の詳細設

計方針 

へ．(3)(ⅱ)-㉒計測制御設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有

する施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する 

 

4.1.2.2  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等

に対処するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備の詳細設計方針 

屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛

来物とならないよう必要に応じて固縛等の措

置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

4.1.2.1  重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備の詳細設

計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉑は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉑と同義であ

り整合している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉒は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉒と同義であ

り整合している 
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計
装
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

へ．(3)(ⅱ)-㉓計装設備の常設重要計器

及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋及び精

製建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉔計装設備の燃料貯蔵プー

ル等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）を計測する可搬型重要計器

は，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニ

ット，可搬型空冷ユニット及び可搬型計測

ユニット用空気圧縮機により冷却した圧縮

空気を供給することで使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉕計装設備の可搬型重要計

器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プー

ル等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率，

代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃

料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラ

メータを計測する可搬型重要計器を含

む。）及び可搬型重要代替計器は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋，制御建屋，第１保管庫・貯水

所，第２保管庫・貯水所及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重要代替計

器は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代

替計器は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵

プール等水温及び燃料貯蔵プール等空間線量率

のパラメータを計測する可搬型重要計器は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋及び第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉓計測制御設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精

製建屋に設置し，風（台風）等により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする 

 

4.1.2.2  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等

に対処するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備の詳細設計方針 

へ．(3)(ⅱ)-㉔計測制御設備の燃料貯蔵

プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状

態（監視カメラ）を計測する可搬型重要計器

は，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ

ト，可搬型空冷ユニット及び可搬型計測ユニ

ット用空気圧縮機により冷却した圧縮空気を

供給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の環境温度，湿度を考慮しても重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

4.1.2.1  重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備の詳細設

計方針 

へ．(3)(ⅱ)-㉕計測制御設備の可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋，第 1保管庫・貯水所及び第 2

保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等によ

り重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする 

 

4.1.2.2  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等

に対処するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備の詳細設計方針 

へ．(3)(ⅱ)-㉕計測制御設備の可搬型重

要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プ

ール等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率の

パラメータを計測する可搬型重要計器）は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる第 1

保管庫・貯水所，第 2保管庫・貯水所及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉓は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉓と同義であ

り整合している 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉔は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉔と同義であ

り整合している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉕は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉕と同義であ

り整合している 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉖計装設備の可搬型重要計

器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プー

ル等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率の

パラメータを計測する可搬型重要計器を含

む。）及び可搬型重要代替計器は，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管，被水防護及び被液

防護する設計とする。 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉗可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，

可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん

引車は，積雪及び火山の影響に対して，積

雪に対しては除雪する手順を，火山の影響

（降下火砕物による積載荷重）に対しては

除灰及び屋内へ配備する手順を整備する。 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉘計装設備の常設重要計器

及び常設重要代替計器は，へ．(3)(ⅱ)-㉙

再処理施設の運転中又は停止中に，模擬入

力による機能，性能の確認及び校正並びに

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉚計装設備の可搬型重要計

器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プー

ル等水温，代替注水設備流量，スプレイ設

備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，燃

料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラ

メータを計測する可搬型重要計器を含

む。），可搬型重要代替計器及び可搬型計

測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵

プール等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率の

パラメータを計測する可搬型重要計器は，溢水

量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの保管，被水防護及び被液防護す

る設計とする。 

 

 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可

搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機及びけん引車は，積雪及び火山の影響に

対して，積雪に対しては除雪する手順を，火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）に対して

は除灰及び屋内へ配備する手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉕計測制御設備の可搬型重

要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流

量，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）の

パラメータを計測する可搬型重要計器）は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる第 1

保管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉖計測制御設備の可搬型重

要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プ

ール等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率の

パラメータを計測する可搬型重要計器を含

む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水

防護及び被液防護する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握する設備

の詳細設計方針 

へ．(3)(ⅱ)-㉘計測制御設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，へ．

(3)(ⅱ)-㉙通常時において，重大事故等へ

の対処に必要な機能を確認するため，模擬入

力による機能，性能の確認及び校正並びに外

観の確認が可能な設計とする。また，当該機

能を健全に維持するため，取替え，保修等が

可能な設計とする。 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉚計測制御設備の可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器は，通常時に

おいて，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するため，模擬入力による機能，性能の

確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計

とする。また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉖は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉖と同義であ

り整合している 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)のへ．(3)(ⅱ)-

㉗は仕様表にて記載す

る。 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉘は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉘と同義であ

り整合している 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉙は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉙と同義であ

り整合している 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉚は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉚と同義であ
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空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機は，模擬入力による機能，性能の確

認及び校正並びに外観の確認が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータは，再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合においても，当該事象に対処する

ために把握することが必要なパラメータと

して計測する設計とする。 

 

再処理施設への故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムが発生した場合に

おいて必要なパラメータを把握し記録する

設備として，常設重要計器，常設重要代替

計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器を使用するとともに，へ．(3)(ⅱ)-㉛

「ヘ．(4)(ⅰ)(a) 計測制御装置」の情報把

握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御

盤及び「リ．(4)(ⅸ)(a) 緊急時対策建屋情

報把握設備」の情報収集装置，情報表示装

置，データ収集装置，データ表示装置を再

処理施設への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムが発生した場合におい

て必要な情報を把握し記録する設備として

兼用する設計とする。 

 

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬

型重要計器及び可搬型重要代替計器により

計測したパラメータは，へ．(3)(ⅱ)-㉜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等

に対処するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備の詳細設計方針 

へ．(3)(ⅱ)-㉚計測制御設備の可搬型重

要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プ

ール等水温，代替注水設備流量，スプレイ設

備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，燃料

貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメー

タを計測する可搬型重要計器），可搬型重要

代替計器及び可搬型計測ユニット，可搬型監

視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計

測ユニット用空気圧縮機は，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を確認

するため，模擬入力による機能，性能の確認

及び校正並びに外観の確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するため，

取替え，保修等が可能な設計とする。 

 

4.1.3  再処理施設への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムが発生した場合において必

要な情報を把握し記録する設備の設計方針 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータは，再処理施設への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生した場合にお

いても，当該事象に対処するために把握するこ

とが必要なパラメータとして計測する設計とす

る。 

 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムが発生した場合において必

要なパラメータを把握し記録する設備として，

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器を使用するととも

に，へ．(3)(ⅱ)-㉛第 2章 個別項目の「4.3 

制御室」の「4.3.1 計測制御装置」の情報把

握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及

び「7.3.9 緊急時対策所」の「7.3.9.4 緊急

時対策建屋情報把握設備」の情報収集装置，情

報表示装置，データ収集装置，データ表示装置

を再処理施設への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムが発生した場合において必

要な情報を把握し監視並びに記録する設備とし

て兼用する設計とする。 

 

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器により計測した

り整合している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉛は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉛と同義であ

り整合している 

 

 

 

 

 

5959



    

 

ヘ-40 

 

計
装
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

「ヘ．(4)(ⅰ)(a) 計測制御装置」の情報把

握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御

盤及び「リ．(4)(ⅸ)(a) 緊急時対策建屋情

報把握設備」の情報収集装置，情報表示装

置，データ収集装置，データ表示装置に伝

送し，中央制御室及び緊急時対策所におい

て必要な情報を共有することにより，共通

要因によって中央制御室と緊急時対策所が

同時に必要な情報を把握する機能が損なわ

れない設計とする。 

 

 

 

(ｲ) 主要な設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

常設重要計器          １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重要代替計器        １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器         １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラメータは，へ．(3)(ⅱ)-㉜第 2章 個別項

目の「4.3 制御室」の「4.3.1 計測制御装

置」の情報把握計装設備，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び「7.3.9 緊急時対策所」の

「7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設備」の

情報収集装置，情報表示装置，データ収集装

置，データ表示装置に伝送し，中央制御室及び

緊急時対策所において必要な情報を共有するこ

とにより，共通要因によって中央制御室と緊急

時対策所が同時に必要な情報を把握する機能が

損なわれない設計とする。 

 

 

【計測制御施設】(要目表) 

［常設重大事故等対処設備］ 

・常設重要計器 

 
・常設重要代替計器 

 
 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

・可搬型重要計器  

 
 

 

 

 

 

 

設工認のへ．(3)(ⅱ)-

㉜は，事業変更許可申

請書(本文)のへ．

(3)(ⅱ)-㉜と同義であ

り整合している 
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可搬型重要代替計器       １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉝可搬型空冷ユニットA       

３台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台） 

へ．(3)(ⅱ)-㉝可搬型空冷ユニットB       

３台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台） 

へ．(3)(ⅱ)-㉝可搬型空冷ユニットC       

３台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台） 

へ．(3)(ⅱ)-㉝可搬型空冷ユニットD       

３台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台） 

へ．(3)(ⅱ)-㉝可搬型空冷ユニットE       

３台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台） 

へ．(3)(ⅱ)-㉝可搬型計測ユニット       

３台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台） 

へ．(3)(ⅱ)-㉝可搬型監視ユニット       

３台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・可搬型重要代替計器  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「へ．

(3)(ⅱ)-㉝」は，本

設工認では仕様表対

象外である 
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可搬型計測ユニット用空気圧縮機 ３台 

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ．(3)(ⅱ)-㉝けん引車            

３台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台） 

 

 

 

 

 

 

 

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「へ．

(3)(ⅱ)-㉝」は，本

設工認では仕様表対

象外である 
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(4) その他の主要な事項 

(i) 制御室等 

再処理施設には，運転時において，運転員

その他の従事者が施設の運転又は工程等の管

理を行い，事故時において，適切な事故対策

を構ずる場所として，制御建屋に中央制御室

を設けるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室を設ける。 

 

 第 2 章 個別項目 

4.計測制御系統施設 

4.3 制御室 

再処理施設には，運転時において，運転員その

他の従事者が施設の運転又は工程等の管理を行

い，事故時において，適切な事故対策を構ずる場

所として，制御建屋に中央制御室を設けるほか，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける設計とす

る。 

  

制御建屋へ(4)(i)-①の主要構造は，鉄筋

コンクリート造（一部鉄骨造）で，地上３

階，地下２階へ(4)(i)-②，建築面積約2,900

ｍ２の建物である。 

 

 制御建屋へ(4)(i)-①は，地上３階，地下２階

の建物へ(4)(i)-①とする設計とする。 

 

 

設工認のへ(4)(i)-①

は，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

①と同義であり整合し

ている。 

設工認のへ(4)(i)-②

は，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

②と同義であり整合し

ている。（面積：

29.90m×71.40m＝

2,848.46m2） 

 

へ(4)(i)-③使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の主要構造は，「ハ．（１）構造」に示す主

要構造と同じである。 

 

  変更許可申請書（本

文）のへ(4)(i)-③

は，変更許可申請書

（本文）「ハ．（１）

構造」に示す。 

 

 

へ(4)(i)-④制御建屋機器配置概要図を第

166図～第171図に示す。 

 

  変更許可申請書（本

文）のへ(4)(i)-④

は，設工認の添付書類

「Ⅵ-2-4 配置図」に

て制御建屋の機器配置

を示しており整合して

いる。 

 

 

 

 

へ(4)(i)-② 

5963



  

ヘ-44 

 

安
ユ
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

へ(4)(i)-⑤使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

機器配置概要図は，「ハ．（１）構造」に示

す機器配置概要図と同じである。 

 

  変更許可申請書（本

文）のへ(4)(i)-⑤

は，設工認の添付書類

「Ⅵ-2-4 配置図」に

て使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の機器配置を

示しており整合してい

る。 

 

制御室には，再処理施設の健全性を確保す

るために必要なパラメータを監視及び制御

し，再処理施設の安全性を確保するために必

要な操作を手動により行うことができるよ

う，主要な警報装置及び計測制御系統設備を

へ(4)(i)-⑥設ける。また，必要な施設のパ

ラメータを監視するための表示及び操作装置

は，誤操作及び誤判断を防止でき，操作が容

易に行える設計とする。 

 

  制御室には，再処理施設の健全性を確保するた

めに必要なパラメータを監視及び制御し，再処理

施設の安全性を確保するために必要な操作を手動

により行うことができるよう，主要な警報装置及

び計測制御系統設備をへ(4)(i)-⑥備える設計と

する。 

（中略） 

また，必要な施設のパラメータを監視するため

の表示及び操作装置は，誤操作及び誤判断を防止

でき，操作が容易に行える設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)-⑥

は，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

⑥と同義であり整合し

ている。 

 

再処理施設の外の状況を把握するための暗

視機能をへ(4)(i)-⑦有する監視カメラへ

(4)(i)-⑦，気象観測設備及び公的機関から

地震，津波，竜巻，落雷情報等の気象情報を

入手できる電話，ファクシミリ，社内ネット

ワークに接続されたパソコンへ(4)(i)-⑦等

を設置し，昼夜にわたり制御室において再処

理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象

等を把握できる設計とする。 

 

 再処理施設の外の状況を把握するための暗視機

能をへ(4)(i)-⑦有し，制御室にて遠隔操作でき

る監視カメラ，へ(4)(i)-⑦風向，風速その他の

気象条件を測定する気象観測設備及び公的機関か

ら地震，津波，竜巻，落雷情報等の気象情報を入

手できる電話，ファクシミリ，社内ネットワーク

に接続されたパソコンを設置し，昼夜にわたり制

御室において再処理施設に影響を及ぼす可能性の

ある自然現象等を把握できる設計とする。 

設工認のへ(4)(i)-⑦

は，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

⑦を具体的に記載して

おり整合している。 

 

制御室及びこれに連絡する通路並びに運転

員その他の従事者が制御室に出入りするため

の区域は，設計基準事故が発生した場合にへ

(4)(i)-⑧おいて，運転員その他の従事者が

再処理施設の安全性を確保するための措置を

とれるよう，適切な遮蔽を設けるへ(4)(i)-

⑧とともに，気体状の放射性物質，火災又は

爆発により発生する有毒ガス及び化学物質に

より発生する有毒ガスに対する換気設備の隔

離その他の適切に防護するための措置に必要

な設備を設ける設計とする。 

 

 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員そ

の他の従事者が制御室に出入りするための区域

は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が

発生した場合にへ(4)(i)-⑧再処理施設の安全性

を確保するための措置をとれるよう，運転員その

他の従事者が支障なく入ることができる設計とす

る。また，運転員その他の従事者が，制御室に一

定期間とどまり，必要な操作を行う際に過度の被

ばくを受けないよう，適切な遮蔽を設けるへ

(4)(i)-⑧設計とする。 

さらに，制御室に運転員その他の従事者がとど

まることができるよう，気体状の放射性物質，火

災又は爆発により発生する有毒ガス及び化学物質

により発生する有毒ガスに対する換気設備の隔離

その他の適切に防護するための措置に必要な設備

を設ける設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)-⑧

は，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

⑧と同義であり整合し

ている。 
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へ(4)(i)-⑨中央制御室は，環境モニタリ

ング設備であるモニタリングポスト及びダス

トモニタから，設計基準事故時における迅速

な対応のために必要な情報を表示できる設計

とする。 

 

 へ(4)(i)-⑨中央制御室には，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設関係，せん断処理施設関

係，溶解施設関係，分離施設関係，精製施設関

係，脱硝施設関係，酸及び溶媒の回収施設関係，

製品貯蔵施設関係，放射性廃棄物の廃棄施設関

係，その他再処理設備の附属施設関係，安全保護

回路関係及びへ(4)(i)-⑨電気設備関係等の計測

制御装置を設けた安全系監視制御盤及び監視制御

盤等で構成し，再処理施設の健全性を確保するた

めに必要なパラメータを監視できるとともに，中

央制御室において制御する工程の設備の運転状態

において，運転員に過度な負担とならないよう，

安全系監視制御盤及び監視制御盤において監視，

操作する対象を定め，へ(4)(i)-⑨通常運転，運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の対応に

必要な操作器，指示計，記録計及び警報装置を有

する設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)-⑨

は，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

⑨に示すモニタリング

ポスト及びダストモニ

タからの情報を表示す

る設備を「等」の記載

に含むものであり、整

合している。 

 

へ(4)(i)-⑩制御室等は，設計基準事故が

発生した場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）において，設置又は保管した所内通信

連絡設備により，再処理事業所内の各所の者

への必要な操作，作業又は退避の指示等の連

絡をブザー鳴動等により行うことができる設

計とする。 

 

 また，へ(4)(i)-⑩換気設備の隔離，防護具の

着用等の対策により，有毒ガスから制御室の運転

員を防護できる設計とする。 

なお，連絡を受けた中央制御室の運転員（統括

当直長）は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の運転員並びに緊急時対策所の設計基

準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う

要員（非常時対策組織本部の本部長）に対して有

毒ガスの発生を連絡することを保安規定に定め

て，管理する。 

 

設工認のへ(4)(i)-⑩

は，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

⑩を具体的に記載して

おり整合している。 

 

へ(4)(i)-⑪モニタリングポスト及びダス

トモニタは，「チ．（２）屋外管理用の主要

な設備の種類」に記載する。 

 

  変更許可申請書（本

文）のへ(4)(i)-⑪

は，変更許可申請書

（本文）「チ．（２）

屋外管理用の主要な設

備の種類」に示す。 

 

 

へ(4)(i)-⑫所内通信連絡設備は，「リ．

（４）（ⅹ）通信連絡設備」に記載する。 

 

  変更許可申請書（本

文）のへ(4)(i)-⑫

は，変更許可申請書

（本文）「リ．（４）

（ⅹ）通信連絡設備」

に示す。 
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制御室は，有毒ガスが及ぼす影響により，

運転員の対処能力が著しく低下し，安全機能

を有する施設の安全機能が損なわれることが

ない設計とする。へ(4)(i)-⑬そのために，

事業指定基準規則第九条及び第十二条に係る

設計方針を踏まえて，有毒ガス防護に係る影

響評価を実施する。有毒ガス防護に係る影響

評価に当たっては，有毒ガスが作業環境中に

多量に放出され，人体へ悪影響を及ぼすおそ

れがあるかの観点から，化学物質の性状，保

有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガス防護に

係る影響評価の対象として，敷地内外におい

て，貯蔵施設が保有している有毒ガスを発生

させるおそれのある化学物質（以下「固定

源」という。）及び敷地内外において，輸送

容器が保有している有毒ガスを発生させるお

それのある化学物質（以下「可動源」とい

う。）を特定する。また，固定源及び可動源

の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる保有

量等の評価条件を，現場の状況を踏まえ設定

する。 

 

 中央制御室は，有毒ガスが及ぼす影響により，

運転員の対処能力が著しく低下し，安全機能を有

する施設の安全機能が損なわれることがない設計

とする。そのために，事業指定基準規則第九条及

び第十二条に係る設計方針を踏まえて，敷地内外

の固定源及び可動源それぞれに対して，有毒ガス

防護に係る影響評価を実施する。有毒ガス防護に

係る影響評価に当たっては，「有毒ガス防護に係

る影響評価ガイド」（平成 29 年４月５日 原規技

発第 1704052 号 原子力規制委員会決定）（以下

「有毒ガス評価ガイド」という。）を参考とし，

再処理施設の特徴（再処理プロセスで大量に化学

薬品を取り扱うため，化学薬品の取扱いに係る安

全設計がなされている等）を考慮する。有毒ガス

防護に係る影響評価では，有毒ガスが作業環境中

に多量に放出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれ

があるかの観点から，化学物質の性状，保有量及

び保有方法を踏まえ，有毒ガス防護に係る影響評

価の対象とする固定源及び可動源を特定する。ま

た，固定源及び可動源の有毒ガス防護に係る影響

評価に用いる保有量等の評価条件を，現場の状況

を踏まえ設定する。固定源に対しては，貯蔵容器

すべてが損傷し，可動源に対しては，影響の最も

大きい輸送容器が一基損傷し，内包する化学物質

が全量流出することを設定する。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

は，有毒ガスが及ぼす影響により，運転員の対処

能力が著しく低下し，安全機能を有する施設の安

全機能が損なわれることがない設計とする。その

ために，事業指定基準規則第九条及び第十二条に

係る設計方針を踏まえて，敷地内外の固定源及び

可動源それぞれに対して，有毒ガス防護に係る影

響評価を実施する。有毒ガス防護に係る影響評価

に当たっては，有毒ガス評価ガイドを参考とし，

再処理施設の特徴（再処理プロセスで大量に化学

薬品を取り扱うため，化学薬品の取扱いに係る安

全設計がなされている等）を考慮する。有毒ガス

防護に係る影響評価では，有毒ガスが作業環境中

に多量に放出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれ

があるかの観点から，化学物質の性状，保有量及

び保有方法を踏まえ，有毒ガス防護に係る影響評

価の対象とする固定源及び可動源を特定する。ま

た，固定源及び可動源の有毒ガス防護に係る影響

評価に用いる保有量等の評価条件を，現場の状況

を踏まえ設定する。固定源に対しては，貯蔵容器

すべてが損傷し，可動源に対しては，影響の最も

大きい輸送容器が一基損傷し，内包する化学物質 

制御室は，有毒ガスが及ぼす影響により，運転

員の対処能力が著しく低下し，安全機能を有する

施設の安全機能が損なわれることがない設計とす

る。 

変更許可申請書（本

文）のへ(4)(i)-⑬

は，有毒ガス防護に係

る影響評価の詳細に係

る事項であるため，保

安規定にて対応する。 
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 が全量流出することを設定する。 

 

   

敷地内外の固定源に対しては，運転員の吸

気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護のため

の判断基準値を下回ることを評価により確認

した。へ(4)(i)-⑭なお，万一に備え，敷地

内外の可動源に対する対策と同様の対策をと

る。 

 

敷地内外の固定源に対しては，運転員の吸気中

の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護のための判断基

準値を下回ることを評価により確認した。なお，

万一に備え，敷地内外の可動源に対する対策と同

様の対策をとる。 

敷地内外の固定源に対しては，運転員の吸気中

の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護のための判断基

準値を下回ることを評価により確認した。 

変更許可申請書（本

文）のへ(4)(i)-⑭

は，有毒ガス防護の運

用に係る事項であるた

め，保安規定にて対応

する。 

 

 

敷地内外の可動源に対しては，へ(4)(i)-

⑮「ロ．(７) (i)（ｄ） 化学薬品の漏えい

による損傷の防止」に示した化学薬品の安全

管理に係る手順に基づき，漏えい又は異臭等

の異常を確認した者（立会人，公的機関から

情報を入手した者等）が中央制御室の運転員

（統括当直長）に連絡することにより，中央

制御室の運転員が有毒ガスの発生を認知でき

るよう，通信連絡設備を設ける設計とする。

また，換気設備の隔離，防護具の着用等の対

策により，有毒ガスから制御室の運転員を防

護できる設計とする。なお，連絡を受けた中

央制御室の運転員（統括当直長）は，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運

転員並びに緊急時対策所の設計基準事故及び

重大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に対して有

毒ガスの発生を連絡する。 

 

敷地内外の可動源に対しては，へ(4)(i)-⑮

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬品取扱い

の基本方針」に示した化学薬品の安全管理に係る

手順に基づき，漏えい又は異臭等の異常を確認し

た者（立会人，公的機関から情報を入手した者

等）が中央制御室の運転員（統括当直長）に連絡

することにより，中央制御室の運転員が有毒ガス

の発生を認知できるよう，通信連絡設備を設ける

設計とする。また，換気設備の隔離，防護具の着

用等の対策により，有毒ガスから中央制御室の運

転員を防護できる設計とする。なお，連絡を受け

た中央制御室の運転員（統括当直長）は，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員

並びに緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故

等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組

織本部の本部長）に対して有毒ガスの発生を連絡

する。 

敷地内外の可動源に対しては，へ(4)(i)-⑮

「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」に示した化学薬品の安全管理に

係る手順に基づき，漏えい又は異臭等の異常を確

認した者（立会人，公的機関から情報を入手した

者等）が中央制御室の運転員（統括当直長）に連

絡することにより，中央制御室の運転員が有毒ガ

スの発生を認知できるよう，通信連絡設備を設け

る設計とする。 

また，換気設備の隔離，防護具の着用等の対策

により，有毒ガスから制御室の運転員を防護でき

る設計とする。 

なお，連絡を受けた中央制御室の運転員（統括

当直長）は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の運転員並びに緊急時対策所の設計基

準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う

要員（非常時対策組織本部の本部長）に対して有

毒ガスの発生を連絡することを保安規定に定め

て，管理する。 

 

設工認のへ(4)(i)-⑮

は，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

⑮と同義であり整合し

ている。 

 

中央制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち，最も厳しい結果

を与える全交流動力電源の喪失を要因とする

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」と「放射

線分解により発生する水素による爆発」の重

畳において，実施組織要員のマスクの着用及

び交代要員体制を考慮せず，制御室換気設備

の代替制御建屋中央制御室換気設備による外

気取入れにて換気を実施している状況下にお

いて評価し，中央制御室にとどまり必要な操

作及び措置を行う実施組織要員及びＭＯＸ燃

料加工施設から中央制御室に移動する要員の

実効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えない設

計とする。 

 

 制御室は，各重大事故の有効性評価の対象とし

ている事象のうち，最も厳しい結果を与える事象

の発生時において，実施組織要員のマスクの着用

及び交代要員体制を考慮せず，中央制御室は代替

制御建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代替使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による外気取入

れにて換気を実施している状況下において評価

し，制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う

実施組織要員の実効線量が，７日間で 100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

中央制御室は，各重大事故の有効性評価の対象

としている事象のうち，最も厳しい結果を与える

全交流動力電源の喪失を要因とする「冷却機能の

喪失による蒸発乾固」と「放射線分解により発生

する水素による爆発」の重畳において，実施組織

要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せ

ず，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実施している

状況下において評価し，中央制御室にとどまり必

要な操作及び措置を行う実施組織要員及び MOX 燃

料加工施設から中央制御室に移動する要員の実効

線量が，7日間で 100mSv を超えない設計とす

る。 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室は，各重大事故の有効性評価の対象とし

ている事象のうち，最も厳しい結果を与える

臨界事故時において，実施組織要員のマスク

の着用及び交代要員体制を考慮せず，制御室

換気設備の代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備による外気取入れにて換気を

実施している状況下において評価し，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまり必要な操作及び措置を行う実施組織要

員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。 

 

 制御室は，各重大事故の有効性評価の対象とし

ている事象のうち，最も厳しい結果を与える事象

の発生時において，実施組織要員のマスクの着用

及び交代要員体制を考慮せず，中央制御室は代替

制御建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代替使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による外気取入

れにて換気を実施している状況下において評価

し，制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う

実施組織要員の実効線量が，７日間で 100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

は，各重大事故の有効性評価の対象としている事

象のうち，最も厳しい結果を与える臨界事故時に

おいて，実施組織要員のマスクの着用及び交代要

員体制を考慮せず，制御室換気設備の代替使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による外気

取入れにて換気を実施している状況下において評

価し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組

織要員の実効線量が，7日間で 100mSv を超えな

い設計とする。 

  

制御室は，重大事故等への対処が開始され

ている状態で，漏えい又は異臭等の異常を確

認した者（立会人，公的機関から情報を入手

した者等）が，中央制御室の実施組織要員

（実施責任者）に連絡することにより，中央

制御室の実施組織要員が有毒ガスの発生を認

知できるよう，通信連絡設備及び代替通信連

絡設備を設ける設計とする。また，換気設備

の隔離，防護具の着用等の対策により，有毒

ガスから制御室の実施組織要員を防護できる

設計とする。なお，連絡を受けた中央制御室

の実施組織要員（実施責任者）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実施

組織要員及び緊急時対策所の重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織

本部の本部長）に対して有毒ガスの発生を連

絡する。これらの対策により，有毒ガスによ

る影響を考慮した場合でも，制御室に実施組

織要員がとどまることができる設計とする。 

 

 制御室は，重大事故等への対処が開始されてい

る状態で，漏えい又は異臭等の異常を確認した者

（立会人，公的機関から情報を入手した者等）

が，中央制御室の実施組織要員（実施責任者）に

連絡することにより，中央制御室の実施組織要員

が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設

備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。ま

た，換気設備の隔離，防護具の着用等の対策によ

り，有毒ガスから制御室の実施組織要員を防護で

きる設計とする。なお，連絡を受けた中央制御室

の実施組織要員（実施責任者）は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実施組織要員

及び緊急時対策所の重大事故等の対処に必要な指

示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に

対して有毒ガスの発生を連絡する。これらの対策

により，有毒ガスによる影響を考慮した場合で

も，制御室に実施組織要員がとどまることができ

る設計とする。 

制御室は， 重大事故等への対処が開始されて

いる状態で，漏えい又は異臭等の異常を確認した

者（立会人，公的機関から情報を入手した者等）

が，中央制御室の実施組織要員（実施責任者）に

連絡することにより，中央制御室の実施組織要員

が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設

備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。ま

た，換気設備の隔離，防護具の着用等の対策によ

り，有毒ガスから制御室の実施組織要員を防護で

きる設計とする。なお，連絡を受けた中央制御室

の実施組織要員（実施責任者）は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実施組織要員

及び緊急時対策所の重大事故等の対処に必要な指

示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に

対して有毒ガスの発生を連絡することを保安規定

に定めて，管理する。これらの対策により，有毒

ガスによる影響を考慮した場合でも，制御室に実

施組織要員がとどまることができる設計とする。 

  

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が

放射性物質により汚染したような状況下にお

いて，実施組織要員が中央制御室の外側から

中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込

むことを防止するため，出入管理建屋から中

央制御室に連絡する通路上又は制御建屋の外

から中央制御室に連絡する通路上に作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下「出入

管理区画」という。）を設けるへ(4)(i)-⑯

設計とする。 

 

 制御室への汚染の持ち込みを防止するため，制

御室に連絡する通路上に作業服の着替え，防護具

の着装及び脱装，汚染検査並びに除染作業ができ

る区画（以下「出入管理区画」という。）を設け

る。 

 重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射

性物質により汚染したような状況下において，中

央制御室の外側から中央制御室に放射性物質によ

る汚染を持ち込むことを防止するため，出入管理

建屋から中央制御室に連絡する通路上及び制御建

屋の外から中央制御室に連絡する通路上に出入管

理区画を設ける設計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射

性物質により汚染したような状況下において，実

施組織要員が中央制御室の外側から中央制御室に

放射性物質による汚染を持ち込むことを防止する

ため，出入管理建屋から中央制御室に連絡する通

路上又は制御建屋の外から中央制御室に連絡する

通路上に作業服の着替え，防護具の着装及び脱

装，身体汚染検査並びに除染作業ができる区画

(以下「出入管理区画」という。)を設けるへ

(4)(i)-⑯ことを保安規定に定めて，管理する。 

設工認のへ(4)(i)-⑯

は，出入管理区画の運

用に係る事項であるた

め，保安規定にて対応

する。 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室の外側が放射性物質により汚染したよう

な状況下において，実施組織要員が使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側

から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室に放射性物質による汚染を持ち込むこ

とを防止するため，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室に連絡する通路上に出入管理

区画を設けるへ(4)(i)-⑰設計とする。 

 

 制御室への汚染の持ち込みを防止するため，制

御室に連絡する通路上に作業服の着替え，防護具

の着装及び脱装，汚染検査並びに除染作業ができ

る区画（以下「出入管理区画」という。）を設け

る。 

 重大事故等が発生し，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側から使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放射性

物質による汚染を持ち込むことを防止するため，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連絡する通

路上に出入管理区画を設ける設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，実施組織要員が使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するため，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に

出入管理区画を設けるへ(4)(i)-⑰ことを保安規

定に定めて，管理する。 

設工認のへ(4)(i)-⑰

は，出入管理区画の運

用に係る事項であるた

め，保安規定にて対応

する。 

 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画を

設置する場所の近傍に予備品を含め必要数以

上をへ(4)(i)-⑱配備する。 

 出入管理区画用資機材は，出入管理区画を設置

する場所の近傍に予備品を含め必要数以上をへ

(4)(i)-⑱設けることを保安規定に定めて，管理

する。 

設工認のへ(4)(i)-⑱

は，出入管理区画用資

機材に係る事項である

ため，保安規定にて対

応する。 

 

制御室にとどまるために必要な居住性を確

保するための設備は，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測

定設備及び制御室放射線計測設備で構成す

る。 

 

施組織要員が，制御室にとどまるために必要な

居住性を確保するための設備は，制御室換気設

備，制御室照明設備，制御室環境測定設備及び制

御室放射線計測設備で構成する。 

制御室にとどまるために必要な居住性を確保す

るための設備は，制御室換気設備，制御室照明設

備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設備及び制

御室放射線計測設備で構成する。 

  

また，重大事故等が発生した場合におい

て，へ(4)(i)-⑲制御室に重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを監視並びに

記録できるへ(4)(i)-⑲設備として計測制御

装置を設ける設計とする。 

 

また，重大事故等が発生した場合において，制

御室にて「6.2.1 計装設備」の重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録

できる設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，へ

(4)(i)-⑲計測制御装置は，制御室において，重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録できる設計とする。 

設工認のへ(4)(i)-⑲

は，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

⑲と同義であり整合し

ている。 

 

(a) 計測制御装置 

通常時及び設計基準事故時において，計

測制御装置は，再処理施設の健全性を確保

するために必要なパラメータを監視及び制

御し，再処理施設の安全性を確保するため

に必要な操作を手動により行うことができ

る設計とする。 

 

 

 

 

通常時及び設計基準事故時において，計測制御

装置は，再処理施設の健全性を確保するために必

要なパラメータを監視及び制御し，再処理施設の

安全性を確保するために必要な操作を手動により

行うことができる設計とする。 

  

重大事故等が発生した場合において，計

測制御装置は，制御室において，重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録できる設計とする。 

 

 重大事故等が発生した場合において，計測制御

装置は，制御室において，重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータを監視並びに記録でき

る設計とする。 
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計測制御装置は，監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備で構成す

る。 

 

 計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御

盤及び情報把握計装設備で構成する。 

  

監視制御盤は，内的事象による安全機能

の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等が発生した場合にお

いて，重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを監視並びに記録するための

設備であり，常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

 

 監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重

大事故等が発生した場合において，重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに

記録するための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録する設計

とする。 

 

  

安全系監視制御盤は，内的事象による安

全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源

の喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを監視するための設備

であり，常設重大事故等対処設備として位

置付ける。 

 

 安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能

の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わ

ない重大事故等が発生した場合において，重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視

するための設備であり，常設重大事故等対処設備

として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視する設計とする。 

  

情報把握計装設備は，外的事象による安

全機能の喪失及び内的事象のうち全交流動

力電源の喪失を要因として重大事故等が発

生した場合，並びに内的事象による安全機

能の喪失を要因として重大事故等が発生し

た場合において，重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，可搬型重大事故等

対処設備として配備し，常設重大事故等対

処設備として設置する。 

 

 情報把握計装設備は，外的事象による安全機能

の喪失及び内的事象のうち全交流動力電源の喪失

を要因として重大事故等が発生した場合，並びに

内的事象による安全機能の喪失を要因として重大

事故等が発生した場合において，重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記

録するための設備であり，可搬型重大事故等対処

設備として配備し，常設重大事故等対処設備とし

て設置する設計とする。 
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情報把握計装設備は，常設重大事故等対

処設備である情報把握計装設備用屋内伝送

系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重

大事故等対処設備である前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型

発電機で構成する。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備

である情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋

間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備で

ある前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第

1 保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2 保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電

機で構成する。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

 情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備

である情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋

間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備で

ある使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

表示装置で構成する。 

 

  

へ(4)(i)(a)-①情報把握計装設備は，中

央制御室及び緊急時対策所に同様の情報を

伝送することにより，故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる共通要

因に対して，同時に必要な情報の把握機能

が損なわれない設計とする。 

 

重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを把握する設備及び再処理施設へ

の故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合において必要な情報を把握し記

録する設備は，共通要因によって中央制御室と緊

急時対策所が同時に必要な情報を把握し記録する

機能が損なわれない設計とする。 

へ(4)(i)(a)-①重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを把握する設備

及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムが発生した場合において必要

な情報を把握し記録する設備は，共通要因によっ

て中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報

を把握し記録する機能が損なわれない設計とす

る。 

設工認のへ(4)(i)(a)-

①は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-①と同義で

あり整合している。 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源

は，へ(4)(i)(a)-②「リ．（１）(i)

（ｂ）（ロ） 重大事故等対処設備」の一部

である受電開閉設備等から給電する設計と

する。 

 

 監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，

へ(4)(i)(a)-②第 2 章 個別項目の「7.1.1 電気

設備」の「7.1.1.1 受電開閉設備」から給電する

設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(a)-

②は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-②と同義で

あり整合している。 
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情報把握計装設備の電源は，情報把握計

装設備可搬型発電機，へ(4)(i)(a)-③

「リ．（１）(i)（ｂ）（ロ）１） 代替電

源設備」の一部である前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機及び使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成

する。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備

可搬型発電機，第 2 章 個別項目のへ(4)(i)(a)-

③「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替電源設

備」の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型

発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機で構成する。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備

可搬型発電機，へ(4)(i)(a)-③第 2 章 個別項目

の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替電源設

備」の情報把握計装可搬型発電機，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成す

る。 

設工認のへ(4)(i)(a)-

③は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-③と同義で

あり整合している。 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理

建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬型情

報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，

精製建屋可搬型情報収集装置及びウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集

装置はウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型情報収集装置は高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機から，制御建

屋可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型

情報表示装置は制御建屋可搬型発電機か

ら，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は情報把握計装設備可搬型発電機から，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収

集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報表示装置は使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機からへ

(4)(i)(a)-④「(３) (ⅱ) (ａ) 計装設

備」の可搬型計測ユニットを介して給電す

る設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可

搬型発電機から，分離建屋可搬型情報収集装置は

分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報

収集装置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置はウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型発電機から，制御建屋可搬型情

報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第 1 保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，第 2 保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置は情報把握計装設備可搬型発電機

から給電する設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表

示装置は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機から第 2 章 個別項目のへ(4)(i)(a)-

④「4.1 計測制御設備」の可搬型計測ユニットを

介して給電する設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(a)-

④は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-④と同義で

あり整合している。 

 

情報把握計装設備のうち，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備のうち，情報把握計装設備用

屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建

屋可搬型情報収集装置である第 1保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

は，MOX 燃料加工施設と共用する。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把

握計装設備可搬型発電機は，再処理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等

対処に同時に対処することを考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

MOX 燃料加工施設と共用する情報把握計装設備

用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御

建屋可搬型情報収集装置である第 1 保管庫・貯

水所可搬型情報収集装置，第 2 保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型

発電機は，再処理施設及び MOX 燃料加工施設にお

ける重大事故等対処に同時に対処することを考慮

し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

  

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる計測制御装置の監視制御盤は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して代替

設備による機能の確保，関連する工程の停

止等によりへ(4)(i)(a)-⑤重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とす

る。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

内的事象を要因として発生した場合に対処に用

いる計測制御装置の監視制御盤は，自然現象，人

為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発

生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関

連する工程の停止等によりへ(4)(i)(a)-⑤重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

内的事象を要因として発生した場合に対処に用

いる計測制御装置の監視制御盤は，自然現象，人

為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発

生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関

連する工程の停止等によりへ(4)(i)(a)-⑤重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑤は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑤と同義で

あり整合している。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置

は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤とへ(4)(i)(a)-⑥共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と独立した異なる系統によ

り当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統及び建屋間伝送用無線装置は，へ

(4)(i)(a)-⑥共通要因によって計測制御装置の

監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の

監視制御盤及び安全系監視制御盤と独立した異な

る系統により当該機能に必要な系統を構成するこ

とで，独立性を有する設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑥は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑥と同義で

あり整合している。 
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情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報表示装置は，情報把握計装設備可搬

型発電機及びへ(4)(i)(a)-⑥「リ．（１）

(i)（ｂ）（ロ）１）代替電源設備」の前処

理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機及び

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機から電力を給電することで，電気

設備の設計基準対象の施設からの給電で動

作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に

対して多様性を有する設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集

装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報収集装置，第 1 保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び制御建屋可搬型情報表示装置は，情報把握計

装設備可搬型発電機及びへ(4)(i)(a)-⑥第 2章 

個別項目の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替

電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋

可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から電力を

給電することで，電気設備の設計基準対象の施設

からの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視

制御盤に対して多様性を有する設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装

置は，へ(4)(i)(a)-⑥第 2章 個別項目の

「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替電源設備」

の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機から電力を給電することで，電気設備の設計

基準対象の施設からの給電で動作する監視制御盤

及び安全系監視制御盤に対して多様性を有する設

計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑥は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑥と同義で

あり整合している。 
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情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表

示装置は，計測制御装置の監視制御盤及び

安全系監視制御盤とへ(4)(i)(a)-⑦共通要

因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックアップを

含めて必要な数量を計測制御装置の監視制

御盤及び安全系監視制御盤が設置される建

屋から100m以上の離隔距離を確保した複数

の外部保管エリアに分散して保管すること

で，位置的分散を図る。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集

装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報収集装置，第 1 保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置は，へ

(4)(i)(a)-⑦共通要因によって計測制御装置の

監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御装置の監

視制御盤及び安全系監視制御盤が設置される建屋

から 100m 以上の離隔距離を確保した複数の外部

保管エリアに分散して保管することで，位置的分

散を図る設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置は，へ(4)(i)(a)-⑦

共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び

安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックアップを含め

て必要な数量を計測制御装置の監視制御盤が設置

される建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した

複数の外部保管エリアに分散して保管すること

で，位置的分散を図る設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑦は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑦と同義で

あり整合している。 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監

視制御盤は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同様の系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤は，安全機能を有する施設として使用する場合

と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使

用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤は安全機能を有する施設として使用する場合と

同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 
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情報把握計装設備の情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置

は，他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統及び建屋間伝送用無線装置は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統及び建屋間伝送用無線装置は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

  

計測制御装置の監視制御盤は，重大事故

等時におけるパラメータを記録するために

必要な保存容量を有する設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時に

おけるパラメータを記録するために必要な保存容

量を有する設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時に

おけるパラメータを記録するために必要な保存容

量を有する設計とする。 

 

  

情報把握計装設備の情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置

は，収集したパラメータを伝送可能な容量

を有する設計とするとともに，動的機器の

単一故障を考慮した予備を含めた数量とし

て前処理建屋に対して１系統，分離建屋に

対して１系統，精製建屋に対して１系統，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対し

て１系統，高レベル廃液ガラス固化建屋に

対して１系統，制御建屋に対して１系統，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に対してへ

(4)(i)(a)-⑧１系統の必要数７系統に加

え，予備を７系統，合計14系統以上を有す

る設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパ

ラメータを伝送可能な容量を有する設計とすると

ともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含

めた数量として前処理建屋に対して１系統，分離

建屋に対して 1 系統，精製建屋に対して 1 系

統，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して

1 系統，高レベル廃液ガラス固化建屋に対して 1 

系統，制御建屋に対してへ(4)(i)(a)-⑧１系統

の必要数 6 系統に加え，予備を 6系統，合計 12 

系統以上を有する設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパ

ラメータを伝送可能な容量を有する設計とすると

ともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含

めた数量として使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に対

してへ(4)(i)(a)-⑧１系統の必要数 1系統に加

え，予備を 1 系統，合計 2 系統以上を有する設

計とする。 

 

 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑧は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑧を制御室

毎の設置台数に記載を

分けたものであり、整

合している。 
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情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置及び第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は，収集し

たパラメータを伝送可能な容量を有する設

計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集

装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置，第 1 保管庫・貯

水所可搬型情報収集装置及び第 2 保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置は，収集したパラメータを

伝送可能な容量を有する設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置は，収集したパラメータを

伝送可能な容量を有する設計とする。 

 

  

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報

収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置は，収集した重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータを

電磁的に記録及び保存し，電源喪失により

保存した記録が失われないようにするとと

もに帳票として出力できる設計とする。ま

た，記録に必要な容量は，記録が必要な期

間に亘って保存できる容量を有する設計と

する。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装

置は，収集した重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないようにする

とともに帳票として出力できる設計とする。ま

た，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘

って保存できる容量を有する設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記

録及び保存し，電源喪失により保存した記録が失

われないようにするとともに帳票として出力でき

る設計とする。また，記録に必要な容量は，記録

が必要な期間に亘って保存できる容量を有する設

計とする。 
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情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送

及び記録容量を有する設計とし，保有数

は，必要数として重大事故等の対処に必要

な個数をへ(4)(i)(a)-⑮有する設計とする

とともに，故障時バックアップを必要数以

上確保する。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集

装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報収集装置，第 1 保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び制御建屋可搬型情報表示装置は，必要なデー

タ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有

数は，必要数として重大事故等の対処に必要な個

数をへ(4)(i)(a)-⑨それぞれ 1 台有する設計と

するとともに，故障時バックアップを 1 台の合

計 2台確保する設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の

伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，

必要数として重大事故等の対処に必要な個数を

へ(4)(i)(a)-⑨それぞれ 1 台有する設計とする

とともに，故障時バックアップを 1 台の合計 2 

台確保する設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑨は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑨を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大

事故等に対処するために必要な電力を確保

するために必要な容量を有する設計とし，

保有数は，必要数として重大事故等の対処

に必要な個数を有する設計とするととも

に，故障時のバックアップを必要数以上確

保する。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等

に対処するために必要な電力を確保するために必

要な容量を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有する設計

とするとともに，故障時のバックアップを必要数

以上確保する設計とする。 

  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把

握計装設備可搬型発電機は，再処理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等

対処に同時に対処することを考慮し，対処

に必要となるデータの伝送，記録容量及び

個数を確保することで，共用によって重大

事故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

MOX 燃料加工施設と共用する情報把握計装設備

用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御

建屋可搬型情報収集装置である第１保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電

機は，再処理施設及び MOX 燃料加工施設におけ

る重大事故等対処に同時に対処することを考慮

し，対処に必要となるデータの伝送，記録容量及

び個数を確保することで，共用によって重大事故

時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 
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計測制御装置の監視制御盤及び安全系監

視制御盤は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる制御建屋又は使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等によ

りへ(4)(i)(a)-⑩機能を損なわない設計と

する。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制

御建屋に設置し，風（台風）等によりへ

(4)(i)(a)-⑩重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

 計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等によりへ(4)(i)(a)-⑩重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑩は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑩と同義で

あり整合している。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，へ(4)(i)(a)-⑪「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで，へ(4)(i)(a)-⑪その機能

を損なわない設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送

系統及び建屋間伝送用無線装置は，へ

(4)(i)(a)-⑪第 1 章 共通項目の「9.2 重大事故

等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることで，へ(4)(i)(a)-⑪重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送

系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因と

するへ(4)(i)(a)-⑪重大事故等に対する施設の

耐震設計に基づく設計とすることで，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑪は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑪と同義で

あり整合している。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用

屋内伝送系統は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建

屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置

し，風（台風）等によりへ(4)(i)(a)-⑫機

能を損なわない設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋及び制御建屋に設置し，風（台風）等によ

りへ(4)(i)(a)-⑫重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

 情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台

風）等によりへ(4)(i)(a)-⑫重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑫は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑫と同義で

あり整合している。 
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情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装

置は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の

影響に対して，風（台風）及び竜巻による

風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積

載荷重によりへ(4)(i)(a)-⑬機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，

風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重

及び降下火砕物による積載荷重によりへ

(4)(i)(a)-⑬重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，

風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重

及び降下火砕物による積載荷重によりへ

(4)(i)(a)-⑬重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑬は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑬と同義で

あり整合している。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用

屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品の漏

えいを考慮し，影響を受けない位置への設

置，被水防護及び被液防護を講ずる設計と

する。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統は，溢水量及び化学薬品の漏えいを考慮

し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び

被液防護を講ずる設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

 情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統は，溢水量及び化学薬品の漏えいを考慮

し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び

被液防護を講ずる設計とする。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型

発電機は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等により

へ(4)(i)(a)-⑭機能を損なわない設計とす

る。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集

装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報収集装置，第 1 保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる第 1保管庫・貯水所及び第 2 保

管庫・貯水所に保管し，風（台風）等によりへ

(4)(i)(a)-⑭重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

 情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる第 1 保管庫・貯水所及び

第 2 保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等に

よりへ(4)(i)(a)-⑭重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑭は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑭と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型

発電機は，へ(4)(i)(a)-⑮「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで，へ(4)(i)(a)-⑮その機能

を損なわない設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装

置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

収集装置，第 1 保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置，第 2 保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機は，へ(4)(i)(a)-⑮第 1 章 

共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすることで，へ

(4)(i)(a)-⑮重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，へ(4)(i)(a)-⑮第 1 

章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすることで，へ

(4)(i)(a)-⑮重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑮は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑮と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型

発電機は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場所

の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の

設置等により当該設備の設置場所で操作可

能な設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集

装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報収集装置，第 1 保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定

又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により

当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。 

 

  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置は，可搬型監視ユニット内に搭載

することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の環境条件を考慮してもへ(4)(i)(a)-⑯

機能を損なわない設計とする。 

 

 4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装

置は，可搬型監視ユニット内に搭載することで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮

してもへ(4)(i)(a)-⑯重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑯は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑯と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置との接

続，制御建屋可搬型情報表示装置，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

との接続は，コネクタ方式又はより簡便な

接続方式とし，現場での接続が容易に可能

な設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集

装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と

情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送

用無線装置との接続，制御建屋可搬型情報表示装

置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続

方式とし，現場での接続が容易に可能な設計とす

る。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置及び建屋間伝送用無線装置

との接続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置との接続は，コネクタ方式又はより簡

便な接続方式とし，現場での接続が容易に可能な

設計とする。 

 

  

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視

制御盤及び情報把握計装設備は，へ

(4)(i)(a)-⑰再処理施設の運転中又は停止

中に，模擬入力による機能，性能確認（表

示）及び外観確認が可能な設計とする。 

 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤

及び情報把握計装設備は，へ(4)(i)(a)-⑰通常

時において，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するため，模擬入力による機能，性能確認

（表示）及び外観確認が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，取替え，保

修等が可能な設計とする。 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計

測制御装置 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤

及び情報把握計装設備は，へ(4)(i)(a)-⑰通常

時において，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するため，模擬入力による機能，性能確認

（表示）及び外観確認が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，取替え，保

修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑰は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑰と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

1) 計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 情報把握計装設備 

情報把握計装用設備用屋内伝送系統 

へ(4)(i)(a)-⑱14 系統（うち予備７系

統） 

建屋間伝送用無線装置 

へ(4)(i)(a)-⑱14 系統（うち予備７系

統） 

 

 情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパ

ラメータを伝送可能な容量を有する設計とすると

ともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含

めた数量として前処理建屋に対して１系統， 

（中略） 

，制御建屋に対して１系統のへ(4)(i)(a)-⑱

必要数 6 系統に加え，予備を 6系統，合計 12 系

統以上を有する設計とする。 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝

送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパ

ラメータを伝送可能な容量を有する設計とすると

ともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含

めた数量として使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に対

して１系統のへ(4)(i)(a)-⑱必要数 1系統に加

え，予備を 1 系統，合計 2 系統以上を有する設

計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑱は再処理設備本体用

として，6系統/予備 6

系統の合計 12 系統，

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋用として 1系統

/予備 1系統の合計 2

系統を合わせた，合計

14 系統（うち予備 7系

統）であり，整合して

いる。 

 

ⅱ) 監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

等」と兼用）     １ 式へ(4)(i)-⑲ 

ⅲ) 安全系監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）

制御室等」と兼用） １ 式へ(4)(i)-⑲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央制御室には，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設関係，せん断処理施設関係，溶解施設関

係，分離施設関係，精製施設関係，脱硝施設関

係，酸及び溶媒の回収施設関係，製品貯蔵施設関

係，放射性廃棄物の廃棄施設関係，その他再処理

設備の附属施設関係，安全保護回路関係及び電気

設備関係等の計測制御装置を設けた安全系監視制

御盤及び監視制御盤等で構成し，再処理施設の健

全性を確保するために必要なパラメータを監視で

きるとともに，中央制御室において制御する工程

の設備の運転状態において，（後略） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係

及び電気設備関係等の計測制御装置を設けた安全

系監視制御盤及び監視制御盤等で構成し，再処理

施設の健全性を確保するために必要なパラメータ

を監視できるとともに，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室において制御する工程の設

備の運転状態において，（後略） 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑲は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑲を具体的

に記載しており整合し

ている。 
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［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 情報把握計装設備 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

分離建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

精製建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報

収集装置 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

制御建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

 第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

制御建屋可搬型情報表示装置 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

表示装置 

２ 台（予備として故障時バックアップ

を１台） 

情報把握計装設備可搬型発電機（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

へ(4)(i)(a)-⑳５ 台（予備として故障

時バックアップを３台） 

 

 情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集

装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び制御建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ

量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数

は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数

をそれぞれ 1台有する設計とするとともに，故障

時バックアップを 1台の合計 2台確保する設計と

する。 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の

伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，

必要数として重大事故等の対処に必要な個数をそ

れぞれ 1 台有する設計とするとともに，故障時

バックアップを 1台の合計 2台確保する設計とす

る。 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等

に対処するために必要な電力を確保するために必

要な容量を有する設計とし，へ(4)(i)(a)-⑳保

有数は，必要数として重大事故等の対処に必要な

個数を有する設計とするとともに，故障時のバッ

クアップを必要数以上確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ(4)(i)(a)-

⑳は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(a)-⑳と同義で

あり整合している。 
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(b) 制御室換気設備 

へ(4)(i)(b)-①設計基準事故が発生した

場合において，運転員その他の従事者が再

処理施設の安全性を確保するための措置を

とれるよう，気体状の放射性物質，火災又

は爆発により発生する有毒ガス及び化学物

質により発生する有毒ガスに対する換気設

備の隔離その他の適切に防護するための措

置に必要な設備へ(4)(i)(b)-①として，制

御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を設ける

設計とする。 

 

  

制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員そ

の他の従事者が制御室に出入りするための区域

は，運転時の異常な過渡変化及びへ(4)(i)(b)-

①設計基準事故が発生した場合に再処理施設の

安全性を確保するための措置をとれるよう，運転

員その他の従事者が支障なく入ることができる設

計とする。また，運転員その他の従事者が，制御

室に一定期間とどまり，必要な操作を行う際に過

度の被ばくを受けないよう，適切な遮蔽を設ける

設計とする。 

さらに，制御室に運転員その他の従事者がとど

まることができるよう，気体状の放射性物質，火

災又は爆発により発生する有毒ガス及び化学物質

により発生する有毒ガスに対する換気設備の隔離

その他の適切に防護するための措置に必要な設備

を設ける設計とする。 

 

 

設工認のへ(4)(i)(b)-

①は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-①と同義で

あり整合している。な

お，措置に必要な設備

の詳細は後段に示す。 

 

重大事故等が発生した場合において，制

御室換気設備は，制御室にとどまるために

十分な換気風量を確保できる設計とする。 

 

  重大事故等が発生した場合において，制御室換

気設備は，制御室にとどまるために十分な換気風

量を確保できる設計とする。 

  

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制

御室換気設備，制御建屋中央制御室換気設

備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備で構成する。 

 

 制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換

気設備，制御建屋中央制御室換気設備，代替使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成す

る。 

  

制御室換気設備は，制御建屋中央制御室

換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備を常設重大事故等対処設備

として位置付けるとともに，代替制御建屋

中央制御室換気設備及び代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型重

大事故等対処設備としてへ(4)(i)(b)-②配

備する。 

 

  制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設

備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備を常設重大事故等対処設備として位置付けると

ともに，代替制御建屋中央制御室換気設備及び代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を

可搬型重大事故等対処設備としてへ(4)(i)(b)-

②設ける設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

②は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-②と同義で

あり整合している。 

 

へ(4)(i)(a)-⑳ 
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制御室換気設備は，へ(4)(i)(b)-③

「リ．（１)(i) 電気設備」の一部である非

常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線，制御

建屋の6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の460

Ｖ非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の6.9ｋＶ非常用母線，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母線及び代替電

源設備の制御建屋可搬型発電機又は使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機により電力を供給する設計とする。可搬

型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動

用燃料補給設備から補給が可能な設計とす

る。 

 

 制御室換気設備は，へ(4)(i)(b)-③電気設備

の一部である非常用電源建屋の 6.9kV 非常用主母

線，制御建屋の 6.9kV 非常用母線，制御建屋の

460V 非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の 6.9kV 非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の 460V 非常用母線及び代替電源設備の制御建

屋可搬型発電機又は使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機により電力を供給する設計

とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

③は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-③と同義で

あり整合している。 

 

へ(4)(i)(b)-④設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設備

等及び補機駆動用燃料補給設備の一部であ

る軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。 

 

  変更許可申請書（本

文）のへ(4)(i)(b)-④

は，変更許可申請書

（本文）「リ．(４) 

(ⅶ) 補機駆動用燃料

補給設備」又は「リ． 

(１) (i) 電気設備」

に示す。 

 

へ(4)(i)(b)-④補機駆動用燃料補給設備

の一部である軽油用タンクローリ，代替電

源設備の一部である制御建屋可搬型発電機

並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機，代替所内電気設備の一部

である制御建屋の可搬型分電盤，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可

搬型電源ケーブルを可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

 

  

へ(4)(i)(b)-④補機駆動用燃料補給設備

については「リ．(４) (ⅶ) 補機駆動用燃

料補給設備」に，設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設備

等及び代替電源設備並びに代替所内電気設

備については「リ． (１) (i) 電気設備」

に示す。 
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使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備による機能の確保により重大

事故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。 

 

内的事象を要因として発生した場合に対処に用

いる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，地震等により機能が損なわれる場合，代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による

機能の確保により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて関連する工程を停止する等の手

順を整備する。 

内的事象を要因として発生した場合に対処に用

いる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して，代替使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による機

能の確保により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

  

制御建屋中央制御室換気設備は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全機能を有

する施設として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全機能を有

する施設として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備は，安全機能を有する施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

  

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御

室送風機は，想定される重大事故等時に実

施組織要員が中央制御室にとどまるために

十分な換気風量を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予備を

含めた数量へ(4)(i)(b)-⑤２台以上を有す

る設計とする。 

 

 制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風

機は，想定される重大事故等時に実施組織要員が

中央制御室にとどまるために十分な換気風量を有

する設計とするとともに，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めた数量２台以上を有する設計

とする。 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風

機は，想定される重大事故等時に実施組織要員が

中央制御室にとどまるために十分な換気風量を有

する設計とするとともに，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めた数量を有する設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑤は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑤と同義で

あり整合している。 

 

へ(4)(i)(b)-⑤ 
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使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の制御室送風機は，想定される重大事

故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるた

めに十分な換気風量を有する設計とすると

ともに，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた数量へ(4)(i)(b)-⑥２台以上を

有する設計とする。 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

制御室送風機は，想定される重大事故等時に実施

組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室にとどまるために十分な換気風量を有す

る設計とするとともに，動的機器の単一故障を考

慮した予備を含めた数量２台以上を有する設計と

する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

制御室送風機は，想定される重大事故等時に実施

組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室にとどまるために十分な換気風量を有す

る設計とするとともに，動的機器の単一故障を考

慮した予備を含めた数量を有する設計とする。 

 

 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑥は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑥と同義で

あり整合している。 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に設置し，風（台風）等によりへ

(4)(i)(b)-⑦機能を損なわない設計とす

る。 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる制御建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる制御建屋に設置し，風

(台風)等によりへ(4)(i)(b)-⑦重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑦は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑦と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置

し，風（台風）等によりへ(4)(i)(b)-⑧機

能を損なわない設計とする。 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風(台風)等に

よりへ(4)(i)(b)-⑧重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑧は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑧と同義で

あり整合している。 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，配管の

全周破断に対して，放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する

配管が近傍にない制御建屋の室に敷設する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

へ(4)(i)(b)-⑥機能を損なわない設計とす

る。 

 

 制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破

断に対して，放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）を内包する配管が近傍にない制

御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とする。 

 制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破

断に対して，放射性物質を含む腐食性の液体(溶

液，有機溶媒等)を内包する配管が近傍にない制

御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)

によりへ(4)(i)(b)-⑥重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑥は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑥と同義で

あり整合している。 

 

へ(4)(i)(b)-⑥ 
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使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備は，配管の全周破断に対して，放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）を内包する配管が近傍にない使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設することに

より，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）によりへ

(4)(i)(b)-⑦機能を損なわない設計とす

る。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，配管の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配

管が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室

に敷設することにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機

能を損なわない設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，配管の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)を内包する配管

が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)によりへ

(4)(i)(b)-⑦重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑦は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑦と同義で

あり整合している。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替

中央制御室送風機は，制御建屋中央制御室

換気設備の中央制御室送風機とへ

(4)(i)(b)-⑧共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風

機に給電するための設計基準対象の施設と

兼用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，代替電源設備の制御建屋可

搬型発電機から電力を供給することで，制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とする。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制

御室送風機は，制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，制御建屋中央

制御室換気設備の中央制御室送風機に給電するた

めの設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一

部である受電開閉設備等に対して，代替電源設備

の制御建屋可搬型発電機から電力を供給すること

で，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制

御室送風機は，へ(4)(i)(b)-⑧共通要因によっ

て制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風

機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に給電するための設計基準対象の施設と兼用

する電気設備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の制御建屋可搬型発電機から電

力を供給することで，制御建屋中央制御室換気設

備の中央制御室送風機に対して多様性を有する設

計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑧は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑧と同義で

あり整合している。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の代替制御室送風機は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御

室送風機とへ(4)(i)(b)-⑨共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設備

の一部である受電開閉設備等に対して，代

替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機から電力を供給する

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の制御室送風機に対して多様性

を有する設計とする。 

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の代替制御室送風機は，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の制御室送風機に給電するための設計基準対

象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開

閉設備等に対して，代替電源設備の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を

供給することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の制御室送風機に対して多様性を有

する設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の代替制御室送風機は，へ(4)(i)(b)-⑨共通要

因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備の制御室送風機に給電するた

めの設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一

部である受電開閉設備等に対して，代替電源設備

の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機から電力を供給することで，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機に対

して多様性を有する設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑨は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑨と同義で

あり整合している。 
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代替制御建屋中央制御室換気設備は，制

御建屋中央制御室換気設備とへ(4)(i)(b)-

⑩共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，制御建屋中央制

御室換気設備とは異なる換気経路とするこ

とで，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋

中央制御室換気設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，制御建屋

中央制御室換気設備とは異なる換気経路とするこ

とで，制御建屋中央制御室換気設備に対して独立

性を有する設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，へ

(4)(i)(b)-⑩共通要因によって制御建屋中央制

御室換気設備と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，制御建屋中央制御室換気設備とは

異なる換気経路とすることで，制御建屋中央制御

室換気設備に対して独立性を有する設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑩は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑩と同義で

あり整合している。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備とへ(4)(i)(b)-⑪共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備とは異なる換気経路とす

ることで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設計

とする。 

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備と共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備とは異なる換気経路とすること

で，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

に対して独立性を有する設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，へ(4)(i)(b)-⑪共通要因によって使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備とは異なる換

気経路とすることで，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備に対して独立性を有する設計と

する。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑪は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑪と同義で

あり整合している。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替

中央制御室送風機は，制御建屋中央制御室

換気設備の中央制御室送風機とへ

(4)(i)(b)-⑫共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故

障時バックアップを含めて必要な数量を制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，制御建屋にも保管することで，

必要数及び故障時バックアップを複数箇所

に分散して保管し，位置的分散を図る。制

御建屋内に保管する場合は中央制御室送風

機が設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制

御室送風機は，制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，制御建屋中

央制御室換気設備の中央制御室送風機が設置され

る建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部

保管エリアに保管するとともに，制御建屋にも保

管することで，必要数及び故障時バックアップを

複数個所に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。制御建屋内に保管する場合は中央制御

室送風機が設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る。 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制

御室送風機は，へ(4)(i)(b)-⑫共通要因によっ

て制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風

機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必要な数量を

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機

を設置する建屋から 100m 以上の離隔距離を確保

した外部保管エリアに保管するとともに，制御建

屋にも保管することで，必要数及び故障時のバッ

クアップを複数箇所に分散して保管し，位置的分

散を図る設計とする。制御建屋内に保管する場合

は中央制御室送風機が設置される場所と異なる場

所に保管することで位置的分散を図る設計とす

る。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑫は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑫と同義で

あり整合している。 
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代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の代替制御室送風機は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御

室送風機とへ(4)(i)(b)-⑬共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含めて必

要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の制御室送風機が設置される

建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複数

箇所に分散して保管し，位置的分散を図

る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管

する場合は制御室送風機が設置される場所

と異なる場所に保管することで位置的分散

を図る。 

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の代替制御室送風機は，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機が設置される建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に

も保管することで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的分散を図

る設計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に

保管する場合は制御室送風機が設置される場所と

異なる場所に保管することで位置的分散を図る。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の代替制御室送風機は，へ(4)(i)(b)-⑬共通

要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機と同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の制御室送風機を設置する建屋

から 100m 以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋にも保管することで，必要数及び故障時の

バックアップを複数箇所に分散して保管し，位置

的分散を図る設計とする。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は制御室送風機が設置さ

れる場所と異なる場所に保管することで位置的分

散を図る設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑬は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑬と同義で

あり整合している。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，他

の設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制

御室送風機は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，他の設備から独立して単独で

使用可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の代替制御室送風機は，他の設備から独立して

単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替

中央制御室送風機は，想定される重大事故

等時に実施組織要員が中央制御室にとどま

るために十分な換気風量を確保するために

必要な台数を有する設計とするへ

(4)(i)(b)-⑭とともに，保有数は，必要数

として２台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを３台

の合計５台以上を確保する。また，代替制

御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処でき

るよう必要数を複数の敷設ルートに確保す

るとともに，制御建屋内に保管する代替制

御建屋中央制御室換気設備の制御建屋の可

搬型ダクトについては，へ(4)(i)(b)-⑭１

式以上の予備を含めた個数を必要数として

確保する。 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時に実施組

織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気

風量を確保するために必要な台数を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数として２台，予

備として故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを３台の合計５台以上を確保する。

また，代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中

央制御室送風機は，複数の敷設ルートで対処でき

るよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとと

もに，制御建屋内に保管する代替制御建屋中央制

御室換気設備の制御建屋の可搬型ダクトについて

は，１式以上の予備を含めた個数を必要数として

確保する。 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時に実施組

織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気

風量を確保するために必要な台数を有する設計と

する。また，代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，複数の敷設ルートで対

処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保す

るとともに，制御建屋内に保管する代替制御建屋

中央制御室換気設備の制御建屋の可搬型ダクトに

ついては，へ(4)(i)(b)-⑭必要数を確保する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑭は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑭と同義で

あり整合している。 

 

へ(4)(i)(b)-⑭ 

へ(4)(i)(b)-⑭ 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の代替制御室送風機は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を確保するた

めに必要な台数を有する設計とするへ

(4)(i)(b)-⑮とともに，保有数は，必要数

として１台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の代替制御室送風機は，複数の敷設ルート

で対処できるよう必要数を複数の敷設ルー

トに確保するとともに，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する代替使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダ

クトについては，へ(4)(i)(b)-⑮１式以上

の予備を含めた個数を必要数として確保す

る。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の代替制御室送風機は，想定される重大事故等

時に実施組織要員が制御室にとどまるために十分

な換気風量を確保するために必要な台数を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数として１

台，予備として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２台の合計３台以上を確保

する。また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルー

トに確保するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内に保管する代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型ダクトについては，１式以上の

予備を含めた個数を必要数として確保する。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の代替制御室送風機は，想定される重大事故等

時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風

量を確保するために必要な台数を有する設計とす

る。また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，複数の敷設ル

ートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルート

に確保するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内に保管する代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型ダクトについては，へ

(4)(i)(b)-⑮必要数を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑮は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑮と同義で

あり整合している。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に保管し，風（台風等）へ(4)(i)(b)-

⑯により機能を損なわない設計とする。 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋に保管

し，風（台風等）により機能を損なわない設計と

する。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋に保管

し，風(台風)等へ(4)(i)(b)-⑯により重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑯，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑯と同義で

あり整合している。 

 

へ(4)(i)(b)-⑮ 

へ(4)(i)(b)-⑮ 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に

保管し，風（台風等）へ(4)(i)(b)-⑰によ

り機能を損なわない設計とする。 

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とする。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風(台風)等

へ(4)(i)(b)-⑰により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑰，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑰と同義で

あり整合している。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替制御建屋中央制御室換気設備

は，へ(4)(i)(b)-⑱「ロ． (７) (ⅱ) 

(ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることで，へ(4)(i)(b)-⑱その機能を損な

わない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

代替制御建屋中央制御室換気設備は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機

能を損なわない設計とする。 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

代替制御建屋中央制御室換気設備は，へ

(4)(i)(b)-⑱「第 1章 共通事項」の「3. 自然

現象」の「3.1 地震による損傷の防止」に基づく

設計とすることで，へ(4)(i)(b)-⑱重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑱，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑱と同義で

あり整合している。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，へ(4)(i)(b)-⑲「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることで，へ(4)(i)(b)-⑲その

機能を損なわない設計とする。 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，「1.7.18（５） 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，へ(4)(i)(b)-⑲「第 1章 共通事項」の「3. 

自然現象」の「3.1 地震による損傷の防止」に基

づく設計とすることでへ(4)(i)(b)-⑲重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑲，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑲と同義で

あり整合している。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，内

部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，へ(4)(i)(b)-⑳機能を

損なわない設計とする。 

 

 代替中央制御室換気設備は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，制御建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することにより，

へ(4)(i)(b)-⑳重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

⑳，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-⑳と同義で

あり整合している。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，へ(4)(i)(b)-㉑機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，へ

(4)(i)(b)-㉑重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

㉑，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-㉑と同義で

あり整合している。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，配

管の全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管すること

により，へ(4)(i)(b)-㉒機能を損なわない

設計とする。 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな

い位置に保管することにより，機能を損なわない

設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな

い位置に保管することにより，へ(4)(i)(b)-㉒

重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

㉒，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-㉒と同義で

あり整合している。 
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代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，配管の全周破断に対して，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位

置に保管することにより，へ(4)(i)(b)-㉓

機能を損なわない設計とする。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の

影響を受けない位置に保管することにより，へ

(4)(i)(b)-㉓重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

㉓，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-㉓と同義で

あり整合している。 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，へ

(4)(i)(b)-㉔再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可能

な設計とする。 

 

 制御建屋中央制御室換気設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，性能確認，分解点

検が可能な設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，へ

(4)(i)(b)-㉔通常時において，重大事故等への

対処に必要な機能を確認するため，外観点検，性

能確認，分解点検が可能な設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

㉔，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-㉔と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備は，へ(4)(i)(b)-㉕再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検，性能確認，分解

点検が可能な設計とする。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

は，へ(4)(i)(b)-㉕通常時において，重大事故

等への対処に必要な機能を確認するため，外観点

検，性能確認，分解点検が可能な設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

㉕，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(b)-㉕と同義で

あり整合している。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，へ

(4)(i)(b)-㉖再処理施設の運転中又は停止

中に独立して外観点検，分解点検が可能な

設計とする。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点検，分解

点検が可能な設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，へ

(4)(i)(b)-㉖通常時において，重大事故等への

対処に必要な機能を確認するため，外観点検，分

解点検が可能な設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

㉖,㉗，変更許可申請

書（本文）のへ

(4)(i)(b)-㉖,㉗と同

義であり整合してい

る。 

 

へ(4)(i)(b)-㉗代替制御建屋中央制御室

換気設備は，外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備は，外観の確

認が可能な設計とする。 

また，へ(4)(i)(b)-㉗当該機能を健全に維持す

るため，保修等が可能な設計とする。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，へ(4)(i)(b)-㉘再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，分

解点検が可能な設計とする。 

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，再処理施設の運転中又は停止中に独立して

外観点検，分解点検が可能な設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，へ(4)(i)(b)-㉘通常時において，重大事

故等への対処に必要な機能を確認するため，外観

点検，分解点検が可能な設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(b)-

㉘,㉙，変更許可申請

書（本文）のへ

(4)(i)(b)-㉘,㉙と同

義であり整合してい

る。 

 

へ(4)(i)(b)-㉙代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備は，外観の確認が

可能な設計とする。 

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，外観の確認が可能な設計とする。 

また，へ(4)(i)(b)-㉙当該機能を健全に維持す

るため，保修等が可能な設計とする。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

i) 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御

室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台）へ(4)(i)(b)-⑤ 

制御建屋の換気ダクト（「ヘ．（４）（ｉ）

制御室等」と兼用） 

１ 系統 

ⅱ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備 

制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台）へ(4)(i)(b)-⑥ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト

（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） １ 

系統 

ⅲ) 計測制御装置 

制御建屋安全系監視制御盤（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）            

１ 式 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監視制

御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼

用） １ 式 

 

    

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 代替制御建屋中央制御室換気設備 

代替中央制御室送風機 

５ 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを３台）へ(4)(i)(b)-⑭ 

制御建屋の可搬型ダクト 

300 ｍ/式（予備として故障時バックアップ

を1 式）へ(4)(i)(b)-⑭ 

 

ⅱ) 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

代替制御室送風機 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台）へ(4)(i)(b)-⑮ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可

搬型ダクト 

約300 ｍ／式（予備として故障時バックア

ップを１式）へ(4)(i)(b)-⑮ 
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(c) 制御室照明設備 

へ(4)(i)(c)-①設計基準事故が発生した

場合において，制御室照明設備は，運転員

その他の従事者が操作，作業及び監視を適

切に実施できるよう照明設備を設ける設計

とする。 

 

 7.1 電気設備 

7.1.3 照明設備 

また，へ(4)(i)(c)-①設計基準事故に対処す

るために，監視，操作等が必要となる中央制御室

並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室には，作業用照明として運転保安灯，直流非

常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置する設計とす

る。 

 

 

 

設工認のへ(4)(i)(c)-

①は，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-①を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

重大事故等が発生した場合において，制

御室照明設備は，制御室にとどまるために

必要な照明を確保できる設計とする。 

 

 4.3.2 制御室照明設備 

重大事故等が発生した場合において，制御室照

明設備は，制御室にとどまるために必要な照明を

確保できる設計とする。 

  

制御室照明設備は，中央制御室照明設

備，中央制御室代替照明設備，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備で構成する。 

 

制御室照明設備は，中央制御室代替照明設備で

構成する。 

制御室照明設備は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成する。 

制御室照明設備は，中央制御室代替照明設備並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室代替照明設備で構成する。 

  

中央制御室代替照明設備は，可搬型代替

照明を可搬型重大事故等対処設備としてへ

(4)(i)(c)-②配備する。 

 

 中央制御室代替照明設備は，可搬型代替照明を

可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

中央制御室代替照明設備は，可搬型代替照明を

可搬型重大事故等対処設備としてへ(4)(i)(c)-

②設ける設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

②，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-②と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備は，可搬型代替照明を

可搬型重大事故等対処設備としてへ

(4)(i)(c)-③配備する。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，可搬型代替照明を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，可搬型代替照明を可搬型重大事

故等対処設備としてへ(4)(i)(c)-③設ける設計

とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

③，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-③と同義で

あり整合している。 

 

なお，可搬型代替照明の設置までの間，

実施組織要員へ(4)(i)(c)-⑤は，ＬＥＤハ

ンドライト及びＬＥＤヘッドライトを用い

て操作，作業及び監視を適切に実施できる

へ(4)(i)(c)-⑤設計とする。 

 

 なお，可搬型代替照明の設置までの間，実施組

織要員へ(4)(i)(c)-⑤が操作，作業及び監視を

適切に実施できるへ(4)(i)(c)-⑤よう，可搬型

照明を配備することを保安規定に定めて，管理す

る。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑤は，可搬型照明の運

用係る事項であるた

め，保安規定にて対応

する。 
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中央制御室代替照明設備は，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯と共

通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，中央制御室照明設備

の運転保安灯及び直流非常灯に給電するた

めの設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対して，

中央制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池

から電力を供給することで，中央制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対し

て多様性を有する設計とする。 

 

 中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯に給電するための設計基準対象の施設と兼用

する電気設備の一部である受電開閉設備等に対し

て，中央制御室代替照明設備に内蔵されている蓄

電池から電力を供給することで，中央制御室照明

設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して多様性

を有する設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，共通要因によって

中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯に給電するための設計基準対象の施設と兼用

する電気設備の一部である受電開閉設備等に対し

て，中央制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池か

ら電力を供給することで，中央制御室照明設備の

運転保安灯及び直流非常灯に対して多様性を有す

る設計とする。 

  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直

流非常灯に給電するための設計基準対象の

施設と兼用する電気設備の一部である受電

開閉設備等に対して，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備に

内蔵した蓄電池から電力を供給すること

で，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯に対して多様性を有する設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び

直流非常灯に給電するための設計基準対象の施設

と兼用する電気設備の一部である受電開閉設備等

に対して，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備に内蔵されている蓄電池か

ら電力を供給することで，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して多様性を有する設計とす

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，共通要因によって使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び

直流非常灯に給電するための設計基準対象の施設

と兼用する電気設備の一部である受電開閉設備等

に対して，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池から電力

を供給することで，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯に対して多様性を有する設計とする。 

  

中央制御室代替照明設備は，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯とへ

(4)(i)(c)-⑥共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，中央

制御室代替照明設備のみで使用可能とする

ことで，中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。 

 

 中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，中央制御室代替照明設備のみで使用可能とす

ることで，中央制御室照明設備の運転保安灯及び

直流非常灯に対して独立性を有する設計とする。 

 中央制御室代替照明設備は，へ(4)(i)(c)-⑥

共通要因によって中央制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，中央制御室代替照明設備のみ

で使用可能とすることで，中央制御室照明設備の

運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有す

る設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑥，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑥と同義で

あり整合している。 
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安
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A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯とへ(4)(i)(c)-⑦

共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯に対して独

立性を有する設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室代替照明設備のみで使用可

能とすることで，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯に対して独立性を有する設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，へ(4)(i)(c)-⑦共通要因によ

って使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明

設備のみで使用可能とすることで，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑦，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑦と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室代替照明設備は，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯とへ

(4)(i)(c)-⑧共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故

障時バックアップを含めて必要な数量を中

央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，制御建屋内にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複数

箇所に分散して保管し，位置的分散を図

る。制御建屋内に保管する場合は運転保安

灯及び直流非常灯が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散を図

る。 

 

 中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管するとともに，

制御建屋にも保管することで，必要数及び故障時

バックアップを複数個所に分散して保管し，位置

的分散を図る設計とする。制御建屋内に保管する

場合は中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯が設置される場所と異なる場所に保管する

ことで位置的分散を図る。 

 中央制御室代替照明設備は，へ(4)(i)(c)-⑧

共通要因によって中央制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時のバックアップを含

めて必要な数量を中央制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯を設置する建屋から 100m 以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，制御建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散し

て保管し，位置的分散を図る設計とする。制御建

屋内に保管する場合は運転保安灯及び直流非常灯

が設置される場所と異なる場所に保管することで

位置的分散を図る設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑧，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑧と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯とへ(4)(i)(c)-⑨共通要

因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックアップを

含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び

直流非常灯が設置される建屋から100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋にも保管することで，必要数及び故障

時バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する場合は運転保安

灯及び直流非常灯が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散を図

る。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内

の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋にも保管することで，必要数及び故障時バ

ックアップを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内に保管する場合は制御室照明設備の運転保

安灯及び直流非常灯が設置される場所と異なる場

所に保管することで位置的分散を図る。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，へ(4)(i)(c)-⑨共通要因によ

って使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時のバックアッ

プを含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯を設

置する建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した

外部保管エリアに保管するとともに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必要数及

び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保

管し，位置的分散を図る設計とする。使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は運転保安灯

及び直流非常灯が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑨，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑨と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室代替照明設備の可搬型代替照

明は，想定される重大事故等時に実施組織

要員が中央制御室で操作可能な照明を確保

するために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として76台，

予備として故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを86台の合計162台以

上を確保する。 

 

 中央制御室代替照明設備は，想定される重大事

故等時に実施組織要員が中央制御室で操作可能な

照明を確保するために必要な台数を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数として 76 台，

予備として故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップを 86 台の合計 162 台以上を確保

する。 

 中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，

想定される重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室で操作可能な照明を確保するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保有数は，必要

数として 76 台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを 86 台の合計

162 台以上を確保する設計とする。 

  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，

想定される重大事故等時に実施組織要員が

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室で操作可能な照明を確保するために必

要な台数を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として17台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを19台の合計36台以上を確保す

る。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，想定される重大事故等時に実施

組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室で操作可能な照明を確保するために必要

な台数を有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として 17 台，予備として故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップを 19 台の

合計 36 台以上を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備の可搬型代替照明は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確

保するために必要な台数を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として 17 台，予備とし

て故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップを 19 台の合計 36 台以上確保する設計とす

る。 

  

中央制御室代替照明設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる制御建屋に保

管し，風（台風等）へ(4)(i)(c)-⑩により

へ(4)(i)(c)-⑩機能を損なわない設計とす

る。 

 中央制御室代替照明設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる制御建屋に保管し，風（台

風等）により機能を損なわない設計とする。 

 中央制御室代替照明設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる制御建屋に保管し，風(台

風)等へ(4)(i)(c)-⑩によりへ(4)(i)(c)-⑩重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑩，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑩と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風等）へ

(4)(i)(c)-⑪によりへ(4)(i)(c)-⑪機能を

損なわない設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，

風（台風等）により機能を損なわない設計とす

る。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，

風(台風)等へ(4)(i)(c)-⑪によりへ(4)(i)(c)-

⑪重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑪，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑪と同義で

あり整合している。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる中央制御室代替照明設備は，へ

(4)(i)(c)-⑫「ロ．（7）（ⅱ）（b）

（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで，へ(4)(i)(c)-⑫その機能を損なわな

い設計とする。 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

中央制御室代替照明設備は，「1.7.18（５） 地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能を損なわ

ない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

中央制御室代替照明設備は，へ(4)(i)(c)-⑫

「第 1章 共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 

地震による損傷の防止」に基づく設計とすること

で，へ(4)(i)(c)-⑫重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑫，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑫と同義で

あり整合している。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，へ(4)(i)(c)-

⑬「ロ．（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，へ

(4)(i)(c)-⑬その機能を損なわない設計と

する。 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代

替照明設備は，「1.7.18（５） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでその機能を損なわない設計とす

る。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代

替照明設備は，へ(4)(i)(c)-⑬「第 1章 共通事

項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損傷

の防止」に基づく設計とすることで，へ

(4)(i)(c)-⑬重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑬，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑬と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室代替照明設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，制御建屋の内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管するこ

とにより，へ(4)(i)(c)-⑭機能を損なわな

い設計とする。 

 

 中央制御室代替照明設備は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，制御建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，制御建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，へ

(4)(i)(c)-⑭重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑭，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑭と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，へ(4)(i)(c)-⑮機

能を損なわない設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することにより，

へ(4)(i)(c)-⑮重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑮，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑮と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室代替照明設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することにより，

へ(4)(i)-○72機能を損なわない設計とす

る。 

 

 中央制御室代替照明設備は，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に

保管することにより，機能を損なわない設計とす

る。 

 中央制御室代替照明設備は，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

体(溶液，有機溶媒等)の影響を受けない位置に保

管することにより，へ(4)(i)-○72重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)-

○72，変更許可申請書

（本文）のへ(4)(i)-

○72と同義であり整合し

ている。 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備は，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，へ

(4)(i)(c)-⑯機能を損なわない設計とす

る。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，配管の全周破断に対して，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管すること

により，機能を損なわない設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，配管の全周破断に対して，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有

機溶媒等)の影響を受けない位置に保管すること

により，へ(4)(i)(c)-⑯重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑯，変更許可申請書

（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑯と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室代替照明設備は，へ

(4)(i)(c)-⑰再処理施設の運転中又は停止

中に独立して外観点検，分解点検が可能な

設計とする。 

 

中央制御室代替照明設備は，再処理施設の運転

中又は停止中に独立して外観点検，分解点検が可

能な設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，へ(4)(i)(c)-⑰

通常時において，重大事故等への対処に必要な機

能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な

設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑰,⑱，変更許可申請

書（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑰,⑱と同

義であり整合してい

る。 

 

へ(4)(i)(c)-⑱中央制御室代替照明設備

は，外観の確認が可能な設計とする。 

 

中央制御室代替照明設備は，外観の確認が可能

な設計とする。 

また，へ(4)(i)(c)-⑱当該機能を健全に維持

するため，保修等が可能な設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備は，へ(4)(i)(c)-⑲再

処理施設の運転中又は停止中に独立して外

観点検，分解点検が可能な設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に独立して外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，へ(4)(i)(c)-⑲通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を確認する

ため，外観点検，分解点検が可能な設計とする。 

 

設工認のへ(4)(i)(c)-

⑲,⑳，変更許可申請

書（本文）のへ

(4)(i)(c)-⑲,⑳と同

義であり整合してい

る。 

 

へ(4)(i)(c)-⑳使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，外

観の確認が可能な設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備は，外観の確認が可能な設計とす

る。 

また，へ(4)(i)(c)-⑳当該機能を健全に維持

するため，保修等が可能な設計とする。 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室代替照明設備 

可搬型代替照明 

162 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを86 台） 

ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室代替照明設備 

可搬型代替照明 

36 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを19 台） 

 

  中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，

想定される重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室で操作可能な照明を確保するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保有数は，必要

数として 76 台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを 86 台の合計

162 台以上を確保する設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

代替照明設備の可搬型代替照明は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確

保するために必要な台数を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として 17 台，予備とし

て故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップを 19 台の合計 36 台以上確保する設計とす

る。 
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(d) 制御室遮蔽設備 

設計基準事故が発生した場合において，

制御室遮蔽設備は，制御建屋又は使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋と一体構造とし，制御

室にとどまり必要な操作及び措置を行う運

転員その他の従事者が過度の被ばくを受け

ない設計とする。 

 

  

設計基準事故が発生した場合において，制御室

遮蔽設備は，制御建屋又は使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋と一体構造とし，制御室にとどまり必要な

操作及び措置を行う運転員その他の従事者が過度

の被ばくを受けない設計とする。 

  

重大事故等が発生した場合において，制

御室遮蔽設備は，制御室にとどまる実施組

織要員が過度の被ばくをうけないよう，十

分な壁厚さを有する設計とする。 

 

 重大事故等が発生した場合において，制御室遮

蔽設備は，制御室にとどまる実施組織要員が過度

の被ばくをうけないよう，十分な壁厚さを有する

設計とする。 

  

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央制

御室遮蔽並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で構成す

る。 

 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽で構成す

る。 

制御室遮蔽設備は，制御室遮蔽で構成する。 

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央制御室遮

蔽並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の制御室遮蔽で構成する。 

  

制御室遮蔽設備は，ヘ(4)(i)(d)-①中央

制御室遮蔽及び制御室遮蔽を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。 

 

 中央制御室遮蔽は，中央制御室遮蔽を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。 

 制御室遮蔽は，制御室遮蔽を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 制御室遮蔽設備は，ヘ(4)(i)(d)-①常設重大

事故等対処設備として位置付け，中央制御室遮蔽

及び制御室遮蔽で構成する。 

設工認のヘ(4)(i)(d)-

①，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(d)-①と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

  

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

  

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる中央制御室遮蔽は，ヘ(4)(i)(d)-②

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，ヘ

(4)(i)(d)-②その機能を損なわない設計と

する。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

中央制御室遮蔽は，「1.7.18 (5) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない設計と

する。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

中央制御室遮蔽は，ヘ(4)(i)(d)-②「第 1章 共

通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による

損傷の防止」に基づく設計とすることで，ヘ

(4)(i)(d)-②重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(d)-

②，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(d)-②と同義で

あり整合している。 
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地震を要因として発生した場合に対処に

用いる制御室遮蔽は，ヘ(4)(i)(d)-③

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，ヘ

(4)(i)(d)-③その機能を損なわない設計と

する。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

制御室遮蔽は，「1.7.18(5) 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

制御室遮蔽は，ヘ(4)(i)(d)-③「第 1章 共通事

項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損傷

の防止」に基づく設計とすることで，ヘ

(4)(i)(d)-③重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(d)-

③，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(d)-③と同義で

あり整合している。 

 

ヘ(4)(i)(d)-④中央制御室遮蔽は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検が可

能な設計とする。 

 

 中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又は停

止中に外観点検が可能な設計とする。 

中央制御室遮蔽は，通常時において，ヘ

(4)(i)(d)-④重大事故等への対処に必要な機能

を確認するため，外観点検が可能な設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(d)-

④，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(d)-④と同義で

あり整合している。 

 

ヘ(4)(i)(d)-④中央制御室遮蔽は，外観

の確認が可能な設計とする。 

 

 中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設計と

する。 

ヘ(4)(i)(d)-⑤制御室遮蔽は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検が可能な

設計とする。 

 

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観点検が可能な設計とする。 

制御室遮蔽は，通常時において，ヘ

(4)(i)(d)-⑤重大事故等への対処に必要な機能

を確認するため，外観点検が可能な設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(d)-

⑤，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(d)-⑤と同義で

あり整合している。 

 

ヘ(4)(i)(d)-⑤制御室遮蔽は，外観の確

認が可能な設計とする。 

 

 制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設計とす

る。 

［常設重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室遮蔽（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

等」と兼用） 

厚さ 約１．０ｍ以上ヘ(4)(i)(d)-⑥ 

ⅱ) 制御室遮蔽（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

等」と兼用） 

厚さ 約１．０ｍ以上ヘ(4)(i)(d)-⑥ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設工認のヘ(4)(d)-⑥，変更許可

申請書（本文）のヘ(4)(d)-⑥と

同義であり整合している。 

ヘ(4)(i)(d)-⑥ 

ヘ(4)(i)(d)-⑥ 
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(e) 制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，制

御室環境測定設備は，制御室内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が

活動に支障がない範囲にあることを把握で

きる設計とする。 

 

４）制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及

び可搬型窒素酸化物濃度計は，重大事故等が発生

した場合においても中央制御室内の酸素濃度，二

酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障が

ない範囲にあることを把握できる設計とする。 

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及

び可搬型窒素酸化物濃度計は，重大事故等が発生

した場合においても，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃

度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲に

あることを把握できる設計とする。 

 

4.3.4 制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，制御室環

境測定設備は，制御室内の酸素濃度，二酸化炭素

濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できる設計とする。 

  

制御室環境測定設備は，中央制御室環境

測定設備及び使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室環境測定設備で構成す

る。 

 

 制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設

備で構成する。 

 制御室環境測定設備は，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構成す

る。 

 

制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設

備及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室環境測定設備で構成する。 

  

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対

処設備としてヘ(4)(i)(e)-①配備する。 

 

 中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化

物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。 

 中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化

物濃度計を可搬型重大事故等対処設備としてヘ

(4)(i)(e)-①設ける設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

①，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-①と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒

素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設

備としてヘ(4)(i)(e)-②配備する。 

 
 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬

型重大事故等対処設備として配備する。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬

型重大事故等対処設備としてヘ(4)(i)(e)-②設

ける設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

②，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-②と同義で

あり整合している。 

 

 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋か

ら100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管

エリアに保管するとともに，対処を行う建

屋内にも保管することで，必要数及び故障

時バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，対処を行う建屋内にも保管する

ことで，必要数及び故障時バックアップを複数個

所に分散して保管し，位置的分散を図る設計とす

る。 

 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋から

100m 以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，対処を行う建屋内にも保管

することで，必要数及び故障時のバックアップを

複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距離を確

保した外部保管エリアに保管するととも

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管

することで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数箇所に分散して保管し，位置的分

散を図る。 
 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋か

ら 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，対処を行う建屋内にも保

管することで，必要数及び故障時バックアップを

複数個所に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋か

ら 100m 以上の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋にも保管することで，必要数及び故障時のバ

ックアップを複数箇所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。 

  

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，中央制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が

活動に支障がない範囲内にあることを測定

するために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として各１個

を１セットとして，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ

を２セットの合計３セット以上を確保す

る。 
 

 中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃

度計は，中央制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内に

あることを測定するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数として各１

個を１セットとして，予備として故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップを２セット

の合計３セット以上を確保する。 

 中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃

度計は，中央制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内に

あることを測定するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数として各１

個を１セットとして，予備として故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップを２セット

の合計３セット以上を確保する設計とする。 

  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸

化物濃度計は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の酸素濃度，二酸化炭

素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障が

ない範囲内にあることを測定するために必

要な台数を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として各１個を１セットと

して，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを２セットの

合計３セット以上を確保する。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化

炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動

に支障がない範囲内にあることを測定するために

必要な台数を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを２セットの合計３セット以上を確保

する。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化

炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動

に支障がない範囲内にあることを測定するために

必要な台数を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを２セットの合計３セット以上を確保

する設計とする。 

  

中央制御室環境測定設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる制御建屋に保

管し，風（台風等）ヘ(4)(i)(e)-③により

ヘ(4)(i)(e)-③機能を損なわない設計とす

る。 

 

 中央制御室環境測定設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる制御建屋に保管し，風（台

風等）により機能を損なわない設計とする。 

 中央制御室環境測定設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる制御建屋に保管し，風(台

風)等ヘ(4)(i)(e)-③によりヘ(4)(i)(e)-③重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

③，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-③と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風等）ヘ

(4)(i)(e)-④によりヘ(4)(i)(e)-④機能を

損なわない設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，

風（台風等）により機能を損なわない設計とす

る。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，

風(台風)等ヘ(4)(i)(e)-④によりヘ(4)(i)(e)-

④重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

④，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-④と同義で

あり整合している。 
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地震を要因として発生した場合に対処に

用いる中央制御室環境測定設備は，ヘ

(4)(i)(e)-⑤「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)

（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで，ヘ(4)(i)(e)-⑤その機能を損なわな

い設計とする。 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

中央制御室環境測定設備は，「1.7.18（５） 地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能を損なわ

ない設計とする。 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

中央制御室環境測定設備は，ヘ(4)(i)(e)-⑤

「第 1章 共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 

地震による損傷の防止」に基づく設計とすること

で，ヘ(4)(i)(e)-⑤重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑤，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑤と同義で

あり整合している。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，ヘ(4)(i)(e)-

⑥「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，ヘ

(4)(i)(e)-⑥その機能を損なわない設計と

する。 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環

境測定設備は，「1.7.18（５） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでその機能を損なわない設計とす

る。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環

境測定設備は，ヘ(4)(i)(e)-⑥「第 1章 共通事

項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損傷

の防止」に基づく設計とすることで，ヘ

(4)(i)(e)-⑥重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑥，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑥と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室環境測定設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，制御建屋の内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管するこ

とにより，ヘ(4)(i)(e)-⑦機能を損なわな

い設計とする。 

 

 中央制御室環境測定設備は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，制御建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。 

中央制御室環境測定設備は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，制御建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，ヘ

(4)(i)(e)-⑦重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑦，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑦と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，ヘ(4)(i)(e)-⑧機

能を損なわない設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することにより，

ヘ(4)(i)(e)-⑧重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑧，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑧と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室環境測定設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することにより，

ヘ(4)(i)(e)-⑨機能を損なわない設計とす

る。 

 

中央制御室環境測定設備は，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に

保管することにより，機能を損なわない設計とす

る。 

中央制御室環境測定設備は，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

体(溶液，有機溶媒等)の影響を受けない位置に保

管することにより，ヘ(4)(i)(e)-⑨重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑨，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑨と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備は，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，ヘ

(4)(i)(e)-⑩機能を損なわない設計とす

る。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，配管の全周破断に対して，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管すること

により，機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，配管の全周破断に対して，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有

機溶媒等)の影響を受けない位置に保管すること

により，ヘ(4)(i)(e)-⑩重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑩，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑩と同義で

あり整合している。 
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中央制御室環境測定設備は，ヘ

(4)(i)(e)-⑪再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。 

 

中央制御室環境測定設備は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検，分解点検が可能な設計

とする。 

中央制御室環境測定設備は，ヘ(4)(i)(e)-⑪

通常時において，重大事故等への対処に必要な機

能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な

設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑪，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑪と同義で

あり整合している。 

 

 

中央制御室環境測定設備は，ヘ

(4)(i)(e)-⑫外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

中央制御室環境測定設備は，外観の確認が可能

な設計とする。 

中央制御室環境測定設備は，ヘ(4)(i)(e)-⑫

当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑫，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑫と同義で

あり整合している。 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備は，ヘ(4)(i)(e)-⑬再

処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

分解点検が可能な設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観点検，分解点検が可能な設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，ヘ(4)(i)(e)-⑬通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を確認する

ため，外観点検，分解点検が可能な設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑬，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑬と同義で

あり整合している。 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備は，ヘ(4)(i)(e)-⑭外

観の確認が可能な設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，外観の確認が可能な設計とす

る。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備は，ヘ(4)(i)(e)-⑭当該機能を健

全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑭，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑭と同義で

あり整合している。 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台）ヘ(4)(i)(e)-⑮ 

可搬型二酸化炭素濃度計 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台）ヘ(4)(i)(e)-⑮ 

可搬型窒素酸化物濃度計 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台）ヘ(4)(i)(e)-⑮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃

度計は，中央制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内に

あることを測定するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，ヘ(4)(i)(e)-⑮

必要数として各１個を１セットとして，予備とし

て故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップを２セットの合計３セット以上を確保する

設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑮，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑮と同義で

あり整合している。 
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ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台）ヘ(4)(i)(e)-⑯ 

可搬型二酸化炭素濃度計 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台）ヘ(4)(i)(e)-⑯ 

可搬型窒素酸化物濃度計 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時の

バックアップを２台）ヘ(4)(i)(e)-⑯ 

 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化

炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動

に支障がない範囲内にあることを測定するために

必要な台数を有する設計とするとともに，保有数

は，ヘ(4)(i)(e)-⑯必要数として各１個を１セ

ットとして，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(e)-

⑯，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(e)-⑯と同義で

あり整合している。 

 

(f) 制御室放射線計測設備 

重大事故等が発生した場合において，制

御室放射線計測設備は，制御室内の線量当

量率及び空気中の放射性物質濃度が活動に

支障がない範囲にあることを把握できる設

計とする。 

 

５）制御室放射線計測設備 

中央制御室放射線計測設備は，重大事故等が発

生した場合において，中央制御室内の線量当量率

及び空気中の放射性物質濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握できる設計とする。 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，重大事故等が発生

した場合において，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室内の線量当量率及び空気中の放

射性物質濃度が活動に支障がない範囲にあること

を把握できる設計とする。 

 

4.3.5 制御室放射線計測設備 

重大事故等が発生した場合において，制御室放

射線計測設備は，制御室内の線量当量率及び空気

中の放射性物質濃度が活動に支障がない範囲にあ

ることを把握できる設計とする。 

  

制御室放射線計測設備は，中央制御室放

射線計測設備並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備で

構成する。 

 

 制御室放射線計測設備は，中央制御室放射線計

測設備で構成する。 

 制御室放射線計測設備は，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の制御室放射線計測設

備で構成する。 

 

制御室放射線計測設備は，中央制御室放射線計

測設備並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備で構成する。 

  

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）を可搬型重大事

故等対処設備としてヘ(4)(i)(f)-①配備す

る。 

 

 中央制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サー

ベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サー

ベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。 

 中央制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サー

ベイメータ(SA)，アルファ・ベータ線用サーベイ

メータ(SA)及び可搬型ダストサンプラ(SA)を可搬

型重大事故等対処設備としてヘ(4)(i)(f)-①設

ける設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

①，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-①と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サー

ベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）を可搬型重大事故等対

処設備としてヘ(4)(i)(f)-②配備する。 

 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サーベイ

メータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイ

メータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，ガンマ線用サーベイメータ

(SA)，アルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)

及び可搬型ダストサンプラ(SA)を可搬型重大事故

等対処設備としてヘ(4)(i)(f)-②設ける設計と

する。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

②，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-②と同義で

あり整合している。 
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中央制御室放射線計測設備は，ヘ

(4)(i)(f)-③制御建屋内に必要数及び故障

時バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。 

 

 中央制御室放射線計測設備は，制御建屋内に必

要数及び故障時バックアップを複数個所に分散し

て保管し，位置的分散を図る設計とする。 

中央制御室放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-

③制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した

外部保管エリアに保管するとともに，対処を行う

建屋内にも保管することで，必要数及び故障時の

バックアップを複数箇所に分散して保管し，位置

的分散を図る設計とする。 

 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

③，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-③を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-④

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に必要数及

び故障時バックアップを複数箇所に分散し

て保管し，位置的分散を図る。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内に必要数及び故障時バックアップを複数個所に

分散して保管し，位置的分散を図る設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-④使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋から 100m 以上の離隔距離を確

保した外部保管エリアに保管するとともに，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必

要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散

して保管し，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

④，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-④を具体的

に記載しており整合し

ている。 
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中央制御室放射線計測設備のガンマ線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有する

設計とするとともに，保有数はヘ

(4)(i)(f)-⑤，必要数として各１個を１セ

ット，予備として故障時バックアップを１

セットの合計２セット以上を確保する。 

 

 中央制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベ

イメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，中央制御室の実効線量が活動に支障がな

い範囲内にあることを測定するために必要な台数

を有する設計とするとともに，保有数は，必要数

として各１個を１セットとして，予備として故障

時のバックアップを１セットの合計２セット以上

を確保する。 

 中央制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベ

イメータ(SA)及びアルファ・ベータ線用サーベイ

メータ(SA)は，中央制御室の実効線量が活動に支

障がない範囲内にあることを測定するために必要

な台数を有するとともに，保有数はヘ

(4)(i)(f)-⑤必要数及び予備としての故障時の

バックアップをあわせ十分な台数を確保する設計

とする。 

ヘ(4)(i)(f)-⑤中央制御室放射線計測設備の

可搬型ダストサンプラ(SA)は，中央制御室の実効

線量が活動に支障がない範囲内にあることを測定

するために必要な台数を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として 1台，予備として故

障時のバックアップを 1台の合計 2台以上を確保

する設計とする。 

 

 

 
 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑤，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑤と同義で

あり整合している。 

 

ヘ(4)(i)(f)-⑤ 

ヘ(4)(i)(f)-⑤ 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベ

イメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用

サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト

サンプラ（ＳＡ）は，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活

動に支障がない範囲内にあることを測定す

るために必要な台数を有する設計とすると

ともに，保有数はヘ(4)(i)(f)-⑥，必要数

として各１個を１セット，予備として故障

時バックアップを１セットの合計２セット

以上を確保する。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備のガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効

線量が活動に支障がない範囲内にあることを測定

するために必要な台数を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として各１個を１セットと

して，予備として故障時のバックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備のガンマ線用サーベイメータ(SA)

及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の実効線量が活動に支障がない範囲内にあるこ

とを測定するために必要な台数を有するととも

に，保有数はヘ(4)(i)(f)-⑥必要数及び予備と

しての故障時のバックアップをあわせ十分な台数

を確保する設計とする。 

 ヘ(4)(i)(f)-⑥使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室放射線計測設備の可搬型ダスト

サンプラ(SA)は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必要数とし

て 1台，予備として故障時のバックアップを 1台

の合計 2台以上を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑥，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑥と同義で

あり整合している。 

 

ヘ(4)(i)(f)-⑥ 
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中央制御室放射線計測設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋に

保管し，風（台風等）ヘ(4)(i)(f)-⑪によ

りヘ(4)(i)(f)-⑪機能を損なわない設計と

する。 

 

 中央制御室放射線計測設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる制御建屋に保管し，風

（台風等）により機能を損なわない設計とする。 

 中央制御室放射線計測設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる制御建屋に保管し，風

(台風)等ヘ(4)(i)(f)-⑪によりヘ(4)(i)(f)-⑪

重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑪，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑪と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室放射線計測設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）ヘ

(4)(i)(f)-⑫によりヘ(4)(i)(f)-⑫機能を

損なわない設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管

し，風（台風等）により機能を損なわない設計と

する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管

し，風(台風)等ヘ(4)(i)(f)-⑫によりヘ

(4)(i)(f)-⑫重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑫，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑫と同義で

あり整合している。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる中央制御室放射線計測設備は，ヘ

(4)(i)(f)-⑬「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)

（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで，ヘ(4)(i)(f)-⑬その機能を損なわな

い設計とする。 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

中央制御室放射線計測設備は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

中央制御室放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-⑬

「第 1章 共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 

地震による損傷の防止」に基づく設計とすること

で，ヘ(4)(i)(f)-⑬重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑬，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑬と同義で

あり整合している。 

 

ヘ(4)(i)(f)-⑥ 
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地震を要因として発生した場合に対処に

用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，ヘ

(4)(i)(f)-⑭「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)

（ホ）地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで，ヘ(4)(i)(f)-⑭その機能を損なわな

い設計とする。 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放

射線計測設備は，「1.7.18（５） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない設計と

する。 

 地震を要因として発生した場合に対処に用いる

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放

射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-⑭「第 1章 共通

事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損

傷の防止」に基づく設計とすることで，ヘ

(4)(i)(f)-⑭重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑭，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑭と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室放射線計測設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，ヘ(4)(i)(f)-⑮機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 中央制御室放射線計測設備は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，制御建屋の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。 

 中央制御室放射線計測設備は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，制御建屋の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することにより，ヘ

(4)(i)(f)-⑮重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑮，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑮と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室放射線計測設備は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，ヘ(4)(i)(f)-⑯

機能を損なわない設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することにより，

ヘ(4)(i)(f)-⑯重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑯，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑯と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室放射線計測設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，ヘ(4)(i)(f)-⑰機能を損なわない設計

とする。 

 

中央制御室放射線計測設備は，配管の全周破断

に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置

に保管することにより，機能を損なわない設計と

する。 

 中央制御室放射線計測設備は，配管の全周破断

に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体(溶液，有機溶媒等)の影響を受けない位置に

保管することにより，ヘ(4)(i)(f)-⑰重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑰，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑰と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室放射線計測設備は，配管の全周破断

に対して，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を

受けない位置に保管することにより，ヘ

(4)(i)(f)-⑱機能を損なわない設計とす

る。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，配管の全周破断に対して，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，

有機溶媒等)の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，配管の全周破断に対して，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，

有機溶媒等)の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，ヘ(4)(i)(f)-⑱重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑱，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑱と同義で

あり整合している。 

 

中央制御室放射線計測設備は，ヘ

(4)(i)(f)-⑲再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。 

 

中央制御室放射線計測設備は，再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検，分解点検が可能な設

計とする。 

 中央制御室放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-

⑲通常時において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，外観点検，分解点検が可

能な設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑲，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑲と同義で

あり整合している。 
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中央制御室放射線計測設備は，ヘ

(4)(i)(f)-⑳外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

 中央制御室放射線計測設備は，外観の確認が可

能な設計とする。 

 中央制御室放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-

⑳当該機能を健全に維持するため，保修等が可

能な設計とする。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

⑳，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-⑳と同義で

あり整合している。 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-㉑

再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，分解点検が可能な設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，分解点検が可能な設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-㉑通常時にお

いて，重大事故等への対処に必要な機能を確認す

るため，外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。 

 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

㉑，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-㉑と同義で

あり整合している。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-㉒

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，外観の確認が可能な設計とす

る。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，ヘ(4)(i)(f)-㉒当該機能を

健全に維持するため，保修等が可能な設計とす

る。 

設工認のヘ(4)(i)(f)-

㉒，変更許可申請書

（本文）のヘ

(4)(i)(f)-㉒と同義で

あり整合している。 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを

１台）ヘ(4)(i)(f)-⑥ 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを

１台）ヘ(4)(i)(f)-⑥ 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを

１台） 

 

    

ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを

１台）ヘ(4)(i)(f)-⑥ 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを

１台）ヘ(4)(i)(f)-⑥ 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを

１台） 
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ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

(1) 気体廃棄物の廃棄施設 

(i) 構造 

(a) 設計基準対象の施設 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設

のせん断処理設備及び溶解施設の溶解設備か

ら発生する放射性気体廃棄物を処理するせん

断処理・溶解廃ガス処理設備，各施設の放射

性物質を収納する塔槽類から発生する放射性

気体廃棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設

備，高レベル廃液ガラス固化設備から発生す

る放射性気体廃棄物を処理する高レベル廃液

ガラス固化廃ガス処理設備，汚染のおそれの

ある区域を換気する換気設備並びに主排気筒

で構成する。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，前処

理建屋に収納する。 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

は，高レベル廃液ガラス固化建屋に収納す

る。 

 

前処理建屋の主要構造は，「ニ．(１)(ⅰ) 

構造」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 気体廃棄物の廃棄施設 

7.2.1 設計基準対象の施設 

7.2.1.1 概 要 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせ

ん断機，溶解施設の溶解槽等から発生する放射性

気体廃棄物を処理するせん断処理・溶解廃ガス処

理設備，各施設の放射性物質を収容する塔槽類か

ら発生する放射性気体廃棄物を処理する塔槽類廃

ガス処理設備，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶

融炉から発生する放射性気体廃棄物を処理する高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，汚染のお

それのある区域を換気する換気設備及び主排気筒

で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1  気体廃棄物の廃棄施設 

＜中略＞ 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせ

ん断処理設備及び溶解施設の溶解設備から発生す

る放射性気体廃棄物を処理するせん断処理・溶解

廃ガス処理設備，各施設の放射性物質を収納する

塔槽類から発生する放射性気体廃棄物を処理する

塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化

設備から発生する放射性気体廃棄物を処理する高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，汚染のお

それのある区域を換気する換気設備並びに主排気

筒で構成する。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，前処理建

屋に収納する設計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，高

レベル廃液ガラス固化建屋に収納する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ニ．

(１)(ⅰ) 構造」に示

す。 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造

は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上２階，地下

４階ト.(1) (i) (a)－①，建築面積約 5,100

ｍ２の建物ト.(1) (i) (a)－②である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主排気筒は，高さ約 150ｍト.(1) (i) (a)
－③，面積約 1,600ｍ２ト.(1) (i) (a)－④

の構築物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋は, 地上 2階，地

下 4階の建物ト.(1) (i) (a)－①とする設計とす

る。 

【建屋】（仕様表） 

 
 

 

【主排気筒】（仕様表） 

 

 

設工認のト.(1) (i) 
(a)－①は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(1) (i) (a)－①と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(1) (i) 
(a)－②は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(1) (i) (a)－②と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(1) (i) 

(a)－③は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(1) (i) (a)－③と

同義であり整合してい

る。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(1) (i) 
(a)－④は，本設工認

の対象外である。 

ト.(1) (i) (a)－② 

ト.(1) (i) (a)－③ 
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ト.(1) (i) (a)－⑤ 

高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概

要図を第 121 図から第 129 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，塔槽類廃ガス処理設備及び換気設

備は，各建屋に収納する。 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射性

物質の濃度を監視しながら主排気筒，北換

気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並

びにハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物

処理建屋換気筒の排気口から排出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1  気体廃棄物の廃棄施設 

＜中略＞ 

 

塔槽類廃ガス処理設備及び換気設備は，各建屋

に収納する設計とする。 

 

 

＜中略＞ 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射性物質の

濃度を監視しながら主排気筒，北換気筒（使用済

燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(1) (i) 
(a)－⑤は，図面の呼

び込みであり，本設工

認の対象外である。 
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北換気筒は，ト.(1) (i) (a)－⑥再処理

施設と廃棄物管理施設の合計４本の筒身か

ら形成され，それらの支持構造物は，鉄塔

支持形であり，再処理施設の筒身とともに

廃棄物管理施設の筒身も支持する構造であ

る。よって，支持構造物は廃棄物管理施設

と共用し，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

 

 

ト.(1) (i) (a)－⑦ 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概

要図を第 35 図に，塔槽類廃ガス処理設備系

統概要図を第 36 図及び第 37 図に，高レベ

ル廃液ガラス固化廃ガス処理設備系統概要

図を第 38 図に，換気設備排気系系統概要図

を第 39 図及び第 40 図に示す。 

 

 

北換気筒は，ト.(1) (i) (a)－⑥多筒集合形と

し，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンド

ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒で構

成する。北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施

設と共用する。北換気筒の支持構造物は，廃棄物

管理施設の筒身を考慮した強度を確保する設計と

することで，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。 

 

 

放射性廃棄物の廃棄施設の設計に係る共通的な

設計方針については、第１章 共通項目の「２．

地盤」，「３．自然現象等」，「４．閉じ込めの

機能」，「５．火災等による損傷の防止」，

「６．再処理施設内における溢水による損傷の防

止」，「７．再処理施設内における化学薬品の漏

えいによる損傷の防止」，「８．遮蔽」，「９．

設備に対する要求」及び「10．1 廃棄施設」に基

づくものとする。 

 

放射性廃棄物の廃棄施設は，気体廃棄物の廃棄

施設，液体廃棄物の廃棄施設及び固体廃棄物の廃

棄施設で構成する。 

 

せん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解

槽等から発生する廃ガスは，環境への放射性物質

の放出量を合理的に達成できる限り低くするよ

う，ＮＯｘ吸収塔，よう素フィルタ，高性能粒子

フィルタ，凝縮器及びミストフィルタで洗浄，ろ

過，ＮＯｘの回収及びよう素除去の処理をした

後，主排気筒から放出する設計とする。 

 

各施設の塔槽類からの廃ガスは，環境への放射

性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くす

るように廃ガス洗浄塔，高性能粒子フィルタ，凝

縮器，デミスタ，よう素フィルタ及びスプレイ塔

で洗浄，ろ過，ミスト除去及びよう素除去の処理

をした後，主排気筒及び北換気筒から放出する設

設工認のト.(1) (i) 

(a)－⑥は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(1) (i) (a)－⑥と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(1) (i) 
(a)－⑦は，図面の呼

び込みであり，本設工

認の対象外である。 
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計とする。 

 

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃

ガスは，環境への放射性物質の放出量を合理的に

達成できる限り低くするように廃ガス洗浄器，ミ

ストフィルタ，高性能粒子フィルタ，吸収塔，凝

縮器，ルテニウム吸着塔及びよう素フィルタで洗

浄，ろ過，ルテニウム除去及びよう素除去の処理

をした後，主排気筒から放出する設計とする。 

 

セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉

じ込め機能を有する施設の換気は，必要に応じて

高性能粒子フィルタ，廃ガス洗浄塔，凝縮器，ミ

ストフィルタ及びルテニウム吸着塔で洗浄，ろ過

及びルテニウム除去の処理をした後，主排気筒，

北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から

放出する設計とする。 

 

 

放射性気体廃棄物は，十分な拡散効果の期待で

きる主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理

建屋換気筒から監視しながら放出する設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，放射性廃棄物以外の

廃棄物を廃棄する設備と区別し，核燃料物質等の

逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とす

る。 

 

 

＜中略＞ 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，フィルタを設置する

設計とするとともに，差圧を測定し，適切にフィ

ルタの交換を行う設計とする。また，取替えに必

要な空間を設けるとともに，保守性を考慮した構

造とすることにより，取替えが容易な設計とす

る。 

 

 

5.1.1 せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処

理施設のせん断機，溶解施設の溶解槽等から発生
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する廃ガス中の NOx 及び放射性物質を除去すると

ともに，せん断機，溶解槽等の機器内部を負圧に

維持する設計とする。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処

理施設のせん断機，溶解施設の溶解槽等から発生

する廃ガスによる環境への放射性物質の放出量

を，合理的に達成できる限り低くする設計とす

る。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処

理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽，よう素

追出し槽等から発生する廃ガスを処理することが

可能な処理能力を有する設計とする。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処

理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽，よう素

追出し槽等から発生する廃ガスを凝縮器で冷却し

た後，溶解施設のエンドピース酸洗浄槽，硝酸調

整槽及び硝酸供給槽から発生する廃ガスととも

に，NOx 吸収塔での NOx の回収及び放射性物質の

除去，ミストフィルタでのろ過，加熱器での加

熱，高性能粒子フィルタでのろ過及びよう素フィ

ルタでのよう素の除去を組み合わせて処理し，排

風機で前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の排風機

下流へ移送する設計とする。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する凝

縮器は，多管式を使用し，廃ガスを冷却して除湿

することにより，廃ガス中のトリチウムを除去す

るとともに，廃ガス中の NOx を回収する設計とす

る。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する

NOx 吸収塔は，充てん塔を使用し，廃ガス中に含

まれる NOx を回収するとともに，廃ガス中に含ま

れる放射性エアロゾルを除去する設計とする。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するよ

う素追出し塔は，充てん塔を使用し，NOx 吸収塔

で回収した硝酸中に含まれるよう素を廃ガス中に

追い出す設計とする。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するミ

ストフィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，廃

ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設

計とする。 
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せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する加

熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガスを加熱して

相対湿度を下げるとともに，下流のよう素除去に

適切な温度にする設計とする。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する高

性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を使用

し，よう素フィルタの前後に設置し，廃ガス中に

含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とす

る。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するよ

う素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使用し，廃

ガス中に含まれるよう素を除去する設計とする。 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する排

風機は，せん断処理施設のせん断機及び溶解施設

の溶解槽，よう素追出し槽等の負圧を維持すると

ともに，廃ガスを主排気筒へ移送する設計とす

る。 

 

5.1.2 塔槽類廃ガス処理設備 

 

塔槽類廃ガス処理設備は，前処理建屋塔槽類廃

ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備，

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラン脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液

ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル

廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃

棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，チャンネル

ボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃

ガス処理設備,ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽

類廃ガス処理設備及び分析建屋塔槽類廃ガス処理

設備で構成する。 

塔槽類廃ガス処理設備は，再処理設備本体，放

射性廃棄物の廃棄施設等の塔槽類から発生する廃

ガス中に含まれる NOx 及び放射性物質を除去する

とともに，それらの塔槽類の内部を負圧に維持で

きる設計とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガスによる

環境への放射性物質の放出量を，合理的に達成で

きる限り低くする設計とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備は，各施設の塔槽類から
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発生する廃ガスを処理することが可能な能力を有

する設計とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成するスプレイ塔

は，耐火物を内張し，水を噴霧することにより，

廃ガス温度を下げる設計とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成する廃ガス洗浄塔

は，棚段塔又は充てん塔を使用し，廃ガス中に含

まれる放射性物質を除去するとともに，必要に応

じて廃ガスの温度を下げる設計とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成する凝縮器は，多

管式熱交換器等を使用し，廃ガスを冷却して除湿

することにより，廃ガス中のトリチウムを除去す

るとともに，廃ガス中に含まれる放射性物質を除

去する設計とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成するデミスタは，

多層板構造のエレメント等を使用し，廃ガス中に

含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とす

る。 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フ

ィルタは，ろ材にガラス繊維を使用し，廃ガス中

に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とす

る。 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成する加熱器は，電

気ヒータを使用し，廃ガスを加熱して相対湿度を

下げるとともに，下流のよう素除去に適切な温度

にする設計とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成するよう素フィル

タは，ろ材に銀系吸着材を使用し，よう素を除去

する設計とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成する排風機は，塔

槽類の負圧を維持するとともに，廃ガスを主排気

筒又は北換気筒（ハル・エンドピース及び第 1ガ

ラス固化体貯蔵建屋換気筒）へ移送する設計とす

る。 

 

5.1.2.1 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，溶解施設

の計量・調整槽等の前処理建屋内に設置する塔槽
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類及び液体廃棄物の廃棄施設の不溶解残渣廃液一

時貯槽等の高レベル廃液ガラス固化建屋内に設置

する塔槽類の一部から発生する廃ガスを廃ガス洗

浄塔で洗浄し，前処理建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋内に設置する極低レベル塔槽類から発

生する硝酸ミストを含む廃ガスを極低レベル廃ガ

ス洗浄塔で洗浄した後，前処理建屋内に設置する

極低レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含ま

ない廃ガスと合流し，凝縮器での冷却，デミスタ

でのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，

加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の

除去を組み合わせて処理し，排風機で主排気筒へ

移送する設計とする。 

 

5.1.2.2 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガ

ス処理系及びパルセータ廃ガス処理系で構成する 

 

5.1.2.2.1 塔槽類廃ガス処理系 

 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系は，分離施設の溶解液中間貯槽等，酸及び

溶媒の回収施設の第 1酸回収系の第 1供給槽等，

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液供給槽等の

分離建屋内に設置する塔槽類から発生する廃ガス

を廃ガス洗浄塔で洗浄し，分離建屋内に設置する

極低レベル塔槽類から発生する廃ガスを極低レベ

ル廃ガス洗浄塔で洗浄した後，凝縮器での冷却，

デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタで

のろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでの

よう素の除去を組み合わせて処理し，排風機で主

排気筒へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.2.2 パルセータ廃ガス処理系 

 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃

ガス処理系は，分離施設のパルスカラムのパルセ

ータから発生する廃ガスを高性能粒子フィルタで

ろ過し，排風機で主排気筒へ移送する設計とす

る。 

 

5.1.2.3 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガ

ス処理系（ウラン系及びプルトニウム系），パル

セータ廃ガス処理系及び溶媒処理廃ガス処理系で
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構成する。 

 

5.1.2.3.1 塔槽類廃ガス処理系（ウラン系） 

 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（ウラン系）は，精製施設のウラン濃縮液

第 1中間貯槽等の精製建屋内に設置する塔槽類か

ら発生する廃ガス及び精製建屋内に設置する極低

レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含む廃ガ

スを廃ガス洗浄塔で洗浄した後，精製建屋内に設

置する極低レベル塔槽類から発生する硝酸ミスト

を含まない廃ガスと合流し，凝縮器での冷却，デ

ミスタでのミスト除去及び高性能粒子フィルタで

のろ過を組み合わせて処理し，排風機で主排気筒

へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.3.2 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系） 

 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）は，精製施設の第 1酸

化塔等から発生する廃ガスを NOx 廃ガス洗浄塔で

洗浄した後，精製施設のプルトニウム濃縮缶供給

槽等の精製建屋内に設置する塔槽類から発生する

廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔で洗浄し，凝縮器

での冷却，デミスタでのミスト除去をした後，溶

媒処理廃ガス処理系からの廃ガスと合流し，高性

能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよ

う素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処

理し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.3.3 パルセータ廃ガス処理系 

 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃

ガス処理系は，精製施設のパルスカラムのパルセ

ータから発生する廃ガスを高性能粒子フィルタで

ろ過し，排風機で主排気筒へ移送する設計とす

る。 

 

5.1.2.3.4 溶媒処理廃ガス処理系 

 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒処理廃ガ

ス処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設

備の第 1蒸発缶等から発生する廃ガスを真空ポン

プを用い，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の高性能粒子フィルタへ移送する設計とす

る。 
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5.1.2.4 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，脱硝

施設の脱硝塔から発生する廃ガスを凝縮器で冷却

及び廃ガス洗浄塔で洗浄し，脱硝施設の硝酸ウラ

ニル貯槽，濃縮液受槽等のウラン脱硝建屋内に設

置する塔槽類から発生する廃ガスとともに，廃ガ

ス洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フィルタでのろ

過を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒

へ移送する設計とする。 

 

 

また，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

は，廃ガス中の NOx 回収のため，凝縮器で冷却し

た廃ガスをその他再処理設備の附属施設の化学薬

品貯蔵供給設備の化学薬品貯蔵供給系へ移送でき

る設計とするとともに，移送した廃ガスを化学薬

品貯蔵供給系から廃ガス洗浄塔に受け入れできる

設計とする。 

 

5.1.2.5 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類

廃ガス処理設備 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備は，脱硝施設の脱硝装置から発生する

廃ガスを凝縮器で冷却し，脱硝施設の硝酸プルト

ニウム貯槽，混合槽等のウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋内に設置する塔槽類から発生する廃ガ

スとともに廃ガス洗浄塔で洗浄した後，脱硝施設

の焙焼炉，還元炉から発生する廃ガスとともに，

廃ガス洗浄塔での洗浄，高性能粒子フィルタでの

ろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよ

う素の除去を組み合わせて処理し，排風機で主排

気筒へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.6 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備は，高レベル濃縮廃液廃ガス処理系及び不溶

解残渣廃液廃ガス処理系で構成する。 

 

5.1.2.6.1 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備の高レベル濃縮廃液廃ガス処理系は，液体廃

棄物の廃棄施設の高レベル濃縮廃液貯槽，固体廃
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棄物の廃棄施設の高レベル廃液混合槽等の高レベ

ル廃液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類から発

生する廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝

縮器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能

粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう

素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理

し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.6.2 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備の不溶解残渣廃液廃ガス処理系は，液体廃棄

物の廃棄施設の不溶解残渣廃液貯槽，固体廃棄物

の廃棄施設のアルカリ濃縮廃液中和槽等の高レベ

ル廃液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類から発

生する廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝

縮器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能

粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう

素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理

し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.7 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備 

 

低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

は，液体廃棄物の廃棄施設の第 1放出前貯槽等の

低レベル廃液処理建屋内に設置する塔槽類から発

生する廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄した後，凝縮

器での冷却，デミスタでのミスト除去及び高性能

粒子フィルタでのろ過を組み合わせて処理し，排

風機で主排気筒へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.8 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備 

 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

は，低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系，廃溶媒

処理廃ガス処理系，雑固体廃棄物焼却処理廃ガス

処理系及び塔槽類廃ガス処理系で構成する。 

 

5.1.2.8.1 低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系 

 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

の低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系は，固体廃

棄物の廃棄施設の乾燥装置から発生する廃ガスを

凝縮器での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，

高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及
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びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせ

て処理し，排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気

設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.8.2 廃溶媒処理廃ガス処理系 

 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

の廃溶媒処理廃ガス処理系は，固体廃棄物の廃棄

施設の熱分解装置からの可燃性ガスを燃焼する燃

焼装置から発生する廃ガスをスプレイ塔での冷

却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷

却，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加

熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合

わせて処理し，排風機で低レベル廃棄物処理建屋

換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する設計とす

る。 

 

5.1.2.8.3 雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系 

 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

の雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系は，固体廃

棄物の廃棄施設の焼却装置からセラミックフィル

タを経て発生する廃ガスをスプレイ塔での冷却，

廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷却及

び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて処

理し，主排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気設

備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.8.4 塔槽類廃ガス処理系 

 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

の塔槽類廃ガス処理系は，低レベル廃棄物処理建

屋内に設置する塔槽類から発生する廃ガスを高性

能粒子フィルタでろ過し，排風機で低レベル廃棄

物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送す

る設計とする。 

 

5.1.2.9 チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋塔槽類廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄

施設の廃樹脂貯槽等のチャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋内に設置する塔槽類及び

第 2切断装置から発生する廃ガスを高性能粒子フ

ィルタでろ過し，排風機でチャンネルボックス・

バーナブルポイズン処理建屋換気設備の建屋排風
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機Ⅱ下流へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.10 ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理

設備は，固体廃棄物の廃棄施設の廃樹脂貯槽等の

ハル・エンドピース貯蔵建屋内に設置する塔槽類

から発生する廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過

した後，排風機でハル・エンドピース貯蔵建屋換

気設備の排風機下流へ移送する設計とする。 

 

5.1.2.11 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，分析建屋に

設置する塔槽類から発生する廃ガスを廃ガス洗浄

塔で洗浄し，分析建屋内に設置する極低レベル塔

槽類から発生する硝酸ミストを含まない廃ガスと

合流し，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除

去及び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせ

て処理した後，排風機で主排気筒へ移送する設計

とする。 

 

5.1.3 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固

体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉から発生する

廃ガス中のＮＯｘ及び放射性物質を除去するとと

もに，ガラス溶融炉の内部を負圧に維持する設計

とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固

体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉から発生する

廃ガスによる環境への放射性物質の放出量を，合

理的に達成できる限り低くする設計とする。 

 

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃

ガスは，廃ガス洗浄器での洗浄・冷却，吸収塔で

の洗浄，凝縮器での冷却，ミストフィルタでのろ

過，ルテニウム吸着塔での揮発性ルテニウムの除

去，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加

熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合

わせて処理した後，高性能粒子フィルタでろ過

し，排風機で高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備の排風機下流へ移送する設計とす

る。 
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高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で発生

する廃ガス洗浄廃液は，廃ガス洗浄液槽へ移送し

た後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理

設備へ移送する設計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

する高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃

ガス洗浄器，吸収塔及び凝縮器は，その他再処理

設備の附属施設の安全冷却水系により冷水系を介

して冷水を適切に供給し，廃ガスの除熱をする設

計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

する廃ガス洗浄器は，充てん塔を使用し，廃ガス

の温度を下げるとともに，廃ガス中に含まれる放

射性物質を除去する設計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

する吸収塔は，棚段塔を使用し，廃ガス中に含ま

れる NOx を回収するとともに，廃ガス中の放射性

物質を除去する設計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

する凝縮器は，多管式熱交換器を使用し，廃ガス

を冷却して除湿し，トリチウムを除去する設計と

する。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

するミストフィルタは，ろ材にガラス繊維製フィ

ルタを使用し,廃ガス中に含まれる放射性エアロ

ゾルを除去する設計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

するルテニウム吸着塔は，シリカゲル吸着材を充

てんし，廃ガス中に含まれる揮発性ルテニウムを

除去する設計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

する高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を

使用し，よう素フィルタの前後に設置し，廃ガス

中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計と

する。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

する加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガスを加

熱して相対湿度を下げるとともに，下流のよう素

除去に適切な温度にする設計とする。 
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高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

するよう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使用

し，廃ガス中に含まれるよう素を除去する設計と

する。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

する排風機は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶

融炉及び塔槽類の負圧を維持するとともに，廃ガ

スを主排気筒へ移送する設計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成

する廃ガス洗浄液槽は，廃ガス洗浄器及び吸収塔

からの洗浄廃液を受け入れ，廃ガス洗浄液槽に受

け入れた洗浄廃液については，液体廃棄物の廃棄

施設の高レベル廃液処理設備へ移送する設計とす

る。 

 

 

5.1.4 換気設備 

 

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気

設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前

処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋

換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル

廃液ガラス固化建屋換気設備，第１ガラス固化体

貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設

備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備，ハル・エ

ンドピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備，分析

建屋換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管

理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化

体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒で構成し,北換気筒及び低レベル廃棄物処

理建屋換気筒以外は，各建屋に収納する設計とす

る。 

 

換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時において，放射線障害

を防止するために，管理区域内の放射線業務従事

者に新鮮な空気を供給する設計とし、必要な換気

能力を有する設計とする。 

 

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染
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の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区域

に向かって空気を流す設計とし、給排気量を適切

に設定及び調節することにより、汚染のおそれの

ある区域を清浄区域より負圧に維持するととも

に，適切な換気・空調を行う設計とする 

 

換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接で

接続する構造とし，高性能粒子フィルタ，排風

機，逆止ダンパ等を設けて，放射性物質が漏えい

し難く，かつ逆流し難い設計とする。 

 

換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わせ

た高性能粒子フィルタを設置することで，周辺環

境に放出される放射性物質の量を合理的に達成で

きる限り低くする設計とする。また，換気設備の

高性能粒子フィルタは，放射性物質による汚染の

除去又は取替に必要な空間を有するとともに，取

替が容易な設計とする。 

 

汚染のおそれのある区域からの排気は，主排気

筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒

の排気口から排出する設計とする。 

 

換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染された

空気を吸入し難いように，主排気筒，北換気筒及

び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から十分な距離

を有し排気を直接吸入しない位置に設置する設計

とする。 

 

5.1.4.1 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使用

済燃料輸送容器管理建屋給気系及び使用済燃料輸

送容器管理建屋排気系で構成する。 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給

気ユニット及び建屋送風機で構成し、使用済燃料

輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの

管理区域へ外気を供給する設計とする。 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋排

気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，使

用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守

エリアの汚染のおそれのある区域の負圧維持，排

気の浄化及び排気の北換気筒（使用済燃料輸送容

器管理建屋換気筒）の排気口からの排出をする設

計とする。 
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5.1.4.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋排気系で構成する。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋給

気ユニット及び建屋送風機で構成し，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管

理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋排

気フィルタユニット及び建屋排風機で構成し，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋の汚染のおそれのある区域の負

圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排

出をする設計とする。 

 

5.1.4.3 前処理建屋換気設備 

 

前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及び

前処理建屋排気系で構成する。 

 

前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建

屋送風機で構成し，前処理建屋の管理区域へ外気

を供給する設計とする。 

 

前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置す

る設計とする。 

 

前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，セル排気フィルタユニット，溶解槽セルＡ排

気フィルタユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタ

ユニット，建屋排風機，セル排風機，溶解槽セル

Ａ排風機及び溶解槽セルＢ排風機で構成し，前処

理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排

気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出

をする設計とする。 

 

5.1.4.4 分離建屋換気設備 

 

分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分離

建屋排気系で構成する。 

 

分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋

送風機で構成し，分離建屋の管理区域へ外気を供
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給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時

に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設

置する設計とする。 

 

分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する

設計とする。 

 

分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，グローブボックス・セル排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風

機で構成し，分離建屋の汚染のおそれのある区域

の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排

気口からの排出をする設計とする。 

 

5.1.4.5 精製建屋換気設備 

 

精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精製

建屋排気系で構成する。 

 

精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋

送風機で構成し，精製建屋の管理区域へ外気を供

給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時

に給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設

置する設計とする。 

 

精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する

設計とする。 

 

精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，セル排気フィルタユニット，グローブボック

ス排気フィルタユニット，建屋排風機及びグロー

ブボックス・セル排風機で構成し，精製建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計

とする。 

 

5.1.4.6 ウラン脱硝建屋換気設備 

 

ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋給

気系及びウラン脱硝建屋排気系で構成する。 

 

ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及

び建屋送風機で構成し，ウラン脱硝建屋の管理区

域へ外気を供給する設計とする。 

 

ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設

置する設計とする。 
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ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユ

ニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風

機及びフード排風機で構成し，ウラン脱硝建屋の

汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設

計とする。 

 

5.1.4.7 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設

備 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系及

びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系で構

成する。 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，

建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋の管理区域へ外気

を供給する設計とする。 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，

２系統の排気系を設置する設計とする。 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，

建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・

セル排気フィルタユニット，建屋排風機及びグロ

ーブボックス・セル排風機で構成し，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋の汚染のおそれのある区

域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の

排気口からの排出をする設計とする。 

 

5.1.4.8 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気

設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋給気系及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋排気系で構成する。 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気

系は，２系統の給気系を設置する設計とする。 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気

系は，建屋給気ユニット，貯蔵室送風機及び建屋

送風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とす
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る。 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気

系は，２系統の排気系を設置する設計とする。 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気

系の貯蔵室の排気は，貯蔵室排気フィルタユニッ

ト及び貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室排気フィル

タユニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行

い，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除去，貯

蔵室の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする

設計とする。 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気

系のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の

排気は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風

機で構成し，建屋排気フィルタユニット及び建屋

排風機は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気

の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒

の排気口からの排出をする設計とする。 

 

5.1.4.9 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋給気系及び高レベル廃液

ガラス固化建屋排気系で構成する。 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋給

気ユニット及び建屋送風機で構成し，高レベル廃

液ガラス固化建屋の管理区域へ外気を供給する設

計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統

の排気系を設置する設計とする。 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋排

気フィルタユニット，貯蔵ピット収納管排気フィ

ルタユニット，セル排気フィルタユニット，固化

セル圧力放出系前置フィルタユニット，固化セル

圧力放出系排気フィルタユニット，固化セル換気

系前置フィルタユニット，固化セル換気系排気フ

ィルタユニット，フード排気フィルタユニット，

建屋排風機，貯蔵ピット収納管排風機，セル排風

機，固化セル換気系排風機及びフード排風機で構
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成し，高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。 

 

また，固化セル内の機器から発生する熱を除去

し，固化セル内の温度上昇による固化セル内圧力

上昇を防止して負圧を維持するため，固化セル内

にセル内クーラを設置し，固化セル内から建屋内

への空気の逆流を防止するため，固化セルへの給

気系に，固化セル隔離ダンパを設置する設計とす

る。 

 

固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一

異常に上昇した場合に固化セル内を排気できる設

計とする。 

 

5.1.4.10 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋給気系及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋排気系で構成する。 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟の給気系は，第１ガラス

固化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成し，第

１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の管理区域へ外気を

供給する設計とする。 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガラス

固化体貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及び第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成し，第

１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を

供給する設計とする。 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の

排気系を設置する設計とする。 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟の排気系は，第１ガラス

固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット，

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管

排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建

屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

東棟貯蔵ピット収納管排風機で構成し，第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋東棟の汚染のおそれのある区域
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の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハ

ル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟の排気系は，第１ガラス

固化体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管

排気フィルタユニット，第１ガラス固化体貯蔵建

屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

西棟貯蔵ピット収納管排風機で構成し，第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそれのある区域

の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハ

ル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。 

 

5.1.4.11 低レベル廃液処理建屋換気設備 

 

低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル廃

液処理建屋給気系及び低レベル廃液処理建屋排気

系で構成する。 

 

低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユニ

ット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃液処理

建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。 

 

低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気

系を設置する設計とする。 

 

低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィ

ルタユニット，建屋排風機及び運転予備用建屋排

風機で構成し，低レベル廃液処理建屋の汚染のお

それのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気

の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの

排出をする設計とする。 

 

5.1.4.12 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベル

廃棄物処理建屋給気系及び低レベル廃棄物処理建

屋排気系で構成する。 

 

低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気ユ

ニット及び建屋送風機で構成し，低レベル廃棄物

処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とす

る。 
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低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排

気系を設置する設計とする。 

 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気フ

ィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニット

Ⅱ，建屋排気フィルタユニットⅢ，建屋排風機

Ⅰ，建屋排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，低

レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそれのある区域

の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び

低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出

をする設計とする。 

 

5.1.4.13 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋給気系及びハル・エン

ドピース貯蔵建屋排気系で構成する。 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋給

気ユニット及び建屋送風機で構成し，ハル・エン

ドピース貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設

計とする。 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系統

の排気系を設置する設計とする。 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋排

気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニッ

トⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，

ハル・エンドピース貯蔵建屋の汚染のおそれのあ

る区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気

筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯

蔵建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計と

する。 

 

5.1.4.14 チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋換気設備は，チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理建屋給気系及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋排気系で構成す

る。 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機

で構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイ
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ズン処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計と

する。 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計と

する。 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建

屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建

屋排風機Ⅱで構成し，チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋の汚染のおそれのある区

域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及

び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの

排出をする設計とする。 

 

5.1.4.15 分析建屋換気設備 

 

分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分析

建屋排気系で構成する。 

 

分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋

送風機で構成し，分析建屋及び出入管理建屋の管

理区域へ外気を供給する設計とする。 

 

分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する

設計とする。 

 

分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，セル排気フィルタユニット，グローブボック

ス排気フィルタユニット，フード排気フィルタユ

ニット，建屋排風機，セル排風機，グローブボッ

クス排風機及びフード排風機で構成し，分析建屋

及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の負

圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出をする設計とする。 

 

分析建屋換気設備は，六ヶ所保障措置分析所と

共用する。分析建屋換気設備は，換気設備の排風

機に必要な容量を確保する設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 

5.1.4.16 北換気筒 

 

北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建
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屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋換気筒で構成する。 

 

北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒）は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備か

らの排気を排気口から排出する設計とする。 

 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備か

らの排気を排気口から排出する設計とする。 

 

北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋換気筒）は，第１ガラス固化体貯

蔵建屋換気設備及びハル・エンドピース貯蔵建屋

換気設備からの排気を排気口から排出する設計と

する。 

 

5.1.4.17 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，低レベ

ル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建

屋換気設備（汚染のおそれのある区域及び熱分解

装置室等からの排気系）及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備（汚染

のおそれのある区域からの排気系）からの排気を

排気口から排出する設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

5.1.5 主排気筒 

 

主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設

備，塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラ

ス固化廃ガス処理設備で処理した気体状の放射性

物質を，換気設備の排気とともに大気へ放出する

ためのものであり，再処理施設から放出される気

体状の放射性物質のほぼ全量を放出する設計とす

る。 

 

主排気筒は，放出する気体状の放射性物質に対

し，十分な拡散効果を有する設計とする。 
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(b) 重大事故等対処設備 

(ｲ) 代替換気設備 

 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射

線分解により発生する水素による爆発が発

生した場合において，当該重大事故等が発

生した機器の気相中に移行する放射性物質

をセルに導出し，大気中へ放出される放射

性物質を低減するために必要なセルへの導

出経路の構築及びト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-１代替セル排気系による対応に

使用する重大事故等対処設備ト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２を設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備は，ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-３セル導出設備の塔槽類廃ガス

処理設備からセルに導出するユニット，セ

ル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の気液分離器，凝縮器，予備

凝縮器，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４凝縮

液回収系，可搬型建屋内ホース，前処理建

屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬型配管

及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型

配管並びにト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-５代

替セル排気系の前処理建屋の主排気筒へ排

出するユニット，可搬型ダクト，可搬型フ

ィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型デミスタで構成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 重大事故等対処設備 

7.2.2.1  代替換気設備 

7.2.2.1.1  概  要 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発が発生した場合に

おいて，当該重大事故等が発生した機器の気相中

に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ

放出される放射性物質を低減するために必要なセ

ルへの導出経路の構築及びト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-１代替セル排気系による対応に使用す

る重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

 

 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備は，セル導出設備の塔槽類廃ガス

処理設備からセルに導出するユニット，セル導出

ユニットフィルタ，高レベル廃液ガラス固化建屋

の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液回収

系，可搬型建屋内ホース，前処理建屋の可搬型ダ

クト，分離建屋の可搬型配管及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型配管並びに代替セル排気系

の前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット，可

搬型ダクト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタで

構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.6 代替換気設備 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射

線分解により発生する水素による爆発が発

生した場合において，当該重大事故等が発

生した機器の気相中に移行する放射性物質

をセルに導出し，大気中へ放出される放射

性物質を低減するために必要なセルへの導

出経路の構築及びト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-１導出先セルから主排気筒まで

の放出経路の構築に使用する重大事故等対

処設備ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-２として

代替換気設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備は，ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-３セルへの導出経路を構築する

ために必要な設備(以下 5.1.6 では「セル

導出設備」という)の塔槽類廃ガス処理設

備からセルへの導出で使用する主配管等

(以下 5.1.6 では「塔槽類廃ガス処理設備

からセルに導出するユニット)」という)，

セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液

ガラス固化建屋の気液分離器，凝縮器，予

備凝縮器，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４凝

縮液の回収に使用する主配管等，可搬型建

屋内ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，

分離建屋の可搬型配管及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型配管並びにト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-５導出先セルから主排気

筒までの放出経路を構築するために必要な

設備(以下 5.1.6 では「代替セル排気系」

という)の前処理建屋の主配管等(以下

5.1.6 では「前処理建屋の主排気筒へ排出

するユニット)」という)，可搬型ダクト，

可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタで

構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１と

同義であり整合してい

る。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２と

同義であり整合してい

る。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４と

同義であり整合してい

る。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-５

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-５と

同義であり整合してい

る。 
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ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-９主排気筒，

試料分析関係設備の一部，放射線監視設備

の一部，代替所内電気設備の一部である重

大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源

ケーブル）並びに補機駆動用燃料補給設備

の一部である軽油貯槽を常設重大事故等対

処設備として設置する。 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-９計装設備の

一部，代替試料分析関係設備の一部，代替

モニタリング設備の一部，代替電源設備の

一部である前処理建屋可搬型発電機等，代

替所内電気設備の一部である可搬型分電盤

及び可搬型電源ケーブル並びに補機駆動用

燃料補給設備の一部である軽油用タンクロ

ーリを可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するト

（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-６前処理建屋塔槽

類廃ガス処理設備の一部，分離建屋塔槽類

廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の一部，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一

部，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の一部，これらの塔槽類廃ガ

ス処理設備の隔離弁及び水封安全器，分離

建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離

建屋の第１エジェクタ凝縮器，ト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-７前処理建屋換気設備の

ダクト・ダンパの一部，分離建屋換気設備

のダクト・ダンパの一部，精製建屋換気設

備のダクト・ダンパの一部，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋換気設備のダクト・

ダンパの一部及び高レベル廃液ガラス固化

建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，放

射線監視設備の一部，試料分析関係設備の

一部，主排気筒並びに「冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固」の発生を仮定する機器（第

３表）及び「放射線分解により発生する水

素による爆発」の発生を仮定する機器（第

 

主排気筒，試料分析関係設備の一部，放射線監視

設備の一部，代替所内電気設備の一部である重大事

故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）並

びに補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽

を常設重大事故等対処設備として設置する。 

 

 

 

計装設備の一部である可搬型貯槽温度計，可搬

型漏えい液受皿液位計，可搬型凝縮器出口排気温

度計，可搬型凝縮水槽液位計，可搬型セル導出ユ

ニットフィルタ差圧計，可搬型廃ガス洗浄塔入口

圧力計，可搬型導出先セル圧力計及び可搬型フィ

ルタ差圧計，代替試料分析関係設備の一部，代替

モニタリング設備の一部，代替電源設備の一部で

ある前処理建屋可搬型発電機等，代替所内電気設

備の一部である可搬型分電盤及び可搬型電源ケー

ブル並びに補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリを可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する前処理建

屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，分離建屋塔槽類

廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

一部，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類

廃ガス処理設備の一部，高レベル廃液ガラス固化

建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，これらの塔槽

類廃ガス処理設備の隔離弁及び水封安全器，分離

建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の

第１エジェクタ凝縮器，前処理建屋換気設備のダ

クト・ダンパの一部，分離建屋換気設備のダク

ト・ダンパの一部，精製建屋換気設備のダクト・

ダンパの一部，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋換気設備のダクト・ダンパの一部及び高レベル

廃液ガラス固化建屋換気設備のダクト・ダンパの

一部，放射線監視設備の一部，試料分析関係設備

の一部，主排気筒並びに「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器（第7.2－31表

(2)）及び「放射線分解により発生する水素による

爆発」の発生を仮定する機器（第7.2－31表(3)）

を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するト

（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-６セル導出設備の

主配管等，水封安全器，分離建屋の高レベ

ル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第 1エ

ジェクタ凝縮器，ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-７漏えい液受皿，分離建屋の第 1

供給槽及び第 2供給槽，代替換気設備の主

配管等，主排気筒並びに「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を仮定する機器及

び「放射線分解により発生する水素による

爆発」の発生を仮定する機器を常設重大事

故等対処設備として位置付け，ト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-８沸騰又は水素爆発が発

生した設備に接続する換気系統の配管の流

路の遮断及び換気系統の配管内が加圧状態

になった場合にセル内に設置された配管の

外部への放射性物質の排出並びに沸騰又は

水素爆発が発生した場合において放射性物

質の放出による影響を緩和できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-６

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-６と

同義であり整合してい

る。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-７

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-７と

同義であり整合してい

る。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-８

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-８を

詳細に記載しており整

合している。 
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４表）を常設重大事故等対処設備として位

置付けるト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-８。 

 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１０計装設備

については「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」

に，主排気筒については「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ホ) 主排気筒」に，試料分析

関係設備及び代替試料分析関係設備につい

ては「チ．(２)(ⅰ) 試料分析関係設備」

に，放射線監視設備及び代替モニタリング

設備については「チ．(２)(ⅱ) 放射線監視

設備」に，代替電源設備については「リ．

(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１) 代替電源設備」に，

代替所内電気設備については「リ．

(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２) 代替所内電気設備」

に，補機駆動用燃料補給設備については

「リ．(４)(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮

定する機器の気相中に移行する放射性物

質，水素掃気空気に同伴する放射性物質及

び水素爆発により「放射線分解により発生

する水素による爆発」の発生を仮定する機

器の気相中に移行する放射性物質を，これ

らの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備

の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備

の流路を遮断することで，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器

及び「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定する機器の排気をセ

ルに導出できる設計とする。 

 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１１セル導出

 

 

 

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主

要設備」に，主排気筒については「7.2.1.6.3 主

排気筒の仕様」に，試料分析関係設備，代替試料

分析関係設備，放射線監視設備及び代替モニタリ

ング設備については「8.2.4 系統構成及び主要設

備」に，代替電源設備及び代替所内電気設備につ

いては「9.2.2.3 主要設備の仕様」及び

「9.2.2.4 系統構成」に，補機駆動用燃料補給設

備については「9.14.3 主要設備の仕様」及び

「9.14.4 系統構成」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の

気相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同

伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を仮定

する機器の気相中に移行する放射性物質を，これ

らの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離

弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断

することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を仮定する機器及び「放射線分解により発

生する水素による爆発」の発生を仮定する機器の

排気をセルに導出できる設計とする。 

 

 

 

 

 

セル導出設備は，水素爆発により「放射線分解

 

 

 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-９冷却機能の

喪失による蒸発乾固が発生した場合の重大

事故等対処設備として，代替換気設備の

他，計測制御設備の可搬型凝縮器出口排気

温度計等，代替電源設備の可搬型発電機，

代替所内電気設備の重大事故対処用母線分

電盤，重大事故対処用母線常設分電盤，可

搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル並びに

補機駆動用燃料補給設備の第 1軽油貯槽，

第 2軽油貯槽及び軽油用タンクローリを使

用する設計とする。ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-１０なお，計測制御設備につい

ては第 2章 個別項目の「4.1 計測制御

設備」に，代替電源設備については第 2章 

個別項目の「7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.9 代替電源設備」に，代替所内

電源設備については第 2章 個別項目の

「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.10 代替

所内電気設備」に，補機駆動用燃料補給設

備については第 2章 個別項目の「7.1.1 

電気設備」の「7.1.1.11 補機駆動用燃料

補給設備」に示す。 

 

 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮

定する機器の気相中に移行する放射性物

質，水素掃気空気に同伴する放射性物質及

び水素爆発により「放射線分解により発生

する水素による爆発」の発生を仮定する機

器の気相中に移行する放射性物質を，これ

らの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備

の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備

の流路を遮断することで，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器

及び「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定する機器の排気をセ

ルに導出できる設計とする。 

 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１１前処理建

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-９

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-９と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１０

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１０

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）
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設備は，水素爆発により「放射線分解によ

り発生する水素による爆発」の発生を仮定

する機器の気相中に移行する放射性物質

が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備

からセルに導出するユニットを経由して導

出先セルに導出されない場合，水封安全器

を経由して，気相中に移行した放射性物質

を水封安全器を設置するセルに導出できる

設計とする。 

 

 

 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生

する蒸気をセルに導出する前に排気経路上

の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水

は，回収先の漏えい液受皿等に貯留できる

設計とする。 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１２また，セ

ル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す

る機器の気相中に移行する放射性物質，水

素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素

爆発により「放射線分解により発生する水

素による爆発」の発生を仮定する機器の気

相中に移行する放射性物質を，凝縮器下流

側に設置したセル導出ユニットフィルタに

より除去できる設計とする。 

 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に

伴い発生する蒸気を凝縮するため，代替安

全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる

通水によって，溶液の沸騰に伴い発生する

蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積を有

する設計とする。 

 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬

型ダクト及び可搬型フィルタを敷設し，主

排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可

搬型ダクト及び可搬型フィルタを接続し，

可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した

後，可搬型排風機を運転することで，セル

に導出された放射性エアロゾルを除去し，

主排気筒を介して大気中に管理しながら放

出できる設計とする。 

 

により発生する水素による爆発」の発生を仮定す

る機器の気相中に移行する放射性物質が，セル導

出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

るユニットを経由して導出先セルに導出されない

場合，水封安全器を経由して，気相中に移行した

放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸

気をセルに導出する前に排気経路上の凝縮器によ

り凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の漏えい液

受皿等に貯留できる設計とする。 

 

 

また，セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する

機器の気相中に移行する放射性物質，水素掃気空

気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放

射線分解により発生する水素による爆発」の発生

を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質

を，凝縮器下流側に設置したセル導出ユニットフ

ィルタにより除去できる設計とする。 

 

 

 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発

生する蒸気を凝縮するため，代替安全冷却水系の

可搬型中型移送ポンプによる通水によって，溶液

の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要

な伝熱面積を有する設計とする。 

 

 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダク

ト及び可搬型フィルタを敷設し，主排気筒へつな

がるよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬

型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気

設備を接続した後，可搬型排風機を運転すること

で，セルに導出された放射性エアロゾルを除去

し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出

できる設計とする。 

 

 

屋，分離建屋，精製建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋の代替換気設備のセル導出

設備は，水素爆発により「放射線分解によ

り発生する水素による爆発」の発生を仮定

する機器の気相中に移行する放射性物質

が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備

からセルに導出するユニットを経由して導

出先セルに導出されない場合，水封安全器

を経由して，気相中に移行した放射性物質

を水封安全器を設置するセルに導出できる

設計とする。 

 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生

する蒸気をセルに導出する前に排気経路上

の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水

は，回収先の漏えい液受皿等に貯留できる

設計とする。 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１２セル導出

設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器

の気相中に移行する放射性物質，水素掃気

空気に同伴する放射性物質及び水素爆発に

より「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定する機器の気相中に

移行する放射性物質を，凝縮器下流側に設

置したセル導出ユニットフィルタにより除

去できる設計とする。 

 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に

伴い発生する蒸気を凝縮するため，代替安

全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる

通水によって，溶液の沸騰に伴い発生する

蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積を有

する設計とする。 

 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬

型ダクト及び可搬型フィルタを敷設し，主

排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可

搬型ダクト及び可搬型フィルタを接続し，

可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した

後，可搬型排風機を運転することで，セル

に導出された放射性エアロゾルを除去し，

主排気筒を介して大気中に管理しながら放

出できる設計とする。 

 

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１１

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１１

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１２

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１２

と同義であり整合して

いる。 
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ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１３代替セル

排気系の可搬型排風機は，代替電源設備の

可搬型発電機の給電により駆動し，可搬型

発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用

燃料補給設備から補給が可能な設計とす

る。 

 

 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４８代替安全

冷却水系の詳細については，「リ．

(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２) 代替安全冷却水系」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器

は，設置方向を互いに異なる方向とする設

計とすることで，地震に対して同時にその

機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備か

らセルに導出するユニット，セル導出ユニ

ットフィルタ，凝縮器等は，塔槽類廃ガス

処理設備とト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１４

共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，弁等により隔離す

ることで，塔槽類廃ガス処理設備に対して

独立性を有する設計とする。 

 

 

上記以外の代替換気設備の常設重大事故

等対処設備のト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１

５配管・弁，ダクト・ダンパ等は，可能な

限り独立性又は位置的分散を図った上で，

想定される重大事故等が発生した場合にお

ける温度，放射線，荷重及びその他の使用

条件において，その機能を確実に発揮でき

る設計とする。 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，建屋

換気設備の排風機とト（１）（ⅰ）

代替セル排気系の可搬型排風機は，代替電源設

備の可搬型発電機の給電により駆動し，可搬型発

電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料補給

設備から補給が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の詳細については，

「9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備」に示す。 

 

 

7.2.2.1.3  設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様

性，位置的分散」に示す。 

 

 

セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，設置

方向を互いに異なる方向とする設計とすること

で，地震に対して同時にその機能が損なわれるお

それがない設計とする。 

 

 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導出するユニット，セル導出ユニットフィル

タ，凝縮器等は，塔槽類廃ガス処理設備と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，弁等により隔離することで，塔槽類廃

ガス処理設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

 

 

 

上記以外の代替換気設備の常設重大事故等対処

設備の配管・弁，ダクト・ダンパ等は，可能な限

り独立性又は位置的分散を図った上で，想定され

る重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重及びその他の使用条件において，その機

能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時

の環境条件に対する健全性については，

「7.2.2.1.3(４)環境条件等」に記載する。 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，建屋換気設

備の排風機と共通要因によって同時にその機能が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４８代替安全冷

却水系の詳細については，第 2章個別項目

の「7.2.2 冷却水設備」の「7.2.2.3 代

替安全冷却水系」に示す。 

 

 

 

 

 

 

セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器

は，設置方向を互いに異なる方向とする設

計とすることで，地震に対して同時にその

機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備か

らセルに導出するユニット，セル導出ユニ

ットフィルタ，凝縮器等は，ト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１４共通要因によって塔

槽類廃ガス処理設備と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，弁等により隔

離することで，塔槽類廃ガス処理設備に対

して独立性を有する設計とする。 

 

 

上記以外の代替換気設備の常設重大事故

等対処設備のト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１

５主配管及び経路を構成する機器等は，可

能な限り独立性又は位置的分散を図った上

で，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，その機能を確実に発揮

できる設計とする。 

 

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１３代替セル排

気系の可搬型排風機は，ト（１）（ⅰ）

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１３

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１３

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４８

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４８

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１４

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１４

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１５

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１５

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１６

6048



    

ト-32 

 

重
事
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ｂ)(イ)-１６共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，可

搬型排風機を代替電源設備の可搬型発電機

の給電により駆動し，代替電源設備の可搬

型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動

用燃料補給設備から補給が可能な設計とす

ることで，多様性を有する設計とする。 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フ

ィルタ等は，建屋換気設備又は代替換気設

備の常設重大事故等対処設備とト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１７共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップも含めて必要な

数量を建屋換気設備又は代替換気設備の常

設重大事故等対処設備が設置される建屋か

ら 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，対処を行う

建屋にも保管することで位置的分散を図る

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１８。また，屋

外に設置する主排気筒からも 100ｍ以上の

離隔距離を確保するト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-１９。対処を行う建屋内に保管

する場合は建屋換気設備又は代替換気設備

の常設重大事故等対処設備が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置的分

散を図るト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-２０。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備のト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-２１配管・弁，ダクト・ダンパ

等は，弁等の操作によって安全機能を有す

る施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

損なわれるおそれがないよう，可搬型排風機を代

替電源設備の可搬型発電機の給電により駆動し，

代替電源設備の可搬型発電機の運転に必要な燃料

は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設

計とすることで，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ

等は，建屋換気設備又は代替換気設備の常設重大

事故等対処設備と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，故障時バッ

クアップも含めて必要な数量を建屋換気設備又は

代替換気設備の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部

保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋

にも保管することで位置的分散を図る。また，屋

外に設置する主排気筒からも100ｍ以上の離隔距離

を確保する。対処を行う建屋内に保管する場合は

建屋換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等

対処設備が設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響

防止」に示す。 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備の配管・弁，ダクト・ダンパ等

は，弁等の操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

(ｂ)(イ)-１６共通要因によって建屋換気

設備の排風機と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，可搬型排風機を代替

電源設備の可搬型発電機の給電により駆動

し，代替電源設備の可搬型発電機の運転に

必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備か

ら補給が可能な設計とすることで，多様性

を有する設計とする。 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フ

ィルタ等は，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１

７共通要因によって建屋換気設備又は代替

換気設備の常設重大事故等対処設備と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップも含めて必要な数

量を建屋換気設備又は代替換気設備の常設

重大事故等対処設備が設置される建屋から

100m 以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，対処を行う建屋

にも保管することで位置的分散を図るト

（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-１８設計とする。

また，屋外に設置する主排気筒からも 100m

以上の離隔距離を確保するト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-１９設計とする。対処を行う建

屋内に保管する場合は建屋換気設備又は代

替換気設備の常設重大事故等対処設備が設

置される場所と異なる場所に保管すること

で位置的分散を図るト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-２０設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備のト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-

２１主配管等は，弁等の操作によって安全

機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成

とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１６

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１７

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１７

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１８

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１８

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１９

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-１９

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２０

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２０

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２１

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２１

と同義であり整合して

いる。 
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代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備か

らセルに導出するユニット，セル導出ユニ

ットフィルタ，凝縮器等は，重大事故等発

生前（通常時）の離隔若しくは分離された

状態から弁等の操作や接続により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フ

ィルタ等は，竜巻により飛来物とならない

よう必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

セル導出設備の凝縮器等は，想定される

重大事故等時において，「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に

内包する溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を

凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空気等の

非凝縮性の気体の温度を 50℃以下とするた

めに必要な伝熱面積を有ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-２２する設計とするとともに，

前処理建屋に対して１基，分離建屋に対し

て２基，精製建屋に対して１基，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋に対して１基及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して１

基の運転により，十分な除熱能力を発揮す

る設計とする。また，必要数ト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２３６基に加え，予備を

５基，合計 11 基以上を確保する。 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導出するユニット，セル導出ユニットフィル

タ，凝縮器等は，重大事故等発生前（通常時）の

離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接

続により重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体が飛

散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィルタ

等は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応

じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び

容量」に示す。 

 

 

セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事

故等時において，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の沸騰

に伴い発生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する水

素掃気空気等の非凝縮性の気体の温度を50℃以下

とするために必要な伝熱面積を有する設計とする

とともに，前処理建屋に対して１基，分離建屋に

対して２基，精製建屋に対して１基，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋に対して１基及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に対して１基の運転によ

り，十分な除熱能力を発揮する設計とする。ま

た，必要数６基に加え，予備を５基，合計11基以

上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す

 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備か

らセルに導出するユニット，セル導出ユニ

ットフィルタ，凝縮器等は，重大事故等発

生前(通常時)の離隔若しくは分離された状

態から弁等の操作や接続により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フ

ィルタ等は，竜巻により飛来物とならない

よう必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

セル導出設備の凝縮器等は，想定される

重大事故等時において，「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に

内包する溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を

凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空気等の

非凝縮性の気体の温度を 50℃以下とするた

めに必要な伝熱面積を有ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-２２し，十分な除熱能力を発揮

する設計とする。また，必要数ト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２３及び予備を含め十分

な基数を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２２

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２２

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２３

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２３

と同義であり整合して

いる。 
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により発生する水素による爆発の発生時に

おいて，放射性エアロゾルを代替セル排気

系の可搬型フィルタで除去しつつ，主排気

筒を介して，大気中に放出するために必要

な排気風量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-２４として前処理建屋に対して

１台，分離建屋に対して１台，精製建屋に

対して１台，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋に対して１台及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋に対して１台の合計５台，予備

として故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップをト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-２５６台の合計 11 台以上を確保

するト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-２６。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，セル導出ユニットフィルタの保有

数は，必要数ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-２

７として前処理建屋に対して１基，分離建

屋に対して１基，精製建屋に対して１基，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対し

て１基及び高レベル廃液ガラス固化建屋に

対して１基の合計５基，予備として５基の

合計 10 基以上を確保し，代替セル排気系の

可搬型フィルタの保有数は，ト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２８必要数として前処理

建屋に対して２基，分離建屋に対して２

基，精製建屋に対して２基，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋に対して２基及び高

レベル廃液ガラス固化建屋に対して２基の

合計 10 基，予備として 10 基の合計 20 基

以上を確保するト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-

２９。 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発で同時に要

る水素による爆発の発生時において，放射性エア

ロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去

しつつ，主排気筒を介して，大気中に放出するた

めに必要な排気風量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として前処理建屋に対して

１台，分離建屋に対して１台，精製建屋に対して

１台，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対し

て１台及び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して

１台の合計５台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを６台の合計11

台以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，セル導出ユニットフィルタの保有数は，

必要数として前処理建屋に対して１基，分離建屋

に対して１基，精製建屋に対して１基，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋に対して１基及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に対して１基の合計５

基，予備として５基の合計10基以上を確保し，代

替セル排気系の可搬型フィルタの保有数は，必要

数として前処理建屋に対して２基，分離建屋に対

して２基，精製建屋に対して２基，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋に対して２基及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に対して２基の合計10基，予

備として10基の合計20基以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す

る水素による爆発で同時に要求される複数の機能

により発生する水素による爆発の発生時に

おいて，放射性エアロゾルを代替セル排気

系の可搬型フィルタで除去しつつ，主排気

筒を介して，大気中に放出するために必要

な排気風量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-２４並びに予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアッ

プをト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-２５含め十

分な台数を確保するト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-２６設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セル導出ユニットフィルタの保有数は，

必要数ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-２７及び

予備を含め十分な基数を確保し，代替セル

排気系の可搬型フィルタの保有数は，必要

数ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-２８及び予備

を含め十分な基数を確保するト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２９設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発で同時に要

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２４

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２４

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２５

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２５

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２６

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２６

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２７

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２７

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２８

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２８

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２９

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-２９

と同義であり整合して

いる。 
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求される複数の機能に必要な排気風量を有

する設計とし，兼用できる設計とする。 

 

 

セル導出設備のセル導出ユニットフィル

タ及び代替セル排気系の可搬型フィルタ

は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発で

同時に要求される複数の機能に必要な処理

容量を有する設計とし，兼用できる設計と

する。 

 

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備

及び建屋換気設備に対して，重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保するト

（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３０。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，同時に発生するおそれがある冷却機能

の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発による温度，圧

力ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３１及び湿度

に対して，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３２

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

に必要な排気風量を有する設計とし，兼用できる

設計とする。 

 

 

セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び

代替セル排気系の可搬型フィルタは，冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す

る水素による爆発で同時に要求される複数の機能

に必要な処理容量を有する設計とし，兼用できる

設計とする。 

 

 

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及び建

屋換気設備に対して，重大事故等への対処に必要

な設備を１セット確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境条件

等」に示す。 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，同

時に発生するおそれがある冷却機能の喪失による

蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ

る爆発による温度，圧力及び湿度に対して，機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

求される複数の機能に必要な排気風量を有

する設計とし，兼用できる設計とする。 

 

 

セル導出設備のセル導出ユニットフィル

タ及び代替セル排気系の可搬型フィルタ

は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発で

同時に要求される複数の機能に必要な処理

容量を有する設計とし，兼用できる設計と

する。 

 

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備

及び建屋換気設備に対して，重大事故等へ

の対処に必要な設備を 1セット確保するト

（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３０設計とする。 

 

 

 

 

 

セル導出設備の隔離弁は，想定される重

大事故等時において，「冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気

相中に移行する放射性物質，水素掃気空気

に同伴する放射性物質及び水素爆発により

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定する機器の気相中に移行

する放射性物質をセルに導出するための必

要数である 20 基を設ける設計とする。 

 

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，同時に発生するおそれがある冷却機能

の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発による温度，圧

力，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３１湿度，

放射線及び荷重に対して，ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-３２重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３０

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３０

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３１

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３１

を含んでおり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３２

は，事業変更許可申請
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セル導出設備の常設重大事故等対処設備

は，「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定する機器における水

素濃度ドライ換算 12ｖｏｌ％での水素爆発

に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影

響を考慮しても，ト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-３３機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替換気設備の常設重大事故等対処

設備は，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３４

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に基

づく設計とすることでト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-３５その機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台

風）等によりト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３

６機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

のうち，建屋外に設置する代替セル排気系

のト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３７ダクト・

ダンパ及び主排気筒は，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び

降下火砕物による積載荷重によりト（１）

 

 

 

セル導出設備の常設重大事故等対処設備は，

「放射線分解により発生する水素による爆発」の

発生を仮定する機器における水素濃度ドライ換算

12ｖｏｌ％での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する

温度及び圧力の影響を考慮しても，機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，

「1.7.18(５) 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に

設置し，風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備のう

ち，建屋外に設置する代替セル排気系のダクト・

ダンパ及び主排気筒は，風（台風），竜巻，積雪

及び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻に

よる風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載

荷重により機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

セル導出設備の常設重大事故等対処設備

は，「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定する機器における水

素濃度ドライ換算 12vol%での水素爆発に伴

う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を

考慮しても，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３

３放射性物質の閉じ込め機能(放出経路の

維持機能)を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替換気設備の常設重大事故等対処

設備は，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３４第 1

章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設

備」の「9.2.6 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-

３５重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に設置し，風(台風)

等によりト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３６重

大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

のうち，建屋外に設置する代替セル排気系

のト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３７主配管等

及び主排気筒は，風(台風)，竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風(台風)及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物に

よる積載荷重によりト（１）（ⅰ）

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３２

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３３

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３３

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３４

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３４

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３５

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３５

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３６

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３６

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３７

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３７

と同義であり整合して

いる。 
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（ⅰ）(ｂ)(イ)-３８機能を損なわない設

計とする。 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

及び常設重大事故等対処設備と可搬型重大

事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置，被水防護及び被液防護す

る設計とする。 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，配管の全周破断に対して，適切な材料

を使用すること又は影響を受けない場所に

設置することにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）によりト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３９

機能を損なわない設計とする。 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フ

ィルタ等は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，

風（台風）等によりト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-４０機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる外部保管

エリアの保管庫に保管し，風（台風）等に

よりト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４１機能を

損なわない設計とする。 

 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フ

ィルタ等は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を考

慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替セル排気系の可搬型排風機は，

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４２「ロ．

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備及び常

設重大事故等対処設備と可搬型重大事故等対処設

備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配

管の全周破断に対して，適切な材料を使用するこ

と又は影響を受けない場所に設置することによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ

等は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる外部保管エリアの保管

庫に保管し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィルタ

等は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテ

ナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる

代替セル排気系の可搬型排風機は，「1.7.18(５) 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでその機能を損な

(ｂ)(イ)-３８重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

及び常設重大事故等対処設備と可搬型重大

事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置，被水防護及び被液防護す

る設計とする。 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，配管の全周破断に対して，適切な材料

を使用すること又は影響を受けない場所に

設置することにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)

によりト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-３９重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フ

ィルタ等は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，

風(台風)等によりト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-４０重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる外部保管

エリアの保管庫に保管し，風(台風)等によ

りト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４１重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フ

ィルタ等は，風(台風)及び竜巻に対して，

風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮し，

収納するコンテナ等に対して転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替セル排気系の可搬型排風機は，

ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４２第 1章 共

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３８

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３８

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３９

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-３９

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４０

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４０

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４１

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４１

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４２

は，事業変更許可申請
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(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでそのト（１）（ⅰ）

(ｂ)(イ)-４３機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考

慮し，影響を受けない高さへの保管，被水

防護及び被液防護する設計とする。 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び外部保管エリアの内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-

４４機能を損なわない設計とする。 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，配管の全周破断に対して，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）の影響を受けない材質とする

こと又は漏えい量を考慮した位置ト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４５又は構造，被液防護

等の措置を講じて保管することにより，ト

（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４６機能を損なわ

ない設計とする。 

 

代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，

想定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により

当該設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置及び常設設備との接続に

支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の設置

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護す

る設計とする。 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び外部保

管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響

を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮し

た位置又は構造，被液防護等の措置を講じて保管

することにより，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽

の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な

設計とする。 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，

想定される重大事故等が発生した場合においても

設置及び常設設備との接続に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該

通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることでト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４３重

大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考

慮し，影響を受けない高さへの保管，被水

防護及び被液防護する設計とする。 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び外部保管エリアの内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-

４４重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，配管の全周破断に対して，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，

有機溶媒等)の影響を受けない材質とする

こと又は漏えい量を考慮した位置ト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４５に保管することによ

り，ト（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４６重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，

想定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により

当該設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置及び常設設備との接続に

支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の設置

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４２

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４３

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４３

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４４

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４４

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４５

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４５

と同義であり整合して

いる。 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４６

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４６

と同義であり整合して

いる。 
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場所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設計

とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路

への切替えは，弁の手動操作又は弁の手動

操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の

構築とし，重大事故等が発生した場合にお

いて，当該設置場所で操作できる設計とす

る。 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代

替セル排気系への切替えは，ダンパの手動

操作と可搬型ダクトによる経路の構築と

し，重大事故等が発生した場合において，

当該設置場所で操作できる設計とする。 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路

への切替えは，弁の手動操作又は弁の手動

操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の

構築とし，重大事故等が発生した場合にお

いて，操作及び作業できる設計とする。 

 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代

替セル排気系への切替えは，弁等の手動操

作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，

重大事故等が発生した場合において，操作

及び作業できる設計とする。 

 

 

 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フ

ィルタ，可搬型ダクト等と代替換気設備の

常設重大事故等対処設備との接続は，一般

的に使用される工具を用いて接続可能なコ

ネクタ接続又はフランジ接続に統一するこ

とにより，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続が可能な設計とする。 

 

セル導出設備は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよ

う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，

設備の設置場所で操作可能な設計により，当該設

備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切

替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型

ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故

等が発生した場合において，当該設置場所で操作

できる設計とする。 

 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル

排気系への切替えは，ダンパの手動操作と可搬型

ダクトによる経路の構築とし，重大事故等が発生

した場合において，当該設置場所で操作できる設

計とする。 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切

替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型

ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故

等が発生した場合において，操作及び作業できる

設計とする。 

 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル

排気系への切替えは，弁等の手動操作と可搬型ダ

クトによる経路の構築とし，重大事故等が発生し

た場合において，操作及び作業できる設計とす

る。 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性

の確保」に示す。 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィル

タ，可搬型ダクト等と代替換気設備の常設重大事

故等対処設備との接続は，一般的に使用される工

具を用いて接続可能なコネクタ接続又はフランジ

接続に統一することにより，速やかに，容易かつ

確実に現場での接続が可能な設計とする。 

 

 

セル導出設備は，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えることができるよう，系統に必要

な弁等を設ける設計とし，弁の手動操作又は弁の

場所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設計

とする。 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路

への切替えは，弁の手動操作又は弁の手動

操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の

構築とし，重大事故等が発生した場合にお

いて，当該設置場所で操作できる設計とす

る。 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代

替セル排気系への切替えは，ダンパの手動

操作と可搬型ダクトによる経路の構築と

し，重大事故等が発生した場合において，

当該設置場所で操作できる設計とする。 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路

への切替えは，弁の手動操作又は弁の手動

操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の

構築とし，重大事故等が発生した場合にお

いて，操作及び作業できる設計とする。 

 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代

替セル排気系への切替えは，弁等の手動操

作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，

重大事故等が発生した場合において，操作

及び作業できる設計とする。 

 

 

 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フ

ィルタ，可搬型ダクト等と代替換気設備の

常設重大事故等対処設備との接続は，一般

的に使用される工具を用いて接続可能なコ

ネクタ接続又はフランジ接続に統一するこ

とにより，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続が可能な設計とする。 

 

セル導出設備は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよ

う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，
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弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型ダ

クトによるセル導出経路の構築により，安

全機能を有する施設の系統から重大事故等

対処設備の系統に速やかに切り替えられる

設計とする。 

 

代替セル排気系は，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えることができるよ

う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，

弁等の手動操作と可搬型ダクトによる経路

の構築により，安全機能を有する施設の系

統から重大事故等対処設備の系統に速やか

に切り替えられる設計とする。 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，容易かつ確実に接続でき，複数の系

統が相互に使用することができるよう，配

管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体

の圧力及び温度に応じたフランジ接続又は

より簡便な接続方式を用い，ケーブルはネ

ジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，ト

（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４７再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，員

数確認，性能確認等が可能な設計とすると

ともに，分解又は取替えが可能な設計とす

る。 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転

状態の確認及び外観の確認が可能な設計と

する。 

手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構

築により，安全機能を有する施設の系統から重大

事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる

設計とする。 

 

 

代替セル排気系は，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えることができるよう，系統に必

要な弁等を設ける設計とし，弁等の手動操作と可

搬型ダクトによる経路の構築により，安全機能を

有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，

容易かつ確実に接続でき，複数の系統が相互に使

用することができるよう，配管・ダクト・ホース

は口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたフ

ランジ接続又はより簡便な接続方式を用い，ケー

ブルはネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とする。 

 

 

7.2.2.1.4  主要設備の仕様 

代替換気設備の主要設備の仕様を第7.2－31表

(1)に，代替換気設備に関連するその他設備の概略

仕様を第7.2－31表(4)～第7.2－31表(8)に，代替

換気設備による対応に関する設備の系統概要図を

第7.2－37図及び第7.2－38図に，機器及び接続口

配置概要図を第7.2－39図及び第7.2－40図に示

す。 

  

7.2.2.1.5  試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・

検査性」に示す。 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，再処理施設

の運転中又は停止中に独立して外観点検，員数確

認，性能確認等が可能な設計とするとともに，分

解又は取替えが可能な設計とする。 

 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の

確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型ダ

クトによるセル導出経路の構築により，安

全機能を有する施設の系統から重大事故等

対処設備の系統に速やかに切り替えられる

設計とする。 

 

代替セル排気系は，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えることができるよ

う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，

弁等の手動操作と可搬型ダクトによる経路

の構築により，安全機能を有する施設の系

統から重大事故等対処設備の系統に速やか

に切り替えられる設計とする。 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設

備は，容易かつ確実に接続でき，複数の系

統が相互に使用することができるよう，配

管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体

の圧力及び温度に応じたフランジ接続又は

より簡便な接続方式を用い，ケーブルはネ

ジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，ト

（１）（ⅰ）(ｂ)(イ)-４７通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機

能を確認するため，独立して外観点検，員

数確認，性能確認等が可能な設計とすると

ともに，分解又は取替えが可能な設計とす

る。 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転

状態の確認及び外観の確認が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４７

は，事業変更許可申請

書（本文）のト（１）

（ⅰ）(ｂ)(イ)-４７

と同義であり整合して

いる。 
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代替換気設備の接続口は，外観の確認が

可能な設計とする。 

 

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な

設計とする。 

 

代替換気設備の接続口は，外観の確認が

可能な設計とする。 
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(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 廃ガス貯留設備 

 

 

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-1臨界事故の発生を仮

定する機器において臨界事故が発生した場合

及びト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-2ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を仮定する機器におい

てＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合，当該重大事故で発生した放射性物質

を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質

の 放 出 量 を 低 減 す る た め に

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-3必要な重大事故等対処

設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しない

ことから，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及

び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

ト ニ ウ ム 系 ） に 接 続 さ れ る

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-4 臨界事故の発生を仮定

する機器間で兼用する。 

 

 

 

 

 

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-5 また，臨界事故とＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連

鎖して発生しないことから，精製建屋に設置

7.2.2.2 廃ガス貯留設備 

7.2.2.2.1 概  要 

 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において臨界事故

が発生した場合及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を仮定する機器においてＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故で発

生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への

放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事

故等対処設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しないことか

ら，廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）に接続される臨界

事故の発生を仮定する機器間で兼用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同

時又は連鎖して発生しないことから，精製建屋に設

置する廃ガス貯留設備の一部は，臨界事故の発生を

5.1.7 廃ガス貯留設備 

 

 

 

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-1「臨界事故」の発生を仮定

する機器において臨界事故が発生した場合及び

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-2「ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応」の発生を仮定する機器においてＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重

大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留

し，大気中への放射性物質の放出量を低減するた

めにト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-3必要な重大事故等対処設

備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設

ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しないこと

から，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び精製建

屋に各１系列を設置し，せん断処理・溶解廃ガス

処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）に接続され

るト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-4「臨界事故」の発生を仮定

する機器間で兼用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-5 臨界事故とＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生しな

いことから，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-1

は，事業変更許可申請

書(本文)の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-1と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-2

は，事業変更許可申請

書(本文)の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-2と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-3

は，事業変更許可申請

書(本文)の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-3と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-4

は，事業変更許可申請

書(本文)の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-4と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-5
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す る 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 一 部 は ，

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-6 臨界事故の発生を仮定

する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を仮定する機器間で兼用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，

逆止弁，廃ガス貯留槽，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-

7配管・弁等で構成する。 

 

 

 

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-8安全保護回路の一部

である代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

及 び 重 大 事 故 時 供 給 停 止 回 路 並 び に

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-9工程計装設備の一部を

常設重大事故等対処設備として設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮定する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生を仮定する機器間で兼用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.2.2 系統構成及び主要設備 

 

 

(１) 系統構成 

 

 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止

弁，廃ガス貯留槽，配管・弁等で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の一部は，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-6「臨界事故」の発

生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応」の発生を仮定する機器間で兼用できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止

弁，廃ガス貯留槽，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-7廃ガス貯

留槽への放射性物質の導出で使用する主要弁及び

主配管等で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，事業変更許可申請

書(本文)の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-5と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-6

は，事業変更許可申請

書(本文)の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-6と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-7

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-7

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-8

は事業変更許可申請書

（本文）「ヘ.(2)主要

な安全保護回路の種

類)」に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-9

は事業変更許可申請書

（本文）「ヘ.(3)主要

な工程計装設備の種

類」及びに示す。 
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また，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-10設計基準対象

の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処

理設備の一部である凝縮器，高性能粒子フィ

ルタ，排風機，隔離弁及び主配管・弁，前処

理建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である主

配管，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部で

ある凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，

隔離弁，主配管・弁及び廃ガスポット，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス

処理設備の一部である主配管，高レベル廃液

ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レ

ベル濃縮廃液廃ガス処理系の一部である主配

管，精製建屋換気設備の一部であるセル排気

フィルタユニット，グローブボックス・セル

排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋換気設備の一部であるダクト，主

排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮

空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一部

である一般冷却水系，低レベル廃液処理設備

の一部である第１低レベル廃液処理系，

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-11工程計装設備の一部，

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-12電気設備の一部である

受電開閉設備等，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-13放射

線監視設備の一部及び試料分析関係設備の一

部ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-14を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝縮器，高性

能粒子フィルタ，排風機，隔離弁及び主配管・弁，

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である主配

管，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮器，高

性能粒子フィルタ，排風機，隔離弁，主配管・弁及

び廃ガスポット，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である主配管，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高

レベル濃縮廃液廃ガス処理系の一部である主配管，

精製建屋換気設備の一部であるセル排気フィルタユ

ニット，グローブボックス・セル排風機及びダク

ト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の

一部であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備の一部

である一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，冷却水

設備の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処理

設備の一部である第１低レベル廃液処理系，計装設

備の一部である溶解槽圧力計，廃ガス洗浄塔入口圧

力計，プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃

縮缶気相部温度計，プルトニウム濃縮缶液相部温度

計，電気設備の一部である受電開閉設備等，放射線

監視設備の一部及び試料分析関係設備の一部を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-10 設計基準対象の施

設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設備の

一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風

機，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮

器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配

管等，精製建屋換気設備の一部であるセル排気フ

ィルタユニット，グローブボックス・セル排風機

及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備の一部であるダクト，主排気筒，圧縮空

気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮

空気系，給水施設の一部である一般冷却水系，低

レベル廃液処理設備の一部である第１低レベル廃

液処理系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並

びにプルトニウム精製設備の一部であるプルトニ

ウム濃縮缶ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-14 を常設重大事故

等対処設備として位置付け，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-

15 臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した設備

に接続する換気系統の配管の流路を遮断及び換気

系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射性物質を排出並びに

臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した場合に

おいて放射性物質の放出による影響を緩和できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-10

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-10

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-11

は事業変更許可申請書

（本文）「ヘ．(３) 

主要な工程計装設備の

種類」に示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-12

は事業変更許可申請書

（本文）「リ．

(１)(ⅰ) 電気設備」

及びに示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-13

は事業変更許可申請書

（本文）「チ．(２) 

屋外管理用の主要な設

備の種類」及びに示

す。 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-14

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-14 

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ニ.(2)(ⅰ)(b)(ロ)-15

は，事業変更許可申請

書（本文）「ロ（7）

（ⅱ）（c）臨界事故の

6061



    

 

ト-45 

 

重
事
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-16安全保護回路につい

ては「ヘ．(２) 主要な安全保護回路の種

類」に，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-17工程計装設備

については「ヘ．(３) 主要な工程計装設備

の種類」に，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-18電気設備

については「リ．(１)(ⅰ) 電気設備」に，

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-19放射線監視設備及び試

料分析関係設備については，「チ．(２) 屋

外管理用の主要な設備の種類」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路については

「6.2.2.2 系統構成及び主要設備」に，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給回路については「6.2.3.2 

系統構成及び主要設備」に，重大事故時供給停止回

路については「6.2.4.2 系統構成及び主要設備」

に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主

要設備」に，電気設備については「9.2.2.4 系統構

成」に，試料分析関係設備及び放射線監視設備につ

いては「8.2.4 系統構成及び主要設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又は爆

発が発生した場合の重大事故等対処設備として，

廃ガス貯留設備の他，安全保護回路の代替可溶性

中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路及び重大事故時供給停止回路

並びに計測制御設備の廃ガス貯留設備の圧力計，

廃ガス貯留設備の流量計及び廃ガス貯留設備の放

射線モニタを使用する設計とする。 

 

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-16 なお，安全保護回路につ

いては「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 代替可

溶性中性子吸収材緊急供給回路」，「4.2.3 重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路」及び「4.2.4 

重 大 事 故 時 供 給 停 止 回 路 」 に ，

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-17 計測制御設備については

「4.1 計測制御設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大を防止するための

設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-16

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-16

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-17

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-17

と同義であり整合して

いる。 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-18

は事業変更許可申請書

（本文）「リ．

(１)(ⅰ) 電気設備」

及びに示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-19

は事業変更許可申請書

（本文）「チ．(２) 

屋外管理用の主要な設

備の種類」及びに示

す。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機をト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-20自動で起動す

る。 

 

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め ， 当 該 系 統 上 の 隔 離 弁 を

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-21自動閉止する。 

 

 

 

 

 

 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の流路を遮断するため，当該系統上の

隔離弁を自動閉止するとともに排風機を

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-22自動停止する。 

 

 

 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス

ポットからセルへ導出される放射性物質につ

いては，精製建屋換気設備のセル排気フィル

タユニットにより除去し，主排気筒を介して

大気中へト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-23放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事

故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事故の

発生を判定した場合若しくは重大事故時供給停止回

路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を

判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に

放射性物質を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離

弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧

縮機を自動で起動する設計とする。 

 

 

 

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解

廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系統上

の隔離弁を自動閉止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路

を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止す

るとともに排風機を自動停止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事

故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給

停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガ

ス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯

留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯

留設備の空気圧縮機をト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-20自動

で起動する設計とする。 

 

 

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶

解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系

統上の隔離弁をト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-21自動閉止で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動

閉止するとともに排風機をト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-22

自動停止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際

に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ

ルへ導出される放射性物質については，精製建屋

換気設備のセル排気フィルタユニットにより除去

し ， 主 排 気 筒 を 介 し て 大 気 中 へ

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-23放出できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-20

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-20

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-21

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-21

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-22

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-22

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-23

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-23

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

6063



    

 

ト-47 

 

重
事
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性

物質の導出においては，重大事故が発生した

機器から放射性物質を含む気体が，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）を通じて大気中へ放出されるよ

りも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮

断することで導出することとし，具体的には

約１分以内でト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-24導出でき

るよう設計する。 

 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっ

ては，放射性物質を含む気体が水封部からセ

ルに導出されることがないよう，圧力を制御

する設計とする。 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所

定の圧力に達した場合，中央制御室からの操

作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を

開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留

設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設

備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

への放射性物質の逆流が生じない設計とす

る。 

 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯

留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止

する。これらの操作により，排気をせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）から主排気筒を介して大気中へ

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-25放出する。 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽について

は，臨界事故の発生を起点として１時間にわ

たって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を起点として約２時間にわたって

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の

導出においては，重大事故が発生した機器から放射

性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガス処理

設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）を通じて大気中へ放

出されるよりも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理

設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断するこ

とで導出することとし，具体的には約１分以内で導

出できるよう設計する。 

 

 

 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，

放射性物質を含む気体が水封部からセルに導出され

ることがないよう，圧力を制御する設計とする。 

 

 

 

また，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所

定の圧力に達した場合，中央制御室からの操作によ

り，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の隔離弁を開放するとともにせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設

備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガ

ス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じ

ない設計とする。 

 

 

 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備

の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止する。これら

の操作により，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理

設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介し

て大気中へ放出する。 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界

事故の発生を起点として１時間にわたって，また，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起点とし

て約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質

の導出においては，重大事故が発生した機器から

放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて

大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶

解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

流路を遮断することで導出することとし，具体的

には約１分以内でト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-24導出でき

る設計とする。 

 

 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たって

は，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導

出されることがないよう，圧力を制御する設計と

する。 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の

圧力に達した場合，中央制御室からの操作によ

り，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の隔離弁を開放するとともに

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の排風機を起動した場合であって

も，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃

ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶

解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）へ

の放射性物質の逆流が生じない設計とする。 

 

 

 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設

備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止すること

により，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介し

て大気中へト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-25放出できる設計

とする。 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨

界事故の発生を起点として１時間にわたって，ま

た，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起

点として約２時間にわたって放射性物質を含む気

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-24

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-24

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-25

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-25

と同義であり整合して

いる。 
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放射性物質を含む気体を導出できる容量を有

する設計とする。 

 

その際，臨界事故によって発生する放射線

分解による水素を導出した場合でも，廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度

が ド ラ イ 換 算 ４ ｖ ｏ ｌ ％ を 超 え な い

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-26容量とする。 

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）からの流路に復旧す

る操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の

圧力が所定の圧力に達したことを起点として

約３分以内に実施できる設計とする。 

 

 

 

引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気

圧縮機の停止は，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から

の流路に復旧する操作の完了を起点として約

５分以内に実施できる設計とする。 

 

 

 

 

 

想定される重大事故等において操作する廃

ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びに

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁

は，その作動状態の確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できる容量を有する設計とする。 

 

 

その際，臨界事故によって発生する放射線分解に

よる水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備の廃

ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算４ｖｏ

ｌ％を超えない容量とする。 

 

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃ガス貯

留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した

ことを起点として約３分以内に実施できる設計とす

る。 

 

 

 

引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機

の停止は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完

了を起点として約５分以内に実施できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

想定される重大事故において操作する廃ガス貯留

設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処理・溶

解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風

機及び隔離弁は，その作動状態の確認が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.2.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

体を導出できる容量を有する設計とする。 

 

 

その際，臨界事故によって発生する放射線分解

による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備

の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算

４ｖｏｌ％を超えないト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-26容量

にできる設計とする。 

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃

ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力

に達したことを起点として約３分以内に実施でき

る設計とする。 

 

 

 

引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮

機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設

備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧

する操作の完了を起点として約５分以内に実施で

きる設計とする。 

 

廃ガス貯留設備から発生したドレン水について

は，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に処理

できる設計とする。 

 

想定される重大事故等において操作する廃ガス

貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の確認

が可能な設計とする。 

 

廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多

重化することで，他方の機器が万一動作しない場

合であっても，流路が維持される設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-26

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-26

と同義であり整合して

いる。 
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廃ガス貯留設備は，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-27

せん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，弁により隔離することで，独立性を有す

る設計とする。 

 

 

廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 系 統 は ，

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-28精製建屋換気設備と共

通要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，系統構成として独立性を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対してト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-

29修理等の対応，関連する工程の停止等によ

り重大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガス処理

設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁

により隔離することで，独立性を有する設計とす

る。 

 

 

 

廃ガス貯留設備の系統は，精製建屋換気設備と共

通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，系統構成として独立性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の

安全機能を有する施設は，地震等により機能が損な

われる場合，修理等の対応により機能を維持する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能

を有する施設として使用する系統構成から重大事故

等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-27共通

要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理設備及

び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，弁により隔離するこ

とで，独立性を有する設計とする。 

 

 

 

廃ガス貯留設備の系統は，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-

28共通要因によって精製建屋換気設備と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，系統構成

として独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物に対してト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-29修理の対応，

関連する工程の停止等により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。 

 

関連する工程を停止すること等については，保

安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機

能を有する施設として使用する系統構成から重大

事故等対処設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散

することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-27

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-27

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-28

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-28

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-29

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-29

と同義であり整合して

いる。 
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廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事

故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により発生した放射

性物質を含む気体を貯留するために必要な容

量を有する設計とするとともに，動的機器で

ある廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，

多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前

処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する

設計とする。 

 

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定

する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等

への対処に必要な設備を１セット確保する。 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-30

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間

的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮して

も機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等によりト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-31機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対し

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容

量」に示す。 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又は

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に

おいて，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留す

るために必要な容量を有する設計とするとともに，

動的機器である廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁

は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処

理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する設計とす

る。 

 

 

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定する機

器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を仮

定する機器ごとに，重大事故への対処に必要な設備

を１セット確保する。 

 

 

(４) 環境条件等 

 

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を

考慮しても機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及

び精製建屋に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢

水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計

とする。 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又

はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場

合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応により発生した放射性物質を含む気体

を貯留するために必要な容量を有する設計とする

とともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気

圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯

留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を

設置する設計とする。 

 

 

廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定

する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保する設計とす

る。 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-30ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上昇

する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建

屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-31重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す

る設計とする。 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-30

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-30

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-31

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-31

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の
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て，適切な材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）によりト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-32機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，中央制御室で操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統から

重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替

えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-33

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路

からの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及

び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより

定期的に試験及び検査をト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-

34実施する。 

切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生し

た場合においても操作に支障がないように，中央制

御室で操作可能な設計とする。 

 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の

確保」に示す。 

 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えることができるよう，系統に必要な

弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

7.2.2.2.4 主要設備の仕様 

 

7.2.2.2.5 試験・検査 

 

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路又は重大事故時供給停止回路からの信号による廃

ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等

を行うことにより定期的に試験及び検査を実施す

る。 

 

適切な材質とすることにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に

よりト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-32重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生

した場合においても操作に支障がないように，中

央制御室で操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えることができるよう，系統に必

要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安

全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設

備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-33通常

時において，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解

点検等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に

よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作

動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-34を実施できる設計とする。 

 

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-32

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-32

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-33

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-33

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-34

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(1)(ⅰ)(b)(ロ)-34

と同義であり整合して

いる。  
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ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

 (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 設計基準対象の施設 

 

(ｲ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

 

 

高性能粒子フィルタ 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-① 

６ 基（１基×２段／系列×３系列）

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-② 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主

要設備の仕様 

 

(６) 高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形(高性能粒子フィルタ１

段内蔵式） 

基 数 ６(１基×２段／系列×３系列，うち

１基×２段／系列×１系列は予備 

粒子除去効率 99.9％以上(0.3μｍＤＯＰ粒

子）／段 

容 量 約 520ｍ３／ｈ［normal］（１基当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材) 

ガラス繊維(ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-①は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-①と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-②は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-②と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-②  
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ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-②  
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加熱器 ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-③ 

３ 基（１基／系列×３系列） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 ３(１基／系列×３系列，うち１基

／系列×１系列は予備） 

容 量 約 30ｋＷ／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-③は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-③と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-④は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-④と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-③ 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-④ 
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よう素フィルタ  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑤ 

12 基（２基×２段／系列×３系列） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑥ 

よう素除去効率 99.6 ％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 12(２基×２段／系列×３系列，うち

２基×２段／系列×１系列は予備） 

容 量 約 260ｍ３／ｈ［normal］（１基当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材） 

銀系吸着材(ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑤は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑤と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑥は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑥と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑤ 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑥ 

6072



    

ト-56 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑤ 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑥ 

6073



    

ト-57 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

凝縮器 

２ 基（１基／系列×２系列） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 ２(１基／系列×２系列） 

容 量 約 170,000kcal／ｈ／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑦は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑦と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑦ 
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ト-58 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ＮＯｘ吸収塔 

２ 基（１基／系列×２系列） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) ＮＯｘ吸収塔 

種 類 充てん塔 

基 数 ２(１基／系列×２系列） 

容 量 約 140ｍ３／ｈ［normal］（１基当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑧は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑧と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑧ 

6075



    

ト-59 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

よう素追出し塔 

２ 基（１基／系列×２系列） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) よう素追出し塔 

種 類 充てん塔 

基 数 ２(１基／系列×２系列） 

容 量 約 0.2ｍ３／基 

主要材料 ジルコニウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑨は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑨と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑨ 
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ト-60 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ミストフィルタ 

６ 基（２基／系列×３系列） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) ミスト フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ６(２基／系列×３系列，うち２基／

系列×１系列は予備） 

容 量 約 260ｍ３／ｈ［normal］（１基当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材) 

ガラス繊維(ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑩は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑩と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑩ 

6077



    

ト-61 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機 

３ 台（１台／系列×３系列） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑪ 

排風量 約 520 ｍ３／ｈ［normal］（１

台当たり）ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ﾛ) 塔槽類廃ガス処理設備 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) -① 

排風量 合計約 21,000 ｍ３／ｈ

［normal］ 

 

 

 

（８) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ３(１台／系列×３系列，うち１台／

系列×１系列は予備） 

容 量 約 520ｍ３／ｈ［normal］（１台当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑪は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑪と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑫は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ｲ)-⑫と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) -①は，

本設工認の対象外であ

る。 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑪ 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ｲ)-⑫ 

6078



    

ト-62 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

1) 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

高性能粒子フィルタ 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-① 

８ 基（４基×２段） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-② 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－２表 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主

要設備の仕様 

 

(５) 高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形(高性能粒子フィルタ１

段内蔵式） 

基 数 ８(４基×２段，うち１基×２段は予

備） 

粒子除去効率 99.9％以上(0.3μｍＤＯＰ粒

子）／段 

容 量 約 400ｍ３／ｈ［normal］（１基当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材） 

ガラス繊維(ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-①と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-②

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-②と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-②  

6079



    

ト-63 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

よう素フィルタ 

４ 基ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-③ 

よう素除去効率 90 ％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ４(うち１基は予備） 

容 量 約 400ｍ３／ｈ［normal］（１基当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材） 

銀系吸着材(ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-③

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-③と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-③  
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ト-64 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ［normal］ 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-65 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 46,000kcal／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-66 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

デミスタ １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 1,200ｍ３／ｈ［normal］ 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-67 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機 ２ 台 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２(うち１台は予備） 

容 量 約 1,700ｍ３／ｈ［normal］（１台

当たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-④

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-④と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 1)-④  
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ト-68 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

2) 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

塔槽類廃ガス処理系 

 

高性能粒子フィルタ  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-① 

10 基（５基×２段） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-② 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－３表 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要

設備の仕様 

 

(１) 塔槽類廃ガス処理系 

 

ｅ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒子フィルタ

１段内蔵式） 

基 数 10（５基×２段，うち１基×２段は

予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）／段 

容 量 約 390ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-①と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-②

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-②と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-②  
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ト-69 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

よう素フィルタ 

４ 基ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-③ 

よう素除去効率 90 ％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ４（うち１基は予備） 

容 量 約 510ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

銀系吸着材（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-③

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-③と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-③  
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ト-70 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 1,400ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-71 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 70ｋＷ（約 61,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6088



    

ト-72 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

デミスタ １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 1,500ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6089



    

ト-73 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機 ２ 台 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ．排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 2,300ｍ３／ｈ[normal]（１台当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-④

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-④と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-④  

6090



    

ト-74 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

パルセータ廃ガス処理系 

 

高性能粒子フィルタ  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-⑤ 

10 基（５基×２段） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-⑥ 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) パルセータ廃ガス処理系 

 

ａ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒子フィルタ

１段内蔵式） 

基 数 10（５基×２段，うち１基×２段は

予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）／段 

容 量 約 400ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-⑤

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-⑤と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-⑥

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-⑥と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-⑤  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 2)-⑥  

6091



    

ト-75 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．排 風 機 

種 類 ターボ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,600ｍ３／ｈ[normal]（１台当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6092



    

ト-76 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

3) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

塔槽類廃ガス処理系（ウラン系） 

 

 

   ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-① 

高性能粒子フィルタ ８ 基（４基×２

段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-② 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

   ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-③ 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

   ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-④ 

デミスタ １ 基 

 

 

 

 

 

   ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑤ 

排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-①

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-②

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-③

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-④

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑤

は，本設工認の対象外

である。 

6093



    

ト-77 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系） 

 

高性能粒子フィルタ  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑥ 

６ 基（３基×２段） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑦ 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．プルトニウム系 

 

(ｅ) 高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒子フィルタ

１段内蔵式） 

基 数 ６（３基×２段，うち１基×２段は

予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）／段 

容 量 約 380ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑥

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑥と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑦

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑦と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑥  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑦  

6094



    

ト-78 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

よう素フィルタ  

３ 基ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑧ 

よう素除去効率 90 ％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ３（うち１基は予備） 

容 量 約 380ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

銀系吸着材（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑧

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑧と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑧  

6095



    

ト-79 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 660ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6096



    

ト-80 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ＮＯｘ廃ガス洗浄塔  

１ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) ＮＯｘ廃ガス洗浄塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

容 量 約 90ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6097



    

ト-81 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 29ｋＷ（約 25,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6098



    

ト-82 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

デミスタ １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 660ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6099



    

ト-83 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機 ２ 台 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｈ) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,100ｍ３／ｈ[normal]（１台当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑨

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑨と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑨  
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ト-84 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

パルセータ廃ガス処理系 

 

高性能粒子フィルタ  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑩ 

６ 基（３基×２段） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑪ 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) パルセータ廃ガス処理系 

 

ａ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒子フィルタ

１段内蔵式） 

基 数 ６（３基×２段，うち１基×２段は

予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）／段 

容 量 約 390ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑩

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑩と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑪

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑪と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑩  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑪ 
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ト-85 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機 ２ 台 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶媒処理廃ガス処理系 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑬ 

酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の

溶媒処理系から発生する放射性気体廃棄物

は，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の高性能粒子フィルタへ移送し，処理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 780ｍ３／ｈ[normal]（１台当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑫

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑫と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑬

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 3)-⑫  
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ト-86 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

4) ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 4)-① 

高性能粒子フィルタ ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 4)-② 

廃ガス洗浄塔 ２ 基 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 4)-③ 

凝縮器 ２ 基（１基×２系列） 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 4)-④ 

排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 4)-①

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 4)-②

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 4)-③

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 4)-④

は，本設工認の対象外

である。 
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ト-87 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

5) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備 

 

高性能粒子フィルタ 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-① 

５ 基（１段目：３基（２段内蔵式），２

段目：２基（２段内蔵式）） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-② 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－６表 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 

 

(３) 高性能粒子フィルタ 

種 類 箱形（高性能粒子フィルタ２段内蔵

式） 

基 数 １段目 ３（うち１基は予備） 

２段目 ２（うち１基は予備） 

    粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）／段 

容 量 約 220ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-①と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-②

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-②と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-②  
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ト-88 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-②  
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ト-89 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

よう素フィルタ ２ 基 

よう素除去効率 90 ％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 220ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

銀系吸着材（ろ材） 
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ト-90 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

廃ガス洗浄塔  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-③ 

３ 基ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 廃ガス洗浄塔 

種 類 充てん塔 

基 数 ３ 

容 量 約 220ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-③

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-③と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-④

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-④と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-③  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-④  
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ト-91 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-③  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-④  
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ト-92 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-③  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-④  
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ト-93 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

凝縮器 ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑤ 

４ 基（２基×２系列） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 ４（２基×２系列） 

容 量 約 12ｋＷ（約 11,000kcal／ｈ）（１

系列当たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑤

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑤と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑥

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑥と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑤  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑥  
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ト-94 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑤  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑥  
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ト-95 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑦ 

５ 台（１段目：２台，２段目：３台） 

 ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 排 風 機 

種 類 遠心式 

台 数 １段目 ２（うち１台は予備） 

２段目 ３（うち１台は予備） 

    容 量 １段目 約 220ｍ３／ｈ[normal]（１

台当たり） 

２段目 約 110ｍ３／ｈ[normal]（１

台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑦

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑦と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑧

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑧と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑦  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑧  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑦  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 5)-⑧  
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ト-96 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

6) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 

 

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

 

高性能粒子フィルタ 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-① 

４ 基（２基×２段） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-② 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.2－７表 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

 

ｄ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒子フィルタ

１段内蔵式） 

基 数 ４（２基×２段，うち１基×２段は

予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）／段 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ[normal]（１基当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-①と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-②

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-②と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-②  
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ト-97 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

よう素フィルタ 

３ 基ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-③ 

よう素除去効率 90 ％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ３（うち１基は予備） 

容 量 約 500ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

銀系吸着材（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-③

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-③と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-③  
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ト-98 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ[normal] 

約 20ｋＷ（約 17,000kcal／ｈ）（除

熱） 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-99 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 48ｋＷ（約 41,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-100 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

デミスタ １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-101 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機 ２ 台 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,500ｍ３／ｈ[normal]（１台当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-④

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-④と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-④  
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ト-102 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

 

高性能粒子フィルタ ４ 基（２基×２

段）ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑤ 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

 

ｄ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒子フィルタ

１段内蔵式） 

基 数 ４（２基×２段，うち１基×２段は

予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）／段 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ[normal]（１基当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑤

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑤と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑤  
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ト-103 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

よう素フィルタ  

３ 基ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑥ 

よう素除去効率 90 ％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ３（うち１基は予備） 

容 量 約 500ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

銀系吸着材（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑥

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑥と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑥  
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ト-104 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ[normal] 

約 20ｋＷ（約 1 7,000kcal／ｈ）

（除熱） 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-105 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 48ｋＷ（約 41,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-106 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

デミスタ １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-107 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機  

２ 台ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,500ｍ３／ｈ[normal]（１台当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑦

は，事業変更許可申請

書(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑦と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 6)-⑦  
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ト-108 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

7) 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 7)-① 

高性能粒子フィルタ ２ 基（２段内蔵

式） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 7)-② 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 7)-③ 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 7)-④ 

デミスタ １ 基 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 7)-⑤ 

排風機 ２ 台 

 

 

 

8) 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備 

 

低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-① 

高性能粒子フィルタ ４ 基（２基×２

段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 4)-①

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 7)-②

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 7)-③

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 7)-④

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 7)-⑤

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-①

は，本設工認の対象外

である。 
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ト-109 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-② 

よう素フィルタ ２ 基 

よう素除去効率 90 ％以上 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-③ 

排風機 ２ 台 

 

 

 

廃溶媒処理廃ガス処理系 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-④ 
高性能粒子フィルタ ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑤ 

よう素フィルタ １ 基 

よう素除去効率 90 ％以上 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑥ 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑦ 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-②

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-③

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-④

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑤

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑥

は，本設工認の対象外

である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑦

は，本設工認の対象外

である。 
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ト-110 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑧ 

排風機 ２ 台 

 

 

 

 

雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑨ 

高性能粒子フィルタ ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑩ 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑪ 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑫ 

主排風機 １ 台 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑬ 

補助排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑧

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑨

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑩

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑪

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑫

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑬

は，本設工認の対象外

である。 
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ト-111 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

塔槽類廃ガス処理系 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑭ 

高性能粒子フィルタ ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑮ 

排風機２ 台 

 

 

 

 

 

9) チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 9)-① 

高性能粒子フィルタ ４ 基（２基×２

段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 9)-② 

排風機 ２ 台 

 

 

 

 

10) ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 10)-① 

高性能粒子フィルタ ２ 基（２段内蔵

式） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑭

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 8)-⑮

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 9)-①

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 9)-②

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 10)-①

は，本設工認の対象外

である。 
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ト-112 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 10)-② 

排風機 ２ 台 

 

 

 

 

11) 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-① 

高性能粒子フィルタ ４ 基（２基×２

段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-② 

廃ガス洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-③ 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-④ 

デミスタ １ 基 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-⑤ 

排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 10)-②

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-①

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-②

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-③

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-④

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾛ) 11)-⑤

は，本設工認の対象外

である。 
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ト-113 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ﾊ) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

 

高性能粒子フィルタ 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-① 

たて置円筒形： ４ 基（２基×２段） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-② 

箱形： ２ 基 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-③ 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－13表 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の主要設備の仕様 

 

(６) 高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒子フィルタ

１段内蔵式） 

箱形（高性能粒子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 たて置円筒形 ４ 

（２基×２段，うち１基×２段は予

備）箱形 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）／段 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-①は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-①と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-②は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-②と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-②  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-②  
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ト-114 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-②  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-②  
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ト-115 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-③は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-③と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-①  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-③  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-③  
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ト-116 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

よう素フィルタ  

２ 基ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-④ 

よう素除去効率 90 ％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

銀系吸着材（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-④は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-④と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-④  
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ト-117 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

廃ガス洗浄器 ２ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 廃ガス洗浄器 

種 類 充てん塔 

基 数 ２（１基／系列×２系列） 

容 量 約 340ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

約 80ｋＷ（約 70,000kcal／ｈ）（１

基当たり）（除熱） 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-118 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

吸収塔 ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑤ 

２ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 吸 収 塔 

種 類 棚段塔 

基 数 ２（２基／系列×１系列） 

容 量 約680ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑤は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑤と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑤  
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ト-119 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 20ｋＷ（約 17,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼 
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ト-120 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ミストフィルタ  

２ 基ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) ミスト フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑥は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑥と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑥  
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ト-121 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ルテニウム吸着塔  

２ 基ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) ルテニウム吸着塔 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

シリカゲル吸着材（ろ材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑦は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑦と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑦  
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ト-122 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

排風機 ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑧ 

１段目： ２ 台 ２段目： ２ 台 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑨ 

排風量 約 680 ｍ３／ｈ［normal］ 

（１台当たり） 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑩ 

(９) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 １段目 ２（うち１台は予備） 

２段目 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]（１台当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑦は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑦と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑧は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑧と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑨は，

事業変更許可申請書

(本文)のト．(１) 

(ⅱ) (a) (ﾊ)-⑨と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑧  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑨  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑩  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑧  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑨  

ト．(１) (ⅱ) (a) (ﾊ)-⑩  
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ト-123 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ﾆ) 換気設備 

(ﾆ)-①排風量 合計約 280 万 ｍ３／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 

 

 

 

 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系 

(ﾆ)1)-①建屋排気フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ１段内蔵形）５ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

(ﾆ)1)-②建屋排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

2) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系 

(ﾆ)2)-①建屋排気フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ１段内蔵形）３ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

(ﾆ)2)-②建屋排風機 ３ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄施設 

換気設備】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）の(ﾆ)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）「(ﾆ)16)北換

気筒，(ﾆ)17)低レベル

廃棄物処理建屋換気

筒，(ﾎ)主排気筒」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)1)-①，

②，は，本設工認の対

象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)2)-①，②

は，本設工認の対象外

である。 
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ト-124 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

3) 前処理建屋換気設備 

 

 

 

 

前処理建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形）(ﾆ)3)-①19 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－16表 前処理建屋換気設備の主要設備の仕様 

 

 

 

 

(2) 前処理建屋排気系 

 ａ．建屋排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 19（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

容量 約１万２千ｍ３／ｈ／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)3)-① 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)3)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)3)-①と同

義であり整合してい

る。 
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ト-125 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋排風機 (ﾆ)3)-②３ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．建屋排風機 

台数 ３ 

容 量 約６万１千ｍ３／ｈ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)3)-① 

 

 
(ﾆ)3)-② 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)3)-②は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)3)-②と同

義であり整合してい

る。 
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ト-126 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セル排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形）(ﾆ)3)-③４ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．セル排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 ４（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

容量 約９千ｍ３／ｈ／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)3)-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)3)-③ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)3)-③は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)3)-③と同

義であり整合してい

る。 
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ト-127 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

セル排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)3)-④溶解槽セルＡ排気フィルタユニ

ット（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ４ 

基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

(ﾆ)3)-④溶解槽セルＢ排気フィルタユニ

ット（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ４ 

基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．セル排風機 

台数 ２（うち１台は予備） 

容量 約２万６千ｍ３／ｈ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．溶解槽セルＡ排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 ４（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

容量 約１万２千ｍ３／ｈ／基 

ｆ．溶解槽セルＢ排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 ４（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

容量 約１万２千ｍ３／ｈ／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ﾆ)3)-④ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)3)-④は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)3)-④と同

義であり整合してい

る。 
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ト-128 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

溶解槽セルＡ排風機 (ﾆ)3)-⑤２ 台 

溶解槽セルＢ排風機 (ﾆ)3)-⑤２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．溶解槽セルＡ排風機 

台数 ２（うち１台は予備） 

容量 約３万５千ｍ３／ｈ／台 

ｈ．溶解槽セルＢ排風機 

台数 ２（うち１台は予備） 

容量 約３万５千ｍ３／ｈ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)3)-⑤ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)3)-⑤は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)3)-⑤と同

義であり整合してい

る。 
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ト-129 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

4) 分離建屋換気設備 

 

 

 

 

分離建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形）(ﾆ)4)-①15 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－17表 分離建屋換気設備の主要設備の仕様 

 

 

 

 

(2) 分離建屋排気系 

 ａ．建屋排気フィルタユニット 

  種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 15（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

  容量 約１万２千ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．建屋排風機 

台数 ２ 

  容量 約８万ｍ３／ｈ（１台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)4)-① 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)4)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)4)-①と同

義であり整合してい

る。 
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ト-130 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス・セル排気フィルタユ

ニット（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） 

(ﾆ)4)-②11 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｃ．グローブボックス・セル排気フィルタユニッ

ト 

種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 11（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

  容量 約１万２千ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ﾆ)4)-② 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)4)-②は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)4)-②と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6147



    

ト-131 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

グローブボックス・セル排風機 (ﾆ)4)-③

３ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｄ．グローブボックス・セル排風機 

台数 ３（うち１台は予備） 

  容量 約６万ｍ３／ｈ（１台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)4)-③ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)4)-③は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)4)-③と同

義であり整合してい

る。 
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ト-132 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

5) 精製建屋換気設備 

 

 

 

 

精製建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形）(ﾆ)5)-①17 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－18表 精製建屋換気設備の主要設備の仕様 

 

 

 

 

 (2) 精製建屋排気系 

 ａ．建屋排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 17（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

  容量 約１万２千ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)5)-① 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)5)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)5)-①と同

義であり整合している 
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ト-133 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

建屋排風機(ﾆ)5)-② ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．建屋排風機 

台数 ２ 

  容量 約９万３千ｍ３／ｈ（１台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)5)-② 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)5)-②は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)5)-②と同

義であり整合している 
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ト-134 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

セル排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形）(ﾆ)5)-③10 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｃ．セル排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 10（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

  容量 約１万２千ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)5)-③ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)5)-③は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)5)-③と同

義であり整合している 
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ト-135 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

グローブボックス排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形）(ﾆ)5)-

④ ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス・セル排風機(ﾆ)5)-⑤ 

２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｄ．グローブボックス排気フィルタユニット 

  種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

  基数 ２（うち１基は予備） 

  粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

  容量 約９千ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｅ．グローブボックス・セル排風機 

  台数 ２（うち１台は予備） 

  容量 約12万ｍ３／ｈ（１台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)5)-④ 

 

 
 

(ﾆ)5)-⑤ 

 

設工認の(ﾆ)5)-④は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)5)-④と同

義であり整合している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)5)-⑤は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)5)-⑤と同

義であり整合している 
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ト-136 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

6) ウラン脱硝建屋換気設備 

 

ウラン脱硝建屋排気系 

(ﾆ)6)-①建屋排気フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ１段内蔵形）10 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)6)-②建屋排風機 ２ 台 

 

 

(ﾆ)6)-③フード排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

(ﾆ)6)-④フード排風機 ２ 台 

 

 

 

7) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ２段内蔵形）22 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）(ﾆ)7)-①／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－20表 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備の主要設備の仕様 

 

 

(2) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系 

 ａ．建屋排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ２段内蔵形 

基数 22（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子）／段 

  容量 約６千ｍ３／ｈ／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)7)-① 

 

 
 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)6)-①，

②，③，④は，本設工

認の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)7)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)7)-①と同

義であり整合している 
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ト-137 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

建屋排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス・セル排気フィルタユ

ニット（高性能粒子フィルタ２段内蔵形） 

６ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）(ﾆ)7)-②／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．建屋排風機 

台数 ２ 

  容量 約６万ｍ３／ｈ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｃ．グローブボックス・セル排気フィルタユニッ

ト 

種類 高性能粒子フィルタ２段内蔵形 

基数 ６（うち１基は予備） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ

粒子）／段 

   容量 約６千ｍ３／ｈ／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ﾆ)7)-② 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)7)-②は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)7)-②と同

義であり整合している 
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ト-138 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

グローブボックス・セル排風機 ３ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋換気設備 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋排気系 

(ﾆ)8)-①建屋排気フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ２段内蔵形） ７ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｄ．グローブボックス・セル排風機 

  台数 ３（うち１台は予備） 

  容量 約１万３千ｍ３／ｈ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－21表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備の主要設備の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)8)-①は，

本設工認の対象外であ

る。 
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ト-139 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

貯蔵室排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ２段内蔵形） 17 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）(ﾆ)8)-②／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)8)-③建屋排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

貯蔵室排風機 ４ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．貯蔵室排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ２段内蔵形 

基数 17（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子）／段 

  容量 約９千ｍ３／ｈ／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｃ．建屋排風機 

  台数 ２ 

  容量 約２万４千ｍ３／ｈ／台 

 

 

 

 ｄ．貯蔵室排風機 

台数 ４（うち２台は予備） 

  容量 約７万２千ｍ３／ｈ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)8)-② 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)8)-③は，

本設工認の対象外であ

る。 
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ト-140 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

9) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形） (ﾆ)9)-①11 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－22表 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

の主要設備の仕様 

 

 

 

 

(2) 高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 

 ａ．建屋排気フィルタユニット 

  種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

  基数 11（うち１基は予備） 

  粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

  容量 約１万２千ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．建屋排風機 

台数 ２ 

  容量 約５万５千ｍ３／ｈ（１台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-① 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)9)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)9)-①と同

義であり整合している 
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ト-141 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

(ﾆ)9)-②貯蔵ピット収納管排気フィルタ

ユニット（高性能粒子フィルタ１段内蔵

形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)9)-③貯蔵ピット収納管排風機 ２ 台 

 

セル排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形） (ﾆ)9)-④７ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｅ．セル排気フィルタユニット 

  種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 ７（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

  容量 約１万２千ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-④ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)9)-②，③

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

 

設工認の(ﾆ)9)-④は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)9)-④と同

義であり整合している 
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ト-142 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

セル排風機(ﾆ)9)-⑤２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固化セル圧力放出系前置フィルタユニッ

ト(ﾆ)9)-⑥（高性能粒子フィルタ１段内蔵

形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｆ．セル排風機 

台数 ２（うち１台は予備） 

  容量 約６万５千ｍ３／ｈ（１台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｇ．固化セル圧力放出系前置フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

  容量 約１千ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑤ 

 

 
 

 

(ﾆ)9)-⑥ 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)9)-⑤は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)9)-⑤と同

義であり整合している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)9)-⑥は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)9)-⑥と同

義であり整合している 
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ト-143 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

固化セル圧力放出系排気フィルタユニッ

ト（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） 

(ﾆ)9)-⑦２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｈ．固化セル圧力放出系排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基数 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒

子） 

  容量 約１千ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑦ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)9)-⑦は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)9)-⑦と同

義であり整合している 
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前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

(ﾆ)9)-⑧固化セル換気系前置フィルタユ

ニット 

洗浄塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｉ．固化セル換気系前置フィルタユニット 

  種類 

洗浄塔 棚段塔   

凝縮器 たて置多管式 

ミストフィルタ たて置円筒形 

ルテニウム吸着塔箱形 

基数 

洗浄塔 １ 

凝縮器 １ 

ミストフィルタ ２（うち１基は予備） 

ルテニウム吸着塔 １ 

  容量 約440ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑧ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）の固化セル換

気系前置フィルタユニ

ットは，洗浄塔，凝縮

器，ミストフィルタ及

びルテニウム吸着塔で

構成されているため、

設工認の(ﾆ)9)-⑧と事

業変更許可申請書（本

文）(ﾆ)9)-⑧は同義で

あり整合している。 
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前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

凝縮器 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑧ 
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ト-146 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

ミストフィルタ (ﾆ)9)-⑨２ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑧ (ﾆ)9)-⑨ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)9)-⑨は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)9)-⑨と同

義であり整合している 
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前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

ルテニウム吸着塔 １ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑧ 
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ト-148 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

固化セル換気系排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ２段内蔵形） 

(ﾆ)9)-⑩２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｊ．固化セル換気系排気フィルタユニット 

種類 高性能粒子フィルタ２段内蔵形 

基数 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）／

段 

容量 約440ｍ３／ｈ（１基当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑩ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)9)-⑩は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)9)-⑩と同

義であり整合している 
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前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

固化セル換気系排風機 (ﾆ)9)-⑪２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑫フード排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑬フード排風機 ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｋ．固化セル換気系排風機 

  台数 ２（うち１台は予備） 

  容量 約440ｍ３／ｈ（１台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)9)-⑪ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)9)-⑪は，

事業変更許可申請書

（本文）(ﾆ)9)-⑪と同

義であり整合している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)9)-

⑫(ﾆ)9)-⑬，は，本設

工認の対象外である。 
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前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

セル内クーラ 10 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ．セル内クーラ 

種類 フィン付管熱交換式 

基数 10 

容量 約70ｋＷ（約６万kcal／ｈ）（１基当たり） 
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ト-151 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系 

(ﾆ)10)-①第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟建屋排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形）10 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)10)-② 第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟建屋排風機 ２台 

 

 

(ﾆ)10)-③第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット

高性能粒子フィルタ１段内蔵形）２ 基／系

列×２系列 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)10)-④第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟貯蔵ピット収納管排風機 台／系列×２系

列 

 

(ﾆ)10)-⑤第１ガラス固化体貯蔵建屋西

棟建屋排気フィルタユニット（高性能粒子

フィルタ１段内蔵形）８ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)10)-⑥第１ガラス固化体貯蔵建屋西

棟建屋排風機２ 台 

 

 

(ﾆ)10)-⑦第１ガラス固化体貯蔵建屋西

棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形）２ 基／

系列×２系列 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)10)-⑧第１ガラス固化体貯蔵建屋西

棟貯蔵ピット収納管排風機 ２ 台／系列×

２系列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)10)-①，

②，③，④，⑤，⑥，

⑦，⑧は，本設工認の

対象外である。 
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前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

11) 低レベル廃液処理建屋換気設備 

 

低レベル廃液処理建屋排気系 

(ﾆ)11)-①建屋排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形）２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)11)-②建屋排風機２ 台 

 

(ﾆ)11)-③運転予備用建屋排風機 １ 台 

 

12) 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

 

低レベル廃棄物処理建屋排気系 

(ﾆ)12)-①建屋排気フィルタユニットⅠ

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） 56 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)11)-②建屋排風機Ⅰ ４ 台 

 

(ﾆ)11)-③建屋排気フィルタユニットⅡ

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） 13 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)11)-④建屋排風機Ⅱ２ 台 

 

(ﾆ)11)-⑤建屋排気フィルタユニットⅢ

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ８ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)11)-⑥建屋排風機Ⅲ ２ 台 

 

13) ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系 

(ﾆ)13)-①建屋排気フィルタユニットⅠ

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ５ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)13)-②建屋排風機Ⅰ ２ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)11)-①，

②，③は，本設工認の

対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)12)-①，

②，③，④，⑤，⑥

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)13)-①，

(ﾆ)13)-②，(ﾆ)13)-

③，(ﾆ)13)-④は，本

設工認の対象外であ

る。 
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(ﾆ)13)-③建屋排気フィルタユニットⅡ

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ３ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)13)-④建屋排風機Ⅱ ２ 台 

 

14) チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋排気系 

(ﾆ)14)-①建屋排気フィルタユニットⅠ

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ３ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)14)-②建屋排風機Ⅰ ２ 台 

 

(ﾆ)14)-③建屋排気フィルタユニットⅡ

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)14)-④建屋排風機Ⅱ ２ 台 

 

15) 分析建屋換気設備 

 

分析建屋排気系 

(ﾆ)15)-①建屋排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形）19 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)15)-②建屋排風機 ２ 台 

 

(ﾆ)15)-③セル排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形）２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)15)-④セル排風機 ２ 台 

 

(ﾆ)15)-⑤グローブボックス排気フィル

タユニット（高性能粒子フィルタ２段内蔵

形） ４ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)14)-①，

(ﾆ)14)-②，(ﾆ)14)-

③，(ﾆ)14)-④は，本

設工認の対象外であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)15)-①，

②，③，④，⑤，⑥，

⑦，⑧は，本設工認の

対象外である。 
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粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)15)-⑥グローブボックス排風機 ２ 

台 

 

(ﾆ)15)-⑦フード排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ４ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子）／段 

 

(ﾆ)15)-⑧フード排風機 ２ 台 

 

16) 北換気筒 

 

(ﾆ)16)-①使用済燃料輸送容器管理建屋

換気筒 

排気口地上高さ 約 75 ｍ 

(ﾆ)16)-②排気量 約３万 ｍ３／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－29表 北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒の主要設備の仕様 

 (1) 北換気筒（廃棄物管理施設と一部共用） 

   種類 鉄塔支持形（多筒集合形） 

 ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒＊  

  排気高さ 地上約75ｍ 

  排気量 約３万ｍ３／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)16)-① 

 

 
 

 

（基本設計方針） 

第 1章 共通項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1  気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.4 換気設備 

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染

の程度の低い区域から汚染の程度のより高い区

域に向かって空気を流す設計とし、(ﾆ)16)-②

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)16)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）(ﾆ)16)-①

と同義であり整合して

いる。 

 

事業変更許可申請書

（本文）の(ﾆ)16)-②

は，設工認（基本設計

方針）の(ﾆ)16)-②に

ついて，負圧維持及び

適切な換気空調を行う

ために給排気量の調整

が必要であること対し

ての排気量を記載して

おり整合している。 
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(ﾆ)16)-③使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒 

排気口地上高さ 約 75 ｍ 

(ﾆ)16)-②排気量 約 28 万 ｍ３／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)16)-④ハル・エンドピース及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋換気筒 

排気口地上高さ 約 75 ｍ 

(ﾆ)16)-②排気量 約 14 万 ｍ３／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒＊  

  排気口高さ 地上約75ｍ 

  排気量 約28万ｍ３／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｃ．ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯

蔵建屋換気筒 

  排気口高さ 地上約75ｍ 

  排気量 約14万ｍ３／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給排気量を適切に設定及び調節することによ

り、汚染のおそれのある区域を清浄区域より負

圧に維持するとともに，適切な換気・空調を行

う設計とする。 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄施設 

換気設備】（仕様表） 

(ﾆ)16)-③ 

 
(ﾆ)16)-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)16)-③

は，事業変更許可申請

書（本文）(ﾆ)16)-③

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ﾆ)16)-④

は，事業変更許可申請

書（本文）(ﾆ)16)-④

と同義であり整合して

いる。 
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